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第 1 章 序論 

 

1.1 研究の背景 

 

今日の社会において，試験（テスト）は幅広く用いられており，社会の様々な場面にお

いて活用されている（日本教育工学会，2000; 辰野・石田・北尾，2006）．教育評価や心理

測定の研究者に用いられている測定尺度や試験が，実社会においても幅広く用いられるよ

うになったのである（石井，2014）．さらに梶田（1976）は，教育が学校という社会的機関

による公教育としての形態を整えてくるにつれ，教育の成果の確認自体が公的な色彩を帯

び，学校教育という社会的システムの維持という機能に関係するとしている．例えば教育

評価においても，学校内での教育のみならず，進学のための選抜を目的とする大学入試な

どでは，社会のシステムの一部として機能すると考えられる． 

試験には実施する目的がある．例えば，指導の改善や学習評価，選抜，資格試験や免許

認定など様々である（日本教育工学会，2000; 辰野・石田・北尾，2006; 日本テスト学会，

2007）．個人においては，進学や就職，資格の付与や能力評価の基準となり，組織において

は，意思決定や活動の判断に際し，情報を提供する資料としての意味をもつ（日本テスト

学会，2007）．また，試験の結果が，受験（受検）者個人の人生や社会の意思決定に影響を

及ぼすようなものもある（辰野・石田・北尾，2006）．例えば，医師国家試験などのように

特定の職業に就くための資格取得を目的とする場合などがある．国家試験をはじめとする

公的試験は，試験の結果が社会における意思決定に強い影響力を持つため，試験は社会の

システムの一部として機能し，重要な役割を担うと考えられる．このような場合，試験シス

テムの設計にミスがあると社会システム全体にまで不具合が生じてしまう．従って，試験システ

ムを適切に設計できるよう十分な配慮をしなければならない（日本教育工学会，2000; 辰野・石

田・北尾，2006; 日本テスト学会，2007; 梶田，1976）． 

本論文では，試験を，試験問題の内容を作成するという点のみならず，試験を実施，採

点し，結果を活用する等，運用面まで含めた仕組みを，試験システム，ととらえる．また，

試験には実施する目的があるため，試験を実施する目的に合わせて試験システムを設計す

ることを，試験システムの適切な設計，とする．なぜならば，試験システムの設計が試験

を行う目的に合っていない場合，その試験の結果も試験の目的に合わなくなると考えられ

るからである．その場合，試験を行う意義が失われてしまうことになる．さらには，試験

の結果が試験の目的に合っていないことが明らかになればまだしも，明らかにならないま

ま試験の結果を活用してしまうと，試験を行う意義が失われるのみならず，弊害を引き起
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こすおそれすらある．例えば，ある会社で，海外で英語で折衝をする人員を選定するため

に英語の試験を行うとする．この場合の英語の試験として，与えられた文章を読んで文章

の内容に合致したものを選択枝の中から回答するような試験にしてしまうと，肝心の英語

で聞いたり話したりするコミュニケーションの能力が測れず，この試験の結果で英語で折

衝する人員の選定をすることは難しいと考えられる．この場合は，英語で話しかけられた

内容を口頭で回答するような試験のほうが適していると考えられるため，試験の出題内容

が不適切であるといえる．一方，例えばある大学で，1 つの学年全体の英語の能力の程度を

把握するために英語の試験を行うとする．この場合の試験の受験手数料が 10000 円で，各

自が日曜日に受験するような試験にしてしまうと，限られた学生しか受験することができ

ず，この試験の結果をもって学年全体の英語の能力とするのは誤った判断であると考えら

れる．この場合は，試験の受験手数料は無料とし学生全員が受けるよう必修の授業の中で

実施するような試験のほうが適していると考えられるため，試験の実施方法が不適切であ

るといえる． 

このように，試験そのものには不都合な点がなくても，試験システムの設計がその試験

の目的に合っていないため試験を行う意義が失われる場合がある．そのため，石井（2014）

は，試験システムの設計の点からも「試験を評価する」ことの重要性を，教育評価や心理

測定の研究者のみならず，社会全体に知らせることが求められていると指摘している（石

井，2014）． 

わが国においては，近年になって試験システムを設計するという観点で論じられるよう

になってきたところである．文部科学省により公表された「個人の能力と可能性を開花さ

せ，全員参加による課題解決社会を実現するための教育の多様化と質保証の在り方につい

て（答申）」（文部科学省，2016）によれば，同質的と言われた職場集団に変化が生じ，

企業内の教育訓練の減少傾向や知識の高度化，専門化により，暗黙知を形式知化して継承

したり，人材マッチングや能力を適切に活用するため試験を学び直しの成果の確認として

使うなど，試験の重要性が増してきているため，試験の質の向上や社会的認知などが求め

られているとされている．また大学入試においては，「新しい時代にふさわしい高大接続

の実現に向けた高等学校教育，大学教育，大学入学者選抜の一体的改革について」（文部

科学省，2014）が公表されたりするなど，大学入試の資格試験的利用の促進も視野に入れ

て，試験システムも含めた教育制度全般の改革に関する政策の検討が進んでいるところで

ある． 

また，公的な機関などからは，近年試験システムの設計に関する指針が公表されている．

2007 年には日本テスト学会が，「テスト（試験）関係者が社会的責任を果たすための指針」

として，「テスト・スタンダード」を策定している（日本テスト学会，2007）．また，試験

の作成に関して包括的で一貫した，そして学術的でかつ実際的な議論を提供することを目

的として「テスト作成ハンドブック」（Downing and Haladyna，2006）が作成され，2008 年

には邦訳版が発行されている（池田，2008）．さらに 2010 年には文部科学省が，民間試験
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を対象とし，自己評価や外部評価などを通じた検定試験の質の向上や信頼性の確保に向け

た取組を推進する際に参考となるものとして，「検定試験の評価ガイドライン（試案）」を

策定している（文部科学省，2010）． 

そして上記指針等においては，試験システムの設計の際に求められる基本要件として次

のようなものが挙げられている．「テスト・スタンダード」（日本テスト学会，2007）では，

「テスト活動がもつべき条件としての手続の公平性，透明性，そしてその道具として使わ

れるテストの品質保証であり，それを裏づけるためのデータ（証拠）の開示と受検者に対

する説明責任」を挙げている．試験システムの設計に携わる者には，設計思想としてどの

ような要件を重視すべきかという価値判断が求められることになる（辰野・石田・北尾，

2006）． 

 

本論文では，試験システムを設計する際の 1 つの視点として，試験実施後に使用した試

験問題を広く一般に公開するか公開しないか（試験問題公開），例えば，誰でも見られるよ

うウェブサイトに掲載するどうか，に着目した． 

わが国では，試験実施後に使用した試験問題を広く一般に公開する実務がなされている．

大学入試センター試験をはじめ，各大学の入学試験問題や国家試験については，ウェブサ

イトで公開されているものも多い[1]．特に近年においては，試験システムについての説明

責任や透明性の担保を求められるようになってきており，実施した試験問題を広く一般に

公開することが情報公開の一環ととらえられ（文部科学省，2010），社会的に影響力の大き

い試験ほど信頼性確保のために試験問題公開が求められる傾向にある．国家試験について

は，国の勧告（総務省，2011b）により，全ての国家試験に対し「利用者への配慮」として，

ウェブサイトでの公開が求められている．また，受験者の学習支援を目的として，過去の

試験問題の公開が要請される場合もある（全国検定振興機構，2011）．さらに公的試験にお

いては，試験問題を公的な資料や情報として取り扱う場合があり，公的な指針や公的制度

に基づいて公開の判断がなされることもある[2]． 

しかし「テスト・スタンダード」（日本テスト学会，2007）においては，事前に試験を実

施する目的や試験の実施方法，結果の適用方法などを説明し，試験について理解を得るこ

とは大切なことであるが，それは試験問題まで公開するという意味ではないとしている．

それは，「質問項目（試験問題）の内容を開示（公開）することの是非は，開示（公開）に

よって測定の質を維持することが難しくなるなどの影響を考慮し，また，類似問題の代替

可能性，非開示期間を設定する方式なども検討した上で慎重に判断すべきである」との理

由からである（日本テスト学会，2007）．例えば，試験問題を誰でも見ることができるよう

にウェブサイトで公開すると，公開された試験問題は，その後の試験の受験対策に用いら

れることになる．公開された試験問題と同じ問題を出した場合，試験問題の範囲の正解を

暗記するなどして，本質的な内容の理解がなくても解答できてしまうことになる．このよ

うな試験の結果に基づいて，例えば資格を付与してしまった場合，本来は資格を有すべき
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ではない者にまで与えてしまうことになり，社会における有資格者の位置づけに疑念が生

じることになる．一方，このような事態を回避するために，同じ問題を出さないようにし

た場合，出題できる内容は次第に制限されていくことになり，本来問いたい内容を問うこ

とができなくなってしまう．このような試験の結果に基づいた場合，適切な評価が難しく

なり，試験を実施する目的が正しく遂行できないことになり，試験システムが正しく機能

しなくなってしまうことになる．つまり，試験問題公開は，試験問題を一度だけ用いるの

か繰り返し用いるのかという利用の仕方に依存し，そして，試験問題の利用の仕方の区別

は試験システムの基本設計に大きな影響を与えるのである（日本テスト学会，2007）． 

従って，試験問題公開は，受験者や受験予定者，受験者をサポートする者に対し，試験

について知るための情報や受験準備の内容を検討する上での貴重な資料を提供するもので

はあるものの，実際に実施後に試験問題を公開すると，初出の試験問題を使用する必要が

あり，試験問題開発のコストが増加することや，試験の難易度を一定に保つことが困難に

なるなどの懸念がある（日本テスト学会，2007）． 

海外（例えば米国）では，アメリカ心理学会他が 1999 年に策定した試験システムの設計

の指針である「 Standards for Educational and Psychological Testing 」（AERA・APA・NCME，

1999）でも，" Test user have the responsibility to protect the security of tests, including that of 

previous editions "とされている．それは"the rigorous protection of test security is essential, for 

reasons related to validity of inferences drawn, protection of intellectual property rights, and the 

costs associated with developing tests "であるためとしている．そのため過去問題を含む試験問

題の管理を厳重にするよう促している（APA，1996; APA，1999; APA，2007; APA，2010）．

また実際に公的試験でも実施後に試験問題が公開されていない．例えば，わが国では試験

問題が公開されている医師国家試験にあたる「USMLE」[3]や，司法試験にあたる「Bar Exam」

[4]などでは，試験問題を持ち出すこと自体が禁じられている． 

海外の状況と比較して試験問題公開が当たり前となっているわが国の状況は，「Global 

Standard ：日本的テスト文化のさかさま」（前川，2007）とも表現されている． 

つまり，試験問題は厳重な管理のもとで様々なリソースを投入して得た重要な「知的資

産」であるため，試験問題公開は，特にわが国では情報公開の名目の下要請されることが

多いながらも，その資産としての価値や測定ツールとしての精度に大きな影響を与えるこ

とになる．従って試験問題公開は，試験システムの設計に関わる重要な視点であると考え

る． 
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1.2 先行研究とその課題 

 

試験問題公開に関する先行研究としては，わが国の試験問題公開の現状について記述し

ているものや試験問題を公開することの懸念を指摘しているものが多い． 

わが国では，試験問題を実施後に公開する実務があることは，大学入試については早く

から指摘されている（池田，1992）．またわが国で試験問題公開の実務があることについて

は，海外，特にアメリカと対比して挙げられており（渡部・石井，2006），わが国に独自の

試験文化の特徴の 1 つとして指摘されている（石塚，2003；前川，2003；村上，2003；荒

井・前川，2005，柴山，2008）．しかしこれらの報告においては，試験問題公開の実務があ

ることの指摘やその特徴の記述にとどまっている． 

具体的な事例についての報告としては，前川（2007）が，医師国家試験における情報公

開の経緯について報告をしている．また実証的な報告としては，荒井・前川（2005）は，

数種類の国家試験を含む 9 つの公的な大規模試験について，試験問題公開の状況を含む個々

の試験の特徴を調査し，試験問題公開の実務が「日本的試験文化」の特徴の 1 つとして存

在していることを示しているものがある．さらに荒井他（2005）は，わが国における試験

問題公開の実務の背景には，国家試験に対する閣議決定（内閣府，1999）による要請があ

ることを指摘している．閣議決定（内閣府，1999）においては，規制緩和のための資格制

度の見直しの一環として，既に実施されている業務独占資格等を中心に「資格取得の容易

化」の例として「試験問題の公表・持ち帰りの推進」を求めているものである．しかしこ

れらの報告においても，現状の記述にとどまっており，それぞれの目的を達成するための

手段として試験問題公開を要請している理由については言及されていない． 

またアメリカにおいては試験問題は非公開が原則とされていることから，公開を求める

法律の Truth-in Testing Law[5]の影響に関する報告がある（Fremer，1981; Greer，1983; 南風

原，1983; 堀尾・藤田・渡部・佐伯・汐見，1989; 松平，2000）.しかしこれらの報告におい

ても，法律的な論争やアメリカの社会問題としての議論が中心である． 

またわが国においては，試験システム設計の際に，教育評価や心理測定の研究者が関与

することが少ないことも指摘されている（例えば荒井・前川，2005）．そのため試験システ

ムの設計には，教育評価や心理測定の研究者のみならず，試験問題の開発者や試験の実施

者，受験者や受験予定者，さらには試験の利用者や管理者などの様々な立場からの関与が

考えられる．そして個別の試験毎に検討されることが多い[6]．従って試験問題公開につい

ても立場や試験制度において重要視するものの違いによって様々な考えが生じることにな

ると考えられる．柴山（2008）は，試験問題公開について様々な考えがある状況に関して，

「テスティング技術上の合理性を優先するのか，試験を受ける側の知る権利を優先するの

かの立場，ひいては価値観の違いであり，きわめて難しい問題」と指摘している．例えば

国家試験については，総務省の勧告（総務省，2011b）により，「資格者として習得すべき知
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識・技能の目安を受験者に示すとともに，試験の透明性・客観性を確保する」ため試験問

題公開を推進することとしている．一方，試験問題公開は慎重に判断すべきとしている「テ

スト・スタンダード」は，基本方針として「テスト活動がもつべき条件としての手続の公

平性，透明性，そしてその道具として使われるテストの品質保証であり，それを裏づける

ためのデータ（証拠）の開示と受検者に対する説明責任」を掲げている（日本テスト学会，

2007）．目指すところをみれば，ともに試験における「説明責任」「透明性」「客観性」「公

平性」等であり，その方向性に大きな違いはないように思える．しかし，試験問題公開に

おいては逆の判断をしていることになる．また，2007 年に十数の大学により「入試過去問

題活用宣言」[7]の共同提案がなされている．これは公表された大学の入試問題をお互いの

共有財産として活用しようという試みであり，その背景には，「大学は，入試問題作成に相

当の努力を払っている」ため「担当教員の本来の業務である教育と研究に支障が出ている」

ことがあるとしている（佐々木，2007）．しかし，「入試過去問題活用宣言」に対しても，

すべての大学が参加しているものではなく，入試問題の取扱についての大学の判断は分か

れている[8]．そして，「入試過去問題活用宣言」においては活用する入試問題は公開されて

いるものを対象としているが，「テスト・スタンダード」（日本テスト学会，2007）に従う

のであれば，試験問題を繰り返し利用する場合には，試験問題は公開されているべきでは

ないことになる[9]．このような場合に，試験問題公開についてどのように決定すればよい

のか，また適切に決定されているのか具体的に判断する指針はこれまで提示されてこなか

った． 

また近年においても試験問題公開に関する実証的な調査や分析についての報告がほとん

どない状況である（内田，2012; 石井，2014; 宇佐美，2016） 

これまでの報告においては，上述のとおり試験問題公開について試験システムの設計に

おける懸案があるとされながらもその指摘に留まっており，系統立てて整理はされてこな

かった．従って，試験問題公開が試験システムの設計と複雑に関わっていることについて

教育評価や心理測定の研究者以外にはあまり知られていないと考えられる．そして試験シ

ステム設計の際には教育評価や心理測定の研究者が関与することも少ない．従って試験シ

ステムの設計の際には，教育評価や心理測定の研究者のみならず，様々な立場からの関与

が考えられるが，その際に試験問題公開を決定するための指針も提示されてはいなかった． 

つまり試験問題公開については，試験システムの設計に密接に関係する視点でありなが

らも，どのような要因を考慮しどのように要因について取捨選択し優先順位をつけるのか

など，具体的に判断することは難しかったのである． 

そこで，わが国において試験システムの設計に携わる者が試験問題公開を適切に決定す

ることができるようになるためには，わが国の試験問題公開についての実証データに基づ

いて，社会の要請を考慮しかつ試験システムの設計への影響を見極めた上で試験問題公開

を決定するための判断モデルを構築する必要があると考えた． 
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1.3 研究の意義と目的 

 

本論文では，試験システムを設計する際の 1 つの視点として，試験実施後に使用した試

験問題を広く一般に公開するか公開しないか（試験問題公開），例えば，誰でも見られるよ

うウェブサイトに掲載するどうか，に着目した．試験問題公開は，特にわが国では情報公

開という名目の下要請されることが多い．しかし，試験問題は厳重な管理のもとで様々な

リソースを投入して得た重要な「知的資産」であるため，試験問題を一般に公開すること

は，その資産としての価値や測定ツールとしての精度に大きな影響を与える．しかし試験

問題公開が試験システムの設計と複雑に関わっていることについて，教育評価や心理測定

の研究者以外にはあまり知られていない．そこで，試験システムの設計に携わる者が試験

問題公開を適切に決定することができるようになるためには，わが国の試験問題公開につ

いての実証データに基づいて，社会の要請を考慮しかつ試験システムの設計への影響を見

極めた上で，試験問題公開を決定するための判断モデルを構築する必要があると考えた． 

まず，試験システムの設計と複雑に関わっていることについて教育評価や心理測定の研

究者以外にはあまり知られていない現状に鑑み，教育評価や心理測定の研究者が指摘する

問題点やわが国の試験問題公開に関する国の政策や制度における動向を系統立てて整理し，

どのような価値判断が試験問題公開に影響する要因となる可能性があるのかを把握する必

要があると考えた．次に，試験問題公開の状況と試験システムの設計仕様について網羅的

な調査を行い，調査によって得られた実証データに基づいて定量的な分析を行い，試験問

題公開と，試験問題公開に影響する要因の関係性について明らかにすること（試験問題公

開に影響する要因の構造化）を試みることとした． 

試験問題公開に影響する要因の関係性について明らかになれば，これらの要因を試験問

題公開の判断基準とする判断モデルを提示することができ，試験問題公開を適切に決定で

きるようになると考えたのである． 

 

本論文の目的は，試験を実施する目的に合わせて試験システムを設計すること（試験シ

ステムの適切な設計）を目指し，試験設計に携わる者が，わが国における社会の要請を考

慮し，かつ，試験システムの設計への影響を見極めた上で試験実施後に使用した試験問題

を公開するか公開しないか（試験問題公開）を適切に決定することができるよう，試験問

題公開を決定するための判断モデルを提示することである． 

具体的には，試験問題公開が試験システムの設計と複雑に関わっていることについて教

育評価や心理測定の研究者以外にはあまり知られていない現状に鑑み，まず教育評価や心

理測定の研究者が指摘する問題点及びわが国の試験問題公開に関する国の政策や制度にお

ける動向を系統立てて分析し，試験問題公開に影響する要因となり得るものを明らかにす

ることとした．次に試験問題公開の状況について網羅的な調査を行い，得られた実証デー
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タに基づいて分析を行い，試験問題公開と，試験問題公開に影響する要因の関係性につい

て明らかにすることとした（試験問題公開に影響する要因の構造化）．そして，最終的に試

験問題公開を決定するための判断モデルを提示することを目指した． 
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1.4 本論文の構成 

 

本論文では，以下の枠組みで研究を行った（図 1.1）． 

第 1 章では，研究の背景として，社会において試験が果たす役割や試験システムの適切

な設計の重要性を示した．そして本論文において，試験システムの設計に関わる視点の 1

つとして試験問題公開に着目する意義と先行研究及びその課題を示し，本論文の意義と目

的を明確にした．さらに，本論文における研究の枠組みと用語の定義について記述した． 

第 2 章では，試験システム設計上の試験問題公開に影響する要因となり得るものを明確

にすることを目的とした．試験問題公開が試験システムの設計と複雑に関わっていること

について教育評価や心理測定の研究者以外にはあまり知られていない現状に鑑み，まずこ

れまで教育評価や心理測定の研究者によってなされた試験問題公開に関する報告に基づい

て，試験システム設計と試験問題公開に関する指摘を系統立てて整理し，試験システム設

計上の試験問題公開に関する問題点を明確にした．また，内閣府の閣議決定や総務省の勧

告など国が提示している指針や公的制度が掲げる方針に基づいて，試験問題公開に関する

国の動向や社会の要請を明確にした．さらに，わが国の公的制度の 1 つである情報公開制

度を具体的事例として，試験問題を対象とした全ての事例における試験問題公開の決定に

至る検討経緯等を俯瞰して対比させることにより，試験システム設計上の懸案や社会の要

請をふまえて，試験問題公開に関する価値判断の分析を行った．そしてこれらの調査分析

結果に基づいて試験システム設計上の試験問題公開に影響する要因を明らかにした． 

第 3 章では，試験問題公開の状況について網羅的な調査を行い，調査によって得られた

実証データに基づいて定量的な分析を行い，試験問題公開と，試験問題公開に影響する要

因の関係性について明らかにすること（試験問題公開に影響する要因の構造化）を目的と

した．試験問題公開に影響する要因についての調査報告がほとんどなされていない現状に

鑑み，具体的事例として，わが国で社会的影響力の大きい試験といえる国家試験について，

試験問題公開の状況と，試験問題公開に影響する要因の代理指標として，年間実施回数や

受験資格のように，試験システムの基本に関わると考えられる設計仕様について網羅的に

調査した．次に，得られた実証データに基づいて，試験システムの設計仕様を用いたロジ

スティック回帰分析を適用して分析することにより，試験問題公開と試験システムの設計

仕様の関連から，第 2 章の結果をふまえて，試験問題公開と，試験問題公開に影響する要

因の関係性を明らかにした． 

第 4 章では，まず全体のまとめとして，第 2 章及び第 3 章の結果から得られた試験シス

テム設計上の試験問題公開に影響する要因について総括し，最終的に試験問題公開を決定

するための判断モデルを提示した．さらに，本論文の研究成果が社会に与えるインパクト

及び残された課題についてまとめた． 
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第２章
試験システム設計上の
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図 1.1 本論文の研究の枠組み 
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1.5 用語の定義 

 

本論文では，それぞれ次のように定義する． 

 

試験（テスト）：人の知識や技能，能力を測定する試験を研究対象とする．体重や肺活量な

ど，身体測定などの試験は研究対象としない． 

試験システム：試験問題を作成するという点のみならず，試験を実施し，合否を判定し，

結果を活用する等，実施運用面まで含めた仕組みを意味する． 

試験システムの適切な設計：試験システムを試験を実施する目的に合わせて設計すること

を意味する． 

試験問題公開（の決定）：試験実施後に使用した試験問題を広く一般に公開するか公開しな

いか（非公開にするか）を決定する（あるいは決定されている）こと．広く一般

に公開するとは，例えばウェブサイトに掲載するなどして誰でも容易に参照でき

る状態などを意味する． 

試験問題公開に関する価値判断：試験問題公開を決定する際には，価値観の違いによって，

試験問題公開は適切であると判断する場合と不適切であると判断する場合に分か

れることが考えられる．本論文では，価値観の違いによって試験問題公開は適切

又は不適切であると判断が分かれること場合があるものを，試験問題公開におけ

る「価値判断」ととらえるものとする．例えば，受験申込者数が 5000 人以上の試

験は必ず試験問題は公開するなど，試験問題公開の決定がいずれか一方しかあり

えない場合には，議論検討する余地はなく「価値判断」はなされないことになる． 

試験システムの設計仕様：試験システムを設計する際に決定する必要がある項目．例えば

年間実施回数や受験資格，受検手数料など． 

試験問題公開に影響する要因の構造化：試験問題公開と，試験問題公開に影響する要因の

関係性について明らかすること． 
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第 2 章 試験システム設計上の試験問題 

公開に影響する要因 

 

2.1 緒言 

 

本章では，試験システム設計上の試験問題公開に影響する要因となり得るものを明確に

することを目的とした． 

2.2 節では，これまで教育評価や心理測定の研究者によってなされた試験問題公開に関す

る報告に基づいて，試験システム設計と試験問題公開に関する指摘を系統立てて整理し，

試験システム設計上の試験問題公開に関する問題点を明確にした． 

2.3 節では，内閣府の閣議決定や総務省の勧告など国が提示している指針や公的制度が掲

げる方針に基づいて，試験問題公開に関する国の動向や社会の要請を明確にした． 

2.4 節では，わが国の公的制度の 1 つである情報公開制度を具体的事例として，開示決定

等に対して不服申立てがなされた事案のうち，試験問題を対象とした全ての事例について，

個々の審査会において試験問題を開示又は不開示とした，試験問題公開の決定に至る検討

経緯や判断した理由を具体的に調査した．さらに試験問題公開の決定に至る検討経緯や判

断した理由を複数の事例について俯瞰して対比させることにより，2.2 節の問題点や 2.3 節

の社会の要請をふまえて，試験問題公開に関する価値判断の分析を行った． 

2.5 節では，上記調査分析結果に基づいて試験システム設計上の試験問題公開に影響する

要因となり得るものを明らかにした． 
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2.2 試験問題公開に関する課題 

 

本節では，これまで教育評価や心理測定の研究者によってなされた試験問題公開に関す

る報告に基づいて，試験システム設計と試験問題公開に関する指摘を系統立てて整理し，

試験システム設計上の試験問題公開に関する問題点を明確にした． 

まず，試験問題を公開すると，試験の内容が明らかになり，場合によってはその試験に

対する準備活動を通じて，教育活動に影響を及ぼすことが挙げられた（村上，2003; 辰野・

石田・北尾，2006; Downing and Haladyna，2006; 日本テスト学会，2010）．また，実施した

試験問題を広く一般に公開することは，受験対策の資料とされることにもなる．大学入試

や国家試験のような公的試験では，個人の処遇を決定したり，社会に大きな影響を及ぼし

たりするため，受験者がよい結果を得ることができるように，公開された試験問題を分析

して試験の内容や形式に合わせて対策をとることが考えられる．例えばわが国のセンター

試験について，「センター試験の問題に合わせた学習指導が，大学進学を目的とする高校で

行われていることは周知のことである．センター試験の比重が大きい大学を受験する場合

には，センター試験のマークシート方式に合わせた問題演習が繰り返し行われる．これは

テストの形式に合わせた学習指導の典型例である」との指摘されている（辰野，石田，北

尾，2006）．さらには不公正な状況やテストの目的とは異なる準備行動を引き起こし，正答

や望ましい回答を用意するようになり，適切な判断が不可能になることも挙げられる（日

本テスト学会，2007）．また試験の目的によっては，試験問題を公開してしまうと，試験の

目的の妥当性が損なわれてしまうことも挙げられる（佐野，2015）．例えば試験の目的が単

なる知識の習得の確認ではなく，業務経験の有無と密接に関係する技能を測ることである

場合がある．このような場合，試験問題は単なる知識を出題しているのではなく，業務経

験を重ねることによって得られる知識や技能の有無を測る内容となるように工夫がなされ

ていると考えられる．このような試験問題を実施後に公開してしまうことは，本来業務経

験を積むことによって得るべき技能や知識の程度を測っている試験について，試験問題を

用いた対策によって解答できるようになり試験本来の目的を損ねる可能性があると考えら

れる．本来試験問題は，学習のための教材とは目的や用途が異なるのである（日本テスト

学会，2010）． 

また公開した試験問題と同じ問題を出題する場合の不具合も指摘されている．「テスト・

スタンダード」（日本テスト学会，2007）においては，「正答を覚えるための暗記力を測っ

ていることになりかねず，しかも，得点をその受検者本来の得点から分離することは原理

的にできないため，過去問題を勉強した結果，正答率があがって識別力も低くなる」と指

摘している．実際に公開した問題を用いた試験勉強による得点向上の効果があるとの報告

もある（Hale，1980）．このような事態を回避するためには，公開した試験問題は，繰り返

し利用できないことになる（池田，1992; 渡部・石井，2006; 辰野・石田・北尾，2006; 日
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本テスト学会，2010）．この場合，試験の品質保証にも影響を及ぼすことになる．渡部ら（2006）

は，試験問題公開の実務について，アメリカと比較して試験問題を公開することの多い日

本の試験では，心理測定学の観点からはデータの蓄積ができず改善できる余地が少なくな

ることを指摘している．使用した試験問題を公開してしまうと，実際に実施した試験の結

果に基づいて試験問題を検証するなどして，試験問題を改善することができなくなってし

まうのである（南風原，1983; 池田，1992; 渡部・石井，2006）．また，試験問題が新作問

題ばかりになると，試験の難易度や合格基準を一定に保つのが難しくなる点も指摘されて

いる．「テスト・スタンダード」（日本テスト学会，2007）では，「各実施回の受検者層が異

なれば，合格者数や合格率に変動が生じる可能性がある」ため，「このような変動が質問項

目の難易度や内容の揺れによるものなのか，受験者の特性分布の変動に由来するものなの

か，区別するのは困難」としている．いったん作成された問題の品質の保証自体は，実証

的なデータなくしては不可能なのである（柴山，2008）． 

試験には，前述のとおり試験を実施する目的がある．例えば，合格者数や定員があらか

じめ決まっているような試験の場合には，合格基準は，集団準拠となるため，その試験 1

回限りで結果を比較すればよいことになる（日本教育工学会，2000; 日本テスト学会，2007）．

例えば「定員を墨守せざるを得ない日本の大学入試」（村上，2003）や「年 1 回実施で，試

験の結果の利用もその年に限られるのであれば，それが標準化されていないことはさほど

大きな問題とはならない（石塚，2003）．そのためわが国では，年度毎の公平性には大きな

注意が払われるが，年度間の公平性を確保する必要性はさほどないとの考えに基づいて試

験システムを設計されることが多かった（荒井・前川，2005; 村上，2003; 石塚，2003; 日

本テスト学会，2010）．一方で同じ目的で実施する複数の試験がある場合，例えば，選抜試

験や資格試験の成績が複数年にわたって有効とされる場合や，試験そのものが年に複数回

実施される場合（前川，2003）には，それらの試験の難易度が等しくないと，各回の受検

者の間に不公平が生じる（前川，2003）．そうした場合，試験の難易度や合格基準を一定に

保つことが公平性を担保することになる（前川，2003; 日本テスト学会，2007; 日本テスト

学会，2010）．この場合，試験問題公開は，その試験が何を目的とした試験なのか，という

ことに影響を及ぼすことが考えられる． 

さらに，試験問題を公開することにより，新たな問題の開発が必要になり，試験問題の

開発労力が増えることについての懸念もある（東・梅本・芝・梶田，1988; 佐々木，2007; 柴

山，2008）．「日本の大規模試験における公開主義，初出主義は，問題を作成する側からい

えば非常に効率の悪い考え方」（柴山，2008）であり，「新しい問題を作っては破棄し，と

めどもない使い捨て方式．よい問題は残せないし，労力の無駄使い」（池田，1992），「毎年

すっかり新しい問題に入れ替えるというのは容易なことではない」（池田，1992）と指摘さ

れている．「1 回のみの使用で効果的な試験問題を作成することは，難しく，コストがかか

る」（Downing and Haladyna，2006），「作成のコストが大きくなる」（日本テスト学会，2007）

などとも指摘されている．一例ではあるが，「Handbook of Test Development」（2006）によれ
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ば，「免許認可，及び資格認定テストの項目（問題）が平均して 1 項目（1 問）300 ドルで

あることを示した」との指摘もある．つまり，試験問題開発には多大な労力やコストが必

要であるといえる．さらには，実際に「問題の種は底をつく」（池田，1992）ため，大量の

初出問題を基本的かつ本質的な内容で揃えることは困難との現実的な指摘もある（菊地，

2005）．また試験問題を公開することにより，試験問題開発のコストや労力の増加のみなら

ず，試験のサービスや質の低下につながることも指摘されている（南風原，1983）． 

高品質の試験問題を作成するというのは容易なことではないため，良質の試験問題は公

開せずに蓄えておいて，1 度だけではなくて多数回利用することが望ましいとの考えもある

（東・梅本・芝・梶田，1988; 池田，1992; 日本テスト学会，2007; 日本テスト学会，2010）．

これは同一の項目を異なる年度のテストに含めることによって，各回のテスト得点をそれ

以前のテストの得点と比較可能になるためである（南風原，1983）．実際に，国家試験であ

りながら勧告の存在にもかかわらず[10]，実際に，結果として実施した試験問題を公開して

いない試験も存在している．例えば，国家試験である情報処理技術者試験の 1 つ，ＩＴパ

スポート試験においては，使用した試験問題を公開していないのみならず，受験者が持ち

帰ることもできない．さらには，そのことを受験案内に明記した上で，事前に，受験にあ

たり「試験問題を第三者に開示（漏洩）しないこと」への同意も求めている[11]． 

さらに，例えば，試験問題公開が求められる理由の 1 つである「透明性の確保」のため

には，必ずしも試験問題そのものを公開する必要はないことも指摘されている．例えば，

試験システムが適正に機能しているかを検証する手段として，試験システムに関する各種

統計指標を公開することでも可能と考えられる（日本テスト学会，2007）．学習支援として

も試験に備える目的のためには，過去に出題したもの問題の一部のうち，繰り返して使用

する必要のない問題をサンプル問題として公開することが提案されている（日本テスト学

会，2007）． 

 

以上のように，教育評価や心理測定の研究者によってなされた試験問題公開に関する報

告に基づいて，試験システム設計と試験問題公開に関する指摘を系統立てて整理し，試験

システム設計上の試験問題公開に関する問題点を明確にした結果，主なものとして次のよ

うな点が挙げられた．まず，試験問題を公開することにより試験の内容が明らかになるた

め，過度の受験対策がとられるようになることがある．また公開した問題と同じ問題を出

題してしまうと本来測りたい能力を測ることが難しくなり，試験の品質が低下するという

懸案があることも挙げられた．次に，試験問題を公開した場合，過去の試験問題による受

験対策や問題の重複を避けようとすると同じ問題を繰り返して出題することができなくな

ることがある．同じ問題を繰り返して出題することができない場合，過去の実施データに

基づいた検証が難しくなるため試験問題を改善する余地が少なくなることや，毎回の試験

の難易度のレベルを揃えることが難しくなることも挙げられた．そして試験問題を公開し

た場合，受験対策を取られないような問題にしたり，同じ問題を繰り返して出題しないよ
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うにしたりするためには，毎回新しく工夫しながら試験問題を開発する必要がある．従っ

て新しく試験問題を開発し続けるには限界があり，また開発するための労力や費用の負担

が増加することも挙げられた．さらには，試験問題を公開せずに繰り返し利用するために

は試験問題を管理しておく必要があることについても言及されていた．一方，例えば透明

性の確保などのためには，必ずしも試験問題を公開する必要がなく，取り得る代替手段に

ついても提案されていた． 
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2.3 試験問題公開に関する公的機関の動向 

 

本節では，内閣府の閣議決定や総務省の勧告など国が提示している指針や公的制度が掲

げる方針に基づいて，試験問題公開に関する国の動向や社会の要請を明確にした． 

まず国家試験については，「規制緩和推進 3 か年計画（改定）（平成 11 年 3 月 30 日閣議決

定）」（内閣府，1999）においては，規制緩和のための資格制度の見直しの一環として，既

に実施されている業務独占資格等を中心に「試験問題の公表・持ち帰りの推進」を求めら

れた．その際は業務独占資格が対象の中心であった．一方，総務庁（当時）が 2000 年に公

表した「規制行政に関する調査結果に基づく勧告―資格制度等―」の勧告においては，「資

格者に求められる知識技能等に対する評価の内容レベルを明確にし，その透明化を図り，

客観性を確保するため，試験問題の事後公表及び合否基準の公表を推進すること」とされ

ている．さらに「規制改革推進 3 か年計画（再改定）（平成 15 年 3 月 28 日 閣議決定）」（内

閣府，2003）においては，業務独占資格に加えて必置資格も対象となった．そして，勧告

（総務省，2011b）においては，「資格者として習得すべき知識・技能の目安を受験者に示す

とともに，試験の透明性・客観性を確保する観点から，試験問題及び解答を積極的に無償

で公開することが重要である」との考えから，すべての国家試験に対し「利用者への配慮」

として，「過去の試験問題やその解答について，インターネット等により積極的に無償で公

開すること」を求められることとなった． 

また公的試験においては，試験問題を公的な文書や資料として取り扱う場合があり，公

的制度に基づいて公開の判断がなされることもある．具体的には 2001 年に「行政機関の保

有する情報の公開に関する法律」[12]が，2002 年に「独立行政法人の保有する情報の公開に

関する法律」[13]がそれぞれ施行された．この法律の目的は「情報の一層の公開を図り，も

って政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに，国

民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資すること」である[14]．公

的な試験については，個々の試験問題を非公開にしていたとしても，情報公開制度に基づ

いて開示請求がなされれば公開することになる．例えばわが国の医師国家試験では，試験

問題の質や難易度を一定に保ちかつ出題する問題数を増やせるように試験問題を常時備え

ておくプール制を導入する目的で試験問題を実施後に回収していたところ，情報公開制度

を利用した開示請求により，試験問題に対する開示請求が認められ，回収していた期間の

試験問題についても遡及して公開された[15]． 

他に直接試験問題公開に言及しているものではないが，国家試験については，国による

有資格者数（試験合格者数）への関与も考えられる．例えば，法曹人口については，政策

的に指針が出されている．「司法制度改革推進計画」（首相官邸，2002）では，「現行司法試

験の合格者数を、平成 14 年に 1200 人程度に、平成 16 年に 1500 人程度に増加させること

とし、所要の措置を講ずる」ことを法務省に求めている．しかしその後「法曹人口の拡大
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及び法曹養成制度の改革に関する政策評価書」（総務省，2012）では，目標の数値が達成さ

れていないにも関わらず，それ以上の対策を講じる必要を論じていない．さらには日本弁

護士連合会弁理士会（2012）は，「司法試験合格者数をまず 1500 人にまで減員」を提言し

ている．このように国や公的な団体が，試験の合格者数の決定に関与するなど試験システ

ムの設計に直接関与する場合も考えられる． 

 

以上のように，内閣府の閣議決定や総務省の勧告など国が提示している指針や公的制度

が掲げる方針に基づいて，試験問題公開に関する国の動向や社会の要請を明確にした結果，

第一の目的としては情報公開もとめられていることが挙げられた．それは受験者の負担の

軽減など利用者への配慮や透明性や客観性の確保のために必要な情報との判断からと考え

られた． 
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2.4 試験問題公開に関する価値判断 

 

本節では，わが国の公的制度の 1 つである情報公開制度を具体的事例として，開示決定

等に対して不服申立てがなされた事案のうち，試験問題を対象とした全ての事例について，

個々の審査会において試験問題を開示又は不開示とした，試験問題公開の決定に至る検討

経緯や判断した理由を具体的に調査した．さらに試験問題公開の決定に至る検討経緯や判

断した理由を複数の事例について俯瞰して対比させることにより，2.2 節の問題点や 2.3 節

の社会の要請をふまえて，試験問題公開に関する価値判断の分析を行った． 

2.4.1 項では，情報公開制度及び開示決定等に対して不服申立てがなされた事案の調査方

法について論じた． 

2.4.2 項では，情報公開制度の事例における試験問題を対象とした全ての事例について，

個々の審査会において試験問題を開示又は不開示とした，試験問題公開の決定に至る検討

経緯や判断した理由を具体的に調査した． 

そして 2.4.3 項では，試験問題公開の決定に至る検討経緯や判断した理由を俯瞰して複数

の事例について対比させることにより，2.2節の問題点及び 2.3節の社会の要請をふまえて，

試験問題公開に関する価値判断の分析を行った． 

 

2.4.1 調査方法 

 

本論文では，特に試験問題公開に関する価値判断を調査するため，公的な制度の 1 つで

ある情報公開制度における試験問題の開示決定等についての検討経緯に着目した． 

情報公開制度とは，国民に対する説明責務を全うするため，行政機関や独立行政法人等

が保有する情報について一層の公開を図るものであり，行政機関や独立行政法人等に対し

て誰でも開示請求をすることができる．開示請求があった情報については，不開示情報が

記録されている場合を除き，開示しなければならない．このとき，開示請求に対する開示

決定又は不開示決定（開示決定等）は，請求を受けた行政機関の長（大臣等）又は独立行

政法人等が行うこととされている．そこで，開示請求者が開示決定等に不服があったとき

は，不服申立て[16]をすることができる．不服申立てがなされた事案については，第三者機

関である「情報公開・個人情報保護審査会」[17]に諮問することになる．そして「情報公開・

個人情報保護審査会」における検討経緯や判断した理由は，答申として公開される（図 2.1）． 

ここで，情報公開制度では，行政機関や独立行政法人等が保有する情報を対象としてい

るため，情報公開制度が対象としている試験は公的試験であると判断した．また対象とな

る試験制度は多様であるため，複数の事例には，試験に関わる立場や試験に対する価値観

の違いによる様々な考えが含有されると考えた．さらに，諮問される「情報公開・個人情

報保護審査会」は第三者機関であるため特定の立場に立つものではなく，検討経緯や判断 
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図 2.1 開示決定等に対する不服申立ての手続の流れ 

（総務省及び内閣府[18]の資料を元に著者作成） 

 

 

した理由は公平かつ中立であると考えられた． 

よって，情報公開制度における開示決定等に対して不服申立てがなされた事案のうち，

試験問題を対象とした全ての事例について，個々の審査会において試験問題を開示又は不

開示とした，試験問題公開の決定に至る検討経緯や判断した理由を具体的に調査し，俯瞰

して対比させることにより，試験問題公開に関する価値判断の分析を行うこととした． 

なお，情報公開制度においては，誰でも文書の開示請求ができるため，本論文では，誰

でも情報を閲覧できるようになる状態が公開であると考えた． 
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2.4.2 事例の調査及び結果 

 

(1) 調査対象 

総務省の「情報公開・個人情報保護関係 答申・判決データベース」[19]（図 2.2）を用

いて，情報公開制度における開示決定等に対して不服申立てがなされた事案[20]のうち，試

験問題を対象とする答申を抽出した． 

「情報公開・個人情報保護審査会」の答申 11,183 件（2015 年 10 月 27 日現在）のうち，

次の(i)及び(ii)に該当するものを抽出したところ，803 件であった． 

(i) 「答申種別」が「行政機関／情報公開法」又は「独立行政法人等／情報公開法」であ

るもの 

(ii) 「異議申立人の主張の要旨」[21]及び「諮問庁の説明の要旨」及び「審査会の判断の

理由」において，用語に「問題」又は「試験」又は「検定」又は「資格」を 1 つ以

上含むもの 

803 件の答申のうち，「事件名」を参照して，人に対する試験と判断できたものには，183

件が該当した．さらに 183 件の答申について，「本件対象文書」を参照して，対象が試験問 

 

図 2.2 総務省 情報公開・個人情報保護関係 

答申・判決データベース 
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題と判断できたものは 15 件であった．よって本論文では，この 15 件の答申を調査対象と

した． 

 

(2) 調査方法 

調査対象の答申において，「審査会の結論」を開示又は不開示の最終的な判断として，ま

た，「審査会の判断の理由」のうち，特に「開示（又は不開示）決定の妥当性」を判断した

理由として，それぞれ参照した． 

 

(3) 調査結果 

情報公開制度における開示決定等に対して不服申立てがなされた事案のうち，試験問題

を対象とする答申について，開示又は不開示の最終的な判断及び判断した理由をまとめた

ものが表 2.1 である． 

表 2.1 に示すように，最終的な判断としては，試験問題について「不開示決定は妥当【不

開示】」とした答申は 13 件（事例①～②，⑤～⑮），「開示すべき【開示】」とした答申は 2

件（事例③～④）であった． 

また，判断した理由としては，「不開示決定は妥当」とした答申のうち，「公にすること

により，当該法人等又は当該個人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ

があるもの」（法（行）[22]第 5 条第 2 号イ[12]）（以下，「正当な利益を害するおそれがある

もの」とする）に該当するとしたものは 3 件（事例⑤，⑩，⑫），「公にすることにより，

当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの（正確な事実の把握を困

難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし，若しくはその発見を困難にする

おそれを含む）」（法（行）[22]第 5 条第 6 号イ[12]，法（独）[22]第 5 条第 4 号柱書又はハ[13]）

（以下，「事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」とする）に該当す

るとしたものは 7 件（事例⑦～⑨，⑪，⑬～⑮）であった．一方，「開示すべき」とした答

申においては，「事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」に該当しな

いとしたものが 2 件（事例③～④）であった．なお，「不開示決定は妥当」とした答申のう

ち，残る 3 件（事例①～②，⑥）については，諮問庁において試験問題は不存在又は保有

していないとの理由であった． 

今回調査した情報公開制度における試験問題の開示決定等において，判断した理由とし

ては，「正当な利益を害するおそれがあるもの」又は「事務又は事業の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあるもの」に該当するか否かということが挙げられている．しかしそれぞ

れの事例においては，結論に至る検討経緯や理由の詳細は異なっていると考えられる． 

そこで，答申の内容を参照し，判断した理由の詳細についてまとめたものが，表 2.2 であ

る（但し，対象文書が存在していない事例 3 件を除いた 12 件についてのものである）．以

下，それぞれの事例別に，判断した理由の詳細を示すとともに考察を行った． 
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表 2.1 情報公開制度における開示決定等に対して 

不服申立てがなされた事案（試験問題を対象とするもの） 

  

事例 答申名 諮問庁 対象試験 対象文書
最終的な

判断

① (2003年度)

平成１５年度
（行情）答申第
４１１号

厚生労働
大臣

厚生労働省の知
的障害者雇用の
ためのテスト

厚生労働省本省において作成した知的障害者を雇用
するためのテスト用紙及び関連する書類（選考試験
分）

【不開示】

不開示決定
は，妥当

② (2003年度)

平成１５年度
（行情）答申第
５３６号

環境大臣 臭気判定士試験 平成１３年度に実施された臭気判定士試験の試験問
題

【不開示】

不開示とした
決定は妥当

③ (2005年度)

平成１７年度
（行情）答申第
１２９号，第１３
０号及び第１３
３号

厚生労働
大臣

医師国家試験 第９５回から第９９回までの医師国家試験の問題用紙
の試験問題（別冊を含む）

【開示】

開示すべき

「事務又は事業の適正な
遂行に支障を及ぼすおそ
れがあるもの」に該当せ
ず

法（行）第
５条第６
号柱書

④ (2005年度)

平成１７年度
（行情）答申第
１５８号

法務大臣 千葉地方法務局
における司法書
士資格認定試験

「千葉地方法務局において実施された認定試験の問
題」のうちの不開示部分である「文書２から文書９まで
の試験問題集（１）のすべて」

【開示】

開示すべき

「事務又は事業の適正な
遂行に支障を及ぼすおそ
れがあるもの」に該当せ
ず

法（行）第
５条第６
号イ

⑤ (2007年度)

平成１９年度
（行情）答申第
２２８号ないし
第２３１号

防衛大臣 防衛庁職員採用
Ⅰ種試験及び同
Ⅱ種試験

「教養試験及び一部の試験区分（平成１６年度Ⅰ種試
験の７試験区分のうち４試験区分（化学，機械，土木及
び建築），同年度Ⅱ種試験の９試験区分のうち２試験
区分（行政及び国際関係），平成１７度Ⅰ種試験の１２
試験区分のうち７試験区分（心理，経営工学，化学，電
気，機械，土木及び建築）及び同年度Ⅱ種試験の１０
試験区分のうち２試験区分（行政及び国際関係））の専
門試験の問題（文書１）」

【不開示】

（文書１につ
いては）不開
示としたこと
は妥当

「正当な利益を害するお
それがあるもの」に該当

法（行）第
５条第２
号イ

⑥ (2008年度)

平成２０年度
（行情）答申第
４４２号

内閣総理
大臣

市町村役場職員
採用試験

財団法人日本人事試験研究センターの保管する市町
村役場職員採用試験の過去問題の直近のもの

【不開示】

不開示とした
決定について
は，妥当

⑦ (2009年度)

平成２１年度
（行情）答申第
６５１号

厚生労働
大臣

労働基準監督官
採用試験（面接
試験）

「平成１６年度労働基準監督官採用試験（面接試験）に
おける各種文書」のうち「別紙の８の文書の質問項目
本体」

【不開示】

不開示とする
ことが妥当

「事務又は事業の適正な
遂行に支障を及ぼすおそ
れがあるもの」に該当

法（行）第
５条第６
号イ

⑧ (2009年度)

平成２１年度
（行情）答申第
６５２号

厚生労働
大臣

労働基準監督官
採用試験

「平成１６年度労働基準監督官採用試験における各種
文書」のうち「別紙の６の文書の質問項目本体」

【不開示】

不開示とする
ことが妥当

「事務又は事業の適正な
遂行に支障を及ぼすおそ
れがあるもの」に該当

法（行）第
５条第６
号イ

⑨ (2009年度)

平成２１年度
（行情）答申第
６５３号

厚生労働
大臣

労働基準監督官
採用試験

「平成１５年度労働基準監督官採用試験における各種
文書」のうち「別紙の６の文書の質問項目本体」

【不開示】

不開示とする
ことが妥当

「事務又は事業の適正な
遂行に支障を及ぼすおそ
れがあるもの」に該当

法（行）第
５条第６
号イ

⑩ (2010年度)

平成２２年度
（行情）答申第
１８４号

防衛大臣 防衛省職員採用
Ⅰ種試験

「平成２１年度防衛省職員採用Ⅰ種試験のうち，「教養
問題「Ｘ－９－Ⅰ－００－教養」並びに試験区分「化学」
の専門試験問題「Ｘ－９－００－化学」及び「正誤表Ⅰ
種 専門試験（化学）」」」

【不開示】

不開示とした
決定について
は，妥当

「正当な利益を害するお
それがあるもの」に該当

法（行）第
５条第２
号イ

⑪ (2012年度)

平成２４年度
（行情）答申第
２８５号

人事院総
裁

国家公務員採用
Ⅲ種試験

「①平成２３年度国家公務員採用Ⅲ種試験（平成２３年
９月１９日再実施分）の全区分における教養試験問題
集，適性試験問題集及び②平成２３年度国家公務員
中途採用者選考試験（平成２３年９月１９日再実施分）
の全区分における教養試験問題集，適性試験問題
集」

【不開示】

（試験問題に
ついては）不
開示としたこ
とは妥当

「事務又は事業の適正な
遂行に支障を及ぼすおそ
れがあるもの」に該当

法（行）第
５条第６
号イ

⑫ (2012年度)

平成２４年度
（行情）答申第
３７２号

厚生労働
大臣

キャリア・コンサ
ルタント能力評価
試験

「特定会社が厚生労働大臣に対して提出した平成２２
年度及び平成２３年度のキャリア・コンサルタント能力
評価試験実施状況等に関する書類」のうち，
前年度に実施した能力評価試験問題及びその模範
解答

【不開示】

（試験問題に
ついては）不
開示とするこ
とが妥当

「正当な利益を害するお
それがあるもの」に該当

法（行）第
５条第２
号イ

⑬ (2012年度)

平成２４年度
（独情）答申第
３８号

（独）高
齢・障害・
求職者雇
用支援機
構

ポリテクセンター
において行われ
た筆記試験

「特定日に特定ポリテクセンターにおいて行われた特定
筆記試験の問題及び模範解答」のうちの不開示部分
である「筆記試験Ｂの問題Ⅳ及び模範解答」

【不開示】

不開示とした
ことは妥当

「事務又は事業の適正な
遂行に支障を及ぼすおそ
れがあるもの」に該当

法（独）第
５条第４
号ハ

⑭ (2013年度)

平成２５年度
（独情）答申第
４１号

（大）東京
大学

東京大学大学院
総合文化研究
科・教養学部の
試験

「大学院総合文化研究科・教養学部保有の特定科目
（特定教員）２０１２年夏学期期末試験問題（１枚２
頁）」

【不開示】

不開示とすべ
きであるとし
ていることに
ついては，妥
当

「事務又は事業の適正な
遂行に支障を及ぼすおそ
れがあるもの」に該当

法（独）第
５条第４
号柱書

⑮ (2015年度)

平成２７年度
（独情）答申第
１３号

（大）東京
大学

東京大学法科大
学院における定
期試験

「特定２１科目の法科大学院定期試験問題（平成２３
年度～平成２６年度実施分まで）」

【不開示】

不開示とした
ことは妥当

「事務又は事業の適正な
遂行に支障を及ぼすおそ
れがあるもの」に該当

法（独）第
５条第４
号柱書

法（行）＝行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成十一年五月十四日法律第四十二号）

法（独）＝独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成十三年十二月五日法律第百四十号）

判断した理由

不存在のため

不存在のため

保有していないため
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表 2.2 情報公開制度における開示決定等について判断した理由の詳細 

（試験問題を対象とするもの：対象文書が存在していない場合は除く） 

 

  

事例 答申名 対象の試験 判断した理由の詳細

⑤ (2007年度)

平成１９年度（行
情）答申第２２８号
ないし第２３１号

防衛庁職員
採用Ⅰ種試
験及び同Ⅱ
種試験

⑩ (2010年度)

平成２２年度（行
情）答申第１８４号

防衛省職員
採用Ⅰ種試
験

⑫ (2012年度)

平成２４年度（行
情）答申第３７２号

キャリア・コン
サルタント能
力評価試験

・対象試験問題について諮問庁は「試験問題や試験の実施計画の作成に当たっては，（中略）能力を客観的，効果的かつ効率的に評価でき
る能力評価試験とするため，多大な費用と時間を要する」ことから，「試験問題に関する情報は，保護されるべきもの」としている
・従って「当該試験問題は，能力評価試験に係るノウハウに該当する情報であり，試験終了とともに試験問題は回収され，（中略）慣行として
公にされている情報とは言えない」ため，開示することにより「同等の能力評価試験の構築を容易にするなど, 特定会社の権利，競争上の地

位その他正当な利益を害するおそれがある」と認められる

⑦ (2009年度)

平成２１年度（行
情）答申第６５１号

労働基準監
督官採用試
験（面接試験）

⑧ (2009年度)

平成２１年度（行
情）答申第６５２号

労働基準監
督官採用試
験

⑨ (2009年度)

平成２１年度（行
情）答申第６５３号

労働基準監
督官採用試
験

⑪ (2012年度)

平成２４年度（行
情）答申第２８５号

国家公務員
採用Ⅲ種試
験

・対象試験問題について諮問庁は「プール化し，持ち帰りを認めず不開示」としており，「これらを公にした場合，ストックの減少により，緊急時
の対応としての再実施の適切な実施が困難となるおそれ」があり，また，「公にされた問題内容の分析や再実施における出題予想により，こ
れに特化した機械的な訓練や指導が行われると，受験者の能力又は適性についての正確な把握が困難となり，結果採用試験における公正
性を欠く」ことになるとの考えを示している
・また「本試験及び再実施の受験者双方の間での公平性を確保するためには，過去に利用され難易度（正答率）が判明しているものの中か
ら，本試験の結果（レベル）に合わせたものを選定して問題集を作成せざるを得ず，（中略）当該ストックを繰り返し利用せざるを得ない」と説明
する
・諮問庁の説明について「特に不自然，不合理な点は認められず，首肯できる」
・従って開示することにより「ストックの枯渇から本試験のレベルに合わせた試験問題集が準備できなくなり，本試験及び再実施の受験者双
方の間での公平性を確保することが困難となる結果，人事院が行う試験に係る事務の適正な遂行に支障を来すおそれがある」と認められる

⑬ (2012年度)

平成２４年度（独
情）答申第３８号

ポリテクセン
ターにおいて
行われた筆
記試験

・対象試験問題について諮問庁は「各施設が使用する試験問題は，内容・レベルの標準化を図るとともに，問題作成に係る事務を効率化する
ため，原則として，筆記問題事例集に記載されている問題を組み合わせて各施設において作成している．そのため，問題の種類に限りがある
ことから，（中略）同じ問題が出題されている」．これは，「年間を通じて全国６１箇所のポリテクセンターでほぼ毎月入所選考が行われているこ
とによるもの」であり，「年１回から数回程度全国一斉に実施する各種資格試験や，年間の入校時期が１回程度である大学等の教育訓練機
関の入学試験とは異なる」と説明する
・また諮問庁は，このような状況下で試験問題を開示すると，「異議申立人が当該問題を熟知することとなり，（中略）訓練内容の理解及び安
全作業に必要な最低限の学力ないし注意力を有しているかを適切に把握することが困難になる」，また「閲覧した訓練受講希望者は試験問
題を熟知することとなり,（中略）当該訓練受講希望者の能力を把握することが困難になる」，さらに「あらかじめ問題情報を得ていた者と，そう

でない者との間に不公平」が生じると説明する
・「諮問庁の説明は首肯できる」
・従って開示することにより「入所選考事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」と認められる

⑭ (2013年度)

平成２５年度（独
情）答申第４１号

東京大学大
学院総合文
化研究科・教
養学部の試
験

・対象試験問題について諮問庁は，「基礎的な科目においては，年度によって授業で扱うべき基本内容が変わることはなく，試験問題の内
容，傾向も全く異なるものとはなり得ない」ため，「開示することによって試験問題の内容，傾向についての正確な情報を得たものは，不当に
有利になり，公平な試験による学生の評価を妨げる」，また「過去の試験問題を入手した者はそれに依存して単位取得が可能であると考え，
本来の学修を欠いたまま試験対策のみを行うことがあるため，試験問題の公開は教育効果を著しく損なう」，そして「当該試験問題は，法人の
諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするために公開することが義務付けられるようなものではない」し，また「担当教員は試験問
題の持ち帰りを認めず，事後にも公開しない立場を採っている」と説明する
・従って開示することにより「東京大学における教育の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとする諮問庁の説明については，これを否定
し難い」

⑮ (2015年度)

平成２７年度（独
情）答申第１３号

東京大学法
科大学院に
おける定期
試験

・対象試験問題について諮問庁は，「カリキュラムに従って履修を重ねている同大学院生が勉学のために利用する場合に限って定期試験の
過去問題の閲覧を可能」，「法人の諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするために公開することが義務づけられるようなものでは
ない」，「東京大学法科大学院に入学しなくても，同じ情報（定期試験の過去問題）にアクセスできるのでは，所定の入学試験・手続を経て入
学し，授業料という正当な対価を支払って在学している学生にとって，入学・在学の利益が大きく損なわれることとなる」ため，「大学としての事
業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」等があると説明する
・従って開示することにより「東京大学の行う教育等の事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとする諮問庁の説明については，これ
を否定し難い」

③ (2005年度)

平成１７年度（行
情）答申第１２９
号，第１３０号及び
第１３３号

医師国家試
験

・対象試験問題について諮問庁は「プール制を導入するため，（中略）過去の試験問題の繰り返し利用は正解率が相当程度高くなることから，
同年から試験問題を回収している」と説明する
・これに対し，公にすることにより同一又は類似の試験問題の正解率が向上することについて，「過去の試験問題が明らかになっている場合
に，それと同一又は類似の問題が出題されれば正解率が多少とも高くなるであろうことは，一般的には否定し得ない」が，「出題される問題の
うち過去の問題と同一又は類似の問題が多数を占めるようなことは，現実の事態として想定し難く，（中略）試験制度を維持できなくなるほど
正解率が向上することになるとは考えられない」，「試験問題の回収を始めた後の試験問題が再度出題された場合の正解率と，回収を行って
いない試験問題が再度出題された場合の正解率の変化をみると，後者が相当高くなっていると一部のデータにより説明するが，（中略）諮問
庁の説明が十分なものであるとは認めることができない」
・さらに「正解率が向上する傾向をもって，（中略）問題としては妥当ではなくなるとする諮問庁の論理は，過去の良質な試験問題を通じて，必
要な知識を習得し，同一又は類似の試験問題に対して正解を答えることができるようになることに問題があるとは言えず，にわかに賛同し難
い」
・またプール制導入との関係については，「プール制において重要なことは，良質な試験問題を備えておくことであるが，ある問題が過去に出
題され，公にされていたかどうかは，その問題が良質かどうかとは本来かかわりない」
・そして「実質的に本件試験問題のかなりの部分が事実上明らかにされていると認められる」
・なお開示することにより「試験委員の当該問題を選定・修正するに当たっての心理的負担が加重」されることについて，「そのような負担は，
医師国家試験問題についてのみ生じるものではなく，その職責から受忍すべきものである」
・従って開示することにより「プール制の早期の導入が阻まれることとなり，国家試験事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとの諮
問庁の説明は，（中略）その前提が合理性を欠く」

④ (2005年度)

平成１７年度（行
情）答申第１５８号

千葉地方法
務局におけ
る司法書士
資格認定試
験

・対象試験問題について諮問庁は「口述試験を担当する考査委員の参考として用意した「問」及び「答」」であり，「試験委員の手持ち資料と言
うべきもの」としている
・「口述試験において質問するに適した問題は限定されたものにならざるを得ず(以下略）」，開示された場合，「どのような問題についてどのよ

うな形で質問が発せられ，それに対してどのような答え方をすればよいかが，単なる傾向にとどまらず内容についても相当程度に推測される
ことになるのは避けられない」
・しかし一方で，「すべてがそのままの形で用いられるものではない」ため，「出題される問題の推測可能性，解答の画一化といっても部分的
なものにとどまり，口述試験の適正さを維持するのに支障となるほどのものであるとは言い難い」
・従って開示することにより「出題する問題を推測され，また，解答の画一化を招くなど，申請者の知識及び能力を判定するに当たり正確な事
実の把握を困難にするおそれ，その他認定試験事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが生じる」とまでは認められない
・なお本試験については「相応な透明性が求められるもの」であり，「公にすることにより試験問題の作成等の負担が増えるとしても，（中略）
当然の負担として甘受すべきものと考えられる」

「事務又
は事業の
適正な遂
行に支障
を及ぼす
おそれが
あるもの」
に該当せ
ず

「事務又
は事業の
適正な遂
行に支障
を及ぼす
おそれが
あるもの」
に該当

・対象試験問題について諮問庁は「開示すると，質問の内容をあらかじめ推定され，人物試験においてどのような回答をしたらよいかという回
答の方向性が示唆され，限られた時間内で，受験者の人物評価を正確に把握することを困難にするおそれが生じる」と説明する
・実際に質問項目には，「面接試験時における面接官の質問事項が，具体的かつ詳細に記載されている」
・従って開示することにより「試験に係る事務に関し正確な事実の把握を困難にするおそれがある」と認められる

判断した
理由

「正当な
利益を害
するおそ
れがある
もの」に該
当

・対象試験問題について，「一切公表しないことを条件にした契約により，当該業者から提供を受けたものである」ことから，「公にすることによ
り，出題傾向が類推されることを回避するために当該業者に生じる人的負担の増加など，当該業者の事業活動に支障が生じる可能性も否定
できない」
・従って開示することにより「法人の正当な利益を害するおそれがある」と認められる
・しかし一方で「公務員採用試験の試験問題は，採用試験制度の透明性の向上を図る観点からも，本来，試験実施後には公開されることが
望ましい」
・「試験問題作成業者に作成させる試験問題の公開について検討を進め，当該試験問題を公開することを前提にした契約条件の見直しを行っ
ている」とのことであるので，「早期に，試験問題の公開に対応できるよう，取組を進めることが望まれる」
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(i) 正当な利益を害するおそれがあるものに該当するか 

(a) 防衛庁（当時）職員採用Ⅰ種試験及び同Ⅱ種試験（事例⑤），防衛省職員採用Ⅰ種試験

（事例⑩） 

事例⑤と事例⑩は，対象は別の試験問題であるが，審査会の判断としては同様である．

事例⑩の答申によれば，対象の試験問題は，「一切公表しないことを条件にした契約」で業

者から提供を受けているものである．そのため，審査会の判断として，開示することによ

り「出題傾向が類推されることを回避するために当該業者に生じる人的負担の増加」など

により「当該業者の事業活動に支障が生じる可能性」が否定できないため，「法人の正当な

利益を害するおそれがある」情報であるとして，「不開示」の判断をしている．しかし，同

時に審査会は，「公務員採用試験の試験問題は，採用試験制度の透明性の向上を図る観点か

らも，本来，試験実施後には公開されることが望ましい」としており，「試験問題を公開す

ることを前提にした契約条件の見直しを行っている」との説明が諮問庁よりなされている

ことを受け，「試験問題の公開に対応できるよう，取組を進めることが望まれる」としてい

る． 

本事例では，試験問題を開示することによって出題傾向が類推される可能性は想定され

ており，また，出題傾向の類推は回避すべきものであり，さらには，回避するためには人

的負担が生じることも認識していることがわかる．しかしながら，人的負担の増加そのも

のはやむを得ないものであり，国や官庁が負担するのか民間業者が負担するのか，また民

間業者が負担する場合であっても，当初から想定していたか想定していなかったかという

点が，開示又は不開示の判断の分かれ目となっている．従って，開示することそのものの

影響よりも，人的負担の増加の事業への影響を考慮したと考えられる． 

 

(b) キャリア・コンサルタント能力評価試験（事例⑫） 

答申によれば，対象の試験問題は能力評価試験の問題である．諮問庁は，「試験問題や試

験の実施計画の作成に当たっては，（中略）能力を客観的，効果的かつ効率的に評価できる

能力評価試験とするため，多大な費用と時間を要する」ことから「試験問題に関する情報

は，保護されるべきもの」としている．そのため，審査会の判断としても，「当該試験問題

は，能力評価試験に係るノウハウに該当する情報であり，試験終了とともに試験問題は回

収され，（中略）慣行として公にされている情報とは言えない」ため，開示することにより

「同等の能力評価試験の構築を容易にするなど, 特定会社の権利，競争上の地位その他正当

な利益を害するおそれがある」情報であるとして，「不開示」の判断をしている． 

本事例では，試験問題を開示することの影響は，対象の試験が能力評価試験であること

を鑑み，試験制度構築に関する事業への影響の点から検討されている．その結果，試験問

題それ自体がノウハウであり，事業的な価値があるという点を考慮したと考えられる． 
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(ii) 事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものに該当するか 

(a) 労働基準監督官採用試験（事例⑦，⑧，⑨） 

答申によれば，対象の試験問題は，いずれの事例においても面接試験の質問項目本体で

あり，「面接官の質問事項が，具体的かつ詳細に記載されている」ものである．そのため諮

問庁は，「開示すると，質問の内容をあらかじめ推定され，（中略）回答の方向性が示唆さ

れ，限られた時間内で，受験者の人物評価を正確に把握することを困難にするおそれが生

じる」と説明する．従って，審査会の判断としても，開示することにより「試験に係る事

務に関し正確な事実の把握を困難にするおそれがある」情報であるとして，「不開示」の判

断をしている． 

本事例では，試験問題を開示することが，試験の目的である人物評価に及ぼす影響につ

いて検討されている．その結果，対象の試験問題は今後も使用される可能性があるため，

特に面接試験にあっては，試験問題から推定された内容から示唆される回答の方向性に合

わせて，回答を調整することが容易になる点を考慮したと考えられる． 

 

(b) 国家公務員採用Ⅲ種試験（事例⑪） 

答申によれば，対象の試験問題は，本試験に対する再実施分の試験のものである．諮問

庁は，「本試験及び再実施の受験者双方の間での公平性を確保するためには，過去に利用さ

れ難易度（正答率）が判明しているものの中から，本試験の結果（レベル）に合わせたも

のを選定して問題集を作成」しており，「ストックを繰り返し利用」していると説明する．

そして，このような場合試験問題を開示すると，「公にされた問題内容の分析や再実施にお

ける出題予想により，これに特化した機械的な訓練や指導が行われると，受験者の能力又

は適性についての正確な把握が困難となり，結果採用試験における公正性を欠く」ことに

なるとしている．そのため，審査会の判断としても，開示することにより「ストックの枯

渇から本試験のレベルに合わせた試験問題集が準備できなくなり，本試験及び再実施の受

験者双方の間での公平性を確保することが困難となる」ため，「人事院が行う試験に係る事

務の適正な遂行に支障を来すおそれがある」情報であるとして，「不開示」の判断をしてい

る． 

本事例では，公平性を確保するために複数の試験のレベルを合わせる目的で，同じ試験

問題が繰り返し利用されている点が重要といえる．つまり，同じ試験問題を繰り返して使

用する場合，ある試験の試験問題を開示することは，それ以降の試験の試験問題の事前漏

洩にあたる．一方で，事前漏洩にあたらないように開示した試験問題を利用しないように

すると，複数の試験のレベルが揃わない可能性が高くなる．従って，いずれの場合におい

ても，試験問題を開示することにより，正しい評価ができなくなり，公平性の確保が難し

くなる点を考慮したと考えられる． 
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(c) ポリテクセンターにおいて行われた筆記試験（事例⑬） 

答申によれば，対象の試験問題は「年間を通じて全国 61 箇所のポリテクセンター（会場）

でほぼ毎月入所選考（試験）が行われている」ものの一部である．諮問庁は，「内容・レベ

ルの標準化を図るとともに，問題作成に係る事務を効率化するため，（中略）問題を組み合

わせて各施設において作成」しており，「同じ問題が出題されている」としている．従って

開示した場合，異議申立人のみならず訓練受講希望者までも「当該問題を熟知することと

なり，（中略）訓練内容の理解及び安全作業に必要な最低限の学力ないし注意力を有してい

るかを適切に把握することが困難」になり，さらには「あらかじめ問題情報を得ていた者

と，そうでない者との間に不公平」が生じると説明する．そのため，審査会の判断として

も「諮問庁の説明は首肯できる」ため，開示することにより「入所選考事務の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがある」情報であるとして，「不開示」の判断をしている．  

本事例では，内容やレベルの標準化の目的に加えて，試験問題作成事務の効率化のため

にも，同じ問題群の中から繰り返し出題されている点が重要になる．つまり，試験問題を

開示することにより問題を熟知してしまうと，受験者の学力等の正確な把握が困難になる

点を考慮していると考えられる． 

 

(d) 東京大学大学院総合文化研究科・教養学部の試験（事例⑭） 

答申によれば，対象の試験問題は大学院総合文化研究科・教養学部の期末試験問題であ

る．諮問庁は，「基礎的な科目においては，年度によって授業で扱うべき基本内容が変わる

ことはなく，試験問題の内容，傾向も全く異なるものとはなり得ない」ため，開示するこ

とによって，「試験問題の内容，傾向についての正確な情報を得たものは，不当に有利にな

り，公平な試験による学生の評価を妨げる」，また，「過去の試験問題を入手した者はそれ

に依存して単位取得が可能であると考え，本来の学修を欠いたまま試験対策のみを行うこ

とがあるため，試験問題の公開は教育効果を著しく損なう」等のおそれがあるとしている．

さらに試験問題は「法人の諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするために公

開することが義務付けられるようなものではない」と説明している．そのため，審査会の

判断としても，開示することにより「東京大学における教育の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれがある」情報であることは，否定し難いとして，「不開示」の判断をしている． 

本事例では，基本的な内容に関する試験である場合，年度によって出題内容が全く異な

るものとはなり得ないため，過去の試験問題を開示することによって，本来の学修を欠い

た試験対策が可能になり，公平な評価ができなくなる点を考慮したと考えられる．同時に，

大学内で教員が実施する試験については，試験問題は大学の諸活動について国民に説明す

る責務のために開示が義務づけられるものではないと認識していることも影響していると

考えられる． 
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(e) 東京大学法科大学院における定期試験（事例⑮） 

答申によれば，対象の試験問題は法科大学院の定期試験の問題である．諮問庁は，「カリ

キュラムに従って履修を重ねている同大学院生が勉学のために利用する場合に限って定期

試験の過去問題の閲覧を可能」としているものであって，「法人の諸活動を国民に説明する

責務が全うされるようにするために公開することが義務づけられるようなものではない」

ため，開示してしまうと，「東京大学法科大学院に入学しなくても，同じ情報（定期試験の

過去問題）にアクセスできる」ようになり，「在学している学生にとって，入学・在学の利

益が大きく損なわれることとなる」と説明している．そのため，審査会の判断としても，

開示することにより「東京大学の行う教育等の事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

ある」情報であることは，否定し難いとして，「不開示」の判断をしている． 

本事例では，大学内において実施される試験の試験問題については，そもそも大学の諸

活動を国民に説明する責務が全うするために開示するものではなく，大学における教育の

遂行に密接に影響するものである点を考慮したと考えられる． 

 

(f) 医師国家試験（事例③） 

答申によれば，対象の試験問題について諮問庁は，「プール制を導入するため，（中略）

過去の試験問題の繰り返し利用は正解率が相当程度高くなることから，同年から試験問題

を回収している」と説明している．しかし，審査会では，開示することにより，同一又は

類似の試験問題の正解率が向上することについて，「出題される問題のうち過去の問題と同

一又は類似の問題が多数を占めるようなことは，現実の事態として想定し難く，（中略）試

験制度を維持できなくなるほど正解率が向上することになるとは考えられない」し，「試験

問題の回収を始めた後の試験問題が再度出題された場合の正解率と，回収を行っていない

試験問題が再度出題された場合の正解率の変化をみると，後者が相当高くなっていると一

部のデータにより説明するが，（中略）十分なものであるとは認めることができない」，さ

らに「正解率が向上する傾向をもって，（中略）問題としては妥当ではなくなるとする諮問

庁の論理は，過去の良質な試験問題を通じて，必要な知識を習得し，同一又は類似の試験

問題に対して正解を答えることができるようになることに問題があるとは言えず，にわか

に賛同し難い」としている．また，「プール制において重要なことは，良質な試験問題を備

えておくことであるが，ある問題が過去に出題され，公にされていたかどうかは，その問

題が良質かどうかとは本来かかわりない」，さらには，「実質的に本件試験問題のかなりの

部分が事実上明らかにされていると認められる」ことも指摘している．同時に審査会は，

開示することにより「試験委員の当該問題を選定・修正するに当たっての心理的負担が加

重」されることついては，「その職責から受忍すべきもの」としている．そのため，審査会

の判断としては，開示することにより「プール制の早期の導入が阻まれることとなり，国

家試験事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとの諮問庁の説明は，（中略）その前

提が合理性を欠く」として，「開示すべき」との判断をしている． 
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本事例では，ある試験問題を開示した場合，その後の試験問題として出題することが妥

当かどうかが重要な点である．ここでは，最終的に，過去に出題され，開示されていたか

どうかは，その試験問題が良質かどうかとは本来かかわりなく，過去の試験問題を学習し

て知識を得ることは問題ないとの考えに基づき，開示等の判断をしている．過去の試験問

題を通じて学習し試験に臨んだとしても，正しい評価ができないということはないと認識

している点が，判断に大きな影響を与えていると解される． 

 

(g) 千葉地方法務局における司法書士資格認定試験（事例④） 

答申によれば，対象の試験問題について諮問庁は，「口述試験を担当する考査委員の参考

として用意した「問」及び「答」」で，「試験委員の手持ち資料と言うべきもの」としてい

る．審査会では，開示された場合，「どのような問題についてどのような形で質問が発せら

れ，それに対してどのような答え方をすればよいかが，単なる傾向にとどまらず内容につ

いても相当程度に推測されることになるのは避けられない」としながらも，「すべてがその

ままの形で用いられるものではない」ため，「出題される問題の推測可能性，解答の画一化

といっても部分的なものにとどまり，口述試験の適正さを維持するのに支障となるほどの

ものであるとは言い難い」としている．そのため，審査会の判断として，開示することに

より「出題する問題を推測され，また，解答の画一化を招くなど，申請者の知識及び能力

を判定するに当たり正確な事実の把握を困難にするおそれ，その他認定試験事務の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれが生じる」とは認められないことから，「開示すべき」との判断

をしている．さらに審査会は，該当の試験には「相応な透明性が求められるもの」である

ため，「公にすることにより試験問題の作成等の負担が増えるとしても，（中略）当然の負

担として甘受すべきものと考えられる」としている． 

本事例では，試験問題を開示することにより，内容が推測可能となり，解答が画一化す

る懸念は想定しているものの，開示された試験問題から推測し得る程度，全体に占める割

合が重要であるとの考えに基づいているものと解される．そして，参考として用意した資

料であるという点については「不開示」の判断をするための根拠とはなり得なかったとい

えよう．また開示することによる試験問題作成の負担増を認めながらも，それはやむを得

ないことであり，公的な試験に求められる透明性に対しては，試験問題を開示することを

もって担保するほうが重要であると判断していることがわかる． 

 

以上のように，公的な制度の 1 つである情報公開制度及び開示決定等に対して不服申立

てがなされた事案について論じ，情報公開制度における試験問題公開の事例について，試

験問題を対象とした全ての事例について，個々の審査会において試験問題を開示又は不開

示とした検討経緯や判断した理由を具体的に調査した．その結果，対象となる 15 事例のう

ち，最終的な判断としては，試験問題について「不開示決定は妥当【不開示】」とした答申

は 13 件，「開示すべき【開示】」とした答申は 2 件であった．さらに判断した理由としては，
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「不開示決定は妥当」とした答申のうち，「正当な利益を害するおそれがあるもの」に該当

するとしたものは 3 件，「事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」に

該当するとしたものは 7 件であった．一方，「開示すべき」とした答申においては，「事務

又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」に該当しないとしたものが 2 件

であった．なお残る 3 件については，諮問庁において試験問題は不存在又は保有していな

いとの理由であった． 

 

2.4.3 試験問題公開に関する価値判断の分析及び結果 

 

(1) 分析方法 

3.4.2 項の結果に基づいて，試験問題公開の決定に至る検討経緯や判断した理由を複数の

事例について俯瞰して対比させることにより，2.2 節の問題点及び 2.3 節の社会の要請をふ

まえて，試験問題公開に関する価値判断の分析を行った． 

 

(2) 分析結果 

(i) 結果 1：情報公開制度における試験問題公開の決定 

情報公開制度では，個別の事例について対象の試験問題を公開する影響について検討し

開示決定等の判断がなされている．しかし，複数の事例をみると，判断に影響する主要な

観点があることがうかがえる．以下，観点別に分析を行う． 

 

(a) 過去の試験問題の公開を透明性確保の必要条件とするかどうか（試験問題公開による

透明性確保の必要度）（表 2.3(a)） 

試験制度の透明性を確保するために何が必要かという点がある．事例⑤，⑩，④におい

ては，試験について透明性が求められていることが言及されており，透明性を確保するた

めの手段の 1 つとして試験問題を公開すべきとしている．一方，事例⑭，⑮においては，

大学内で実施される試験については，試験問題は大学の諸活動を国民に説明する責務が全

うされるようにするために公開することが義務づけられるようなものではないとの認識を

示している． 

つまり，過去の試験問題を公開することが透明性を確保するために必要かどうかという

観点から価値判断がなされていると考えられる． 

 

  



 

31 

 

事例 ⑤ ⑩ ⑫ ⑦ ⑧ ⑨ ⑪ ⑬ ⑭ ⑮ ③ ④

答申名

(2007年度)

平成１９年
度（行情）答
申第２２８号
ないし第２３
１号

(2010年度)

平成２２年
度（行情）答
申第１８４号

(2012年度)

平成２４年
度（行情）答
申第３７２号

(2009年度)

平成２１年
度（行情）答
申第６５１号

(2009年度)

平成２１年
度（行情）答
申第６５２号

(2009年度)

平成２１年
度（行情）答
申第６５３号

(2012年度)

平成２４年
度（行情）答
申第２８５号

(2012年度)

平成２４年
度（独情）答
申第３８号

(2013年度)

平成２５年
度（独情）答
申第４１号

(2015年度)

平成２７年
度（独情）答
申第１３号

(2005年度)

平成１７年
度（行情）答
申第１２９
号，第１３０
号及び第１
３３号

(2005年度)

平成１７年
度（行情）答
申第１５８号

対象の試
験

防衛庁職員
採用Ⅰ種試
験及び同Ⅱ
種試験

防衛省職員
採用Ⅰ種試
験

キャリア・コ
ンサルタント
能力評価試
験

労働基準監
督官採用試
験（面接試
験）

労働基準監
督官採用試
験

労働基準監
督官採用試
験

国家公務員
採用Ⅲ種試
験

ポリテクセン
ターにおい
て行われた
筆記試験

東京大学大
学院総合文
化研究科・
教養学部の
試験

東京大学法
科大学院に
おける定期
試験

医師国家試
験

千葉地方法
務局におけ
る司法書士
資格認定試
験

(a)試験問

題公開に
よる透明
性確保の
必要度

・試験問
題は，法
人の諸活
動を国民
に説明す
る責務が
全うされる
ようにする
ために公
開すること
が義務付
けられるよ
うなもので
はない

・法人の
諸活動を
国民に説
明する責
務が全うさ
れるように
するため
に公開す
ることが義
務づけら
れるような
ものでは
ない

・相当な透
明性が求
められて
いる

・採用試験制度の透
明性の向上を図る
・本来，試験実施後に
は公開されることが望
ましい

 

表 2.3(a) 各事例の検討経緯における価値判断 

(a)試験問題公開による透明性確保の必要度 

 

 

 

(b) 試験の難易度調整や得点の比較のために，過去の試験問題を再利用するかどうか（試

験問題の再利用度）（表 2.3(b)） 

事例⑪や⑬においては，公平性を確保するため，複数の試験について内容やレベルの標

準化が図れるような試験制度設計が求められている．そのため，内容やレベルを標準化す

る手段として，同じ試験問題が繰り返し出題されているとしている．また事例⑦⑧⑨にお

いては，内容が具体的かつ詳細に記載されていること，事例⑭においても，基礎的な科目

においては試験問題の内容，傾向が全く異なるものにはなり得ないことから，同様の試験

問題が出題されることが示唆されている．こうした場合，対象の試験問題を公開すること

は，すなわち将来の試験問題を事前公開することに他ならず，公開してしまうことは不公

平になるという判断をしている．一方，事例④のように，すべてがそのまま用いられるわ

けではない場合には，同じ試験問題が出題されているとは解されていない． 

つまり，過去の試験問題が，将来の試験において，どの程度利用するかという観点から

価値判断がなされていると考えられる． 
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事例 ⑤ ⑩ ⑫ ⑦ ⑧ ⑨ ⑪ ⑬ ⑭ ⑮ ③ ④

答申名

(2007年度)

平成１９年
度（行情）答
申第２２８号
ないし第２３
１号

(2010年度)

平成２２年
度（行情）答
申第１８４号

(2012年度)

平成２４年
度（行情）答
申第３７２号

(2009年度)

平成２１年
度（行情）答
申第６５１号

(2009年度)

平成２１年
度（行情）答
申第６５２号

(2009年度)

平成２１年
度（行情）答
申第６５３号

(2012年度)

平成２４年
度（行情）答
申第２８５号

(2012年度)

平成２４年
度（独情）答
申第３８号

(2013年度)

平成２５年
度（独情）答
申第４１号

(2015年度)

平成２７年
度（独情）答
申第１３号

(2005年度)

平成１７年
度（行情）答
申第１２９
号，第１３０
号及び第１
３３号

(2005年度)

平成１７年
度（行情）答
申第１５８号

対象の試
験

防衛庁職員
採用Ⅰ種試
験及び同Ⅱ
種試験

防衛省職員
採用Ⅰ種試
験

キャリア・コ
ンサルタント
能力評価試
験

労働基準監
督官採用試
験（面接試
験）

労働基準監
督官採用試
験

労働基準監
督官採用試
験

国家公務員
採用Ⅲ種試
験

ポリテクセン
ターにおい
て行われた
筆記試験

東京大学大
学院総合文
化研究科・
教養学部の
試験

東京大学法
科大学院に
おける定期
試験

医師国家試
験

千葉地方法
務局におけ
る司法書士
資格認定試
験

(b)試験問

題の再利
用度

・公平性を
確保する
ためには，
過去に利
用され難
易度（正
答率）が
判明して
いるもの
の中から，
本試験の
結果（レベ
ル）に合わ
せたもの
を選定
・ストックを
繰り返し利
用している

・内容・レ
ベルの標
準化を図
るととも
に，問題
作成に係
る事務を
効率化す
るため，問
題を組み
合わせて
作成して
いる
・同じ問題
が出題さ
れている

・基礎的な
科目にお
いては，
年度に
よって授
業で扱う
べき基本
内容が変
わることは
なく，試験
問題の内
容，傾向も
全く異なる
ものとはな
り得ない。

・すべてが
そのまま
の形で用
いられるも
のではな
い

・質問事項が，具体的かつ詳細に
記載されている

表 2.3(b) 各事例の検討経緯における価値判断 

(b)試験問題の再利用度 

 

 

(c) 過去の試験問題を活用した試験対策を許容するかどうか（試験問題を活用した試験対

策の許容度）（表 2.3(c)） 

対象の試験問題を公開することにより，将来の試験対策にどのような影響を及ぼすかと

いう点についても複数の事例で論じられている． 

試験問題を公開することの影響について，事例⑤，⑩においては「出題傾向が類推され

る」，事例⑦，⑧，⑨においては「質問の内容をあらかじめ推定され，（中略）回答の方向

性が示唆」される，事例⑪においては「問題内容の分析や（中略）出題予想により，これ

に特化した機械的な訓練や指導が行われる」，事例⑬においては「問題を熟知することとな

る」，事例⑭においては「本来の学修を欠いたまま試験対策のみを行うことがある」，さら

には事例④においても「単なる傾向にとどまらず内容についても相当程度に推測される」

とし，試験問題の内容が明らかになると試験問題に合わせた学習や解答をすることの懸念

を示している． 

このような懸念は，面接試験（事例⑦，⑧，⑨）では，求められる方向性に合わせた回

答が可能になると，正確な人物評価は難しくなり，能力や適性（事例⑪），学力や注意力（事

例⑬，⑭）等を測る試験では，出題される試験問題のみに合わせた対応が可能になる等，

試験における正確な事実の把握が難しくなるという認識に基づいているものと考えられる．

事例④においては，同様の認識をしているものの，推測可能性や解答の画一化は部分的と
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事例 ⑤ ⑩ ⑫ ⑦ ⑧ ⑨ ⑪ ⑬ ⑭ ⑮ ③ ④

答申名

(2007年度)

平成１９年度
（行情）答申
第２２８号な
いし第２３１
号

(2010年度)

平成２２年度
（行情）答申
第１８４号

(2012年度)

平成２４年度
（行情）答申
第３７２号

(2009年度)

平成２１年度
（行情）答申
第６５１号

(2009年度)

平成２１年度
（行情）答申
第６５２号

(2009年度)

平成２１年度
（行情）答申
第６５３号

(2012年度)

平成２４年度
（行情）答申
第２８５号

(2012年度)

平成２４年度
（独情）答申
第３８号

(2013年度)

平成２５年度
（独情）答申
第４１号

(2015年度)

平成２７年度
（独情）答申
第１３号

(2005年度)

平成１７年度
（行情）答申
第１２９号，
第１３０号及
び第１３３号

(2005年度)

平成１７年度
（行情）答申
第１５８号

対象の試
験

防衛庁職員
採用Ⅰ種試
験及び同Ⅱ
種試験

防衛省職員
採用Ⅰ種試
験

キャリア・コン
サルタント能
力評価試験

労働基準監
督官採用試
験（面接試
験）

労働基準監
督官採用試
験

労働基準監
督官採用試
験

国家公務員
採用Ⅲ種試
験

ポリテクセン
ターにおいて
行われた筆
記試験

東京大学大
学院総合文
化研究科・教
養学部の試
験

東京大学法
科大学院に
おける定期
試験

医師国家試
験

千葉地方法
務局におけ
る司法書士
資格認定試
験

(c)試験問

題を活用
した試験
対策の許

容度

・公にされ
た問題内
容の分析
や（中略）
出題予想
により，こ
れに特化し
た機械的
な訓練や
指導が行
われる

・開示する
ことにより，
当該問題を
熟知するこ
ととなる

・試験問題の公

開により過去の

試験問題を入

手した者はそれ

に依存して単位

取得が可能で

あり，本来の学

修を欠いたまま

試験対策のみ

を行うことがあ

る

・勉学のた
めに利用す
る場合に
限って定期
試験の過
去問題の
閲覧を可能

・公にすること

により，同一又

は類似の試験

問題は，正解

率が向上する

ということにつ

いて，説明が十

分とは言えない

・過去の良質な

試験問題を通じ

て，必要な知識

を習得し，同一

又は類似の試

験問題に対して

正解を答えるこ

とができるよう

になることに問

題があるとは言

えない

・公にされた場

合，単なる傾向

にとどまらず内

容についても相

当程度に推測

されることにな

るのは避けら

れない

・（本問題では）

推測可能性は

部分的なもの

・公にされることにより，
出題傾向が類推される

・開示すると，質問の内容をあらかじ
め推定され，（中略）回答の方向性
が示唆される

したため判断が分かれたといえる． 

それに対し，事例③では，過去の試験問題が出題された場合に正答率が向上するとは認

められないとの判断から，過去の試験問題を通じて知識を習得することを問題視しておら

ず，過去の試験問題を利用した学習そのものを否定していない．また，事例⑮では，審査

会の判断としては試験問題を公開しないとしているものの，諮問庁自身の判断として，自

学の大学院生が勉学する場合に限っては試験問題の閲覧を可能にしていることはとても興

味深い．これはその試験によって何を測るっているのか，つまり試験の目的が異なってい

ることが示唆される． 

ここでの判断の相違は，公開された試験問題を用いて学習することを認めるかどうかの

違い，つまり，過去の試験問題を活用した試験対策を許容するかどうかという観点から価

値判断がなされていると考えられる． 

 

表 2.3(c) 各事例の検討経緯における価値判断 

(c)試験問題を活用した試験対策の許容度 

 

(d) 新しい試験問題を開発するための労力やコストが増加することを受容するかどうか

（試験問題開発の労力増加の受容度）（表 2.3(d)） 

試験問題の開発に関する負担をどのようにとらえるかという点についても，判断に違い

がみられる．事例⑤，⑩，③，④においては，試験問題を公開した場合，試験問題開発の

労力が増加するとの指摘がなされているものの，これらの事例においては，国が開発した

試験問題である場合，その負担は受忍すべきものとの考えから，公開すべきものとの判断

に至っている． 

それに対し，事例⑬においては，試験問題開発の事務を効率化することを意識した運用
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事例 ⑤ ⑩ ⑫ ⑦ ⑧ ⑨ ⑪ ⑬ ⑭ ⑮ ③ ④

答申名

(2007年度)

平成１９年
度（行情）答
申第２２８号
ないし第２３
１号

(2010年度)

平成２２年
度（行情）答
申第１８４号

(2012年度)

平成２４年
度（行情）答
申第３７２号

(2009年度)

平成２１年
度（行情）答
申第６５１号

(2009年度)

平成２１年
度（行情）答
申第６５２号

(2009年度)

平成２１年
度（行情）答
申第６５３号

(2012年度)

平成２４年
度（行情）答
申第２８５号

(2012年度)

平成２４年
度（独情）答
申第３８号

(2013年度)

平成２５年
度（独情）答
申第４１号

(2015年度)

平成２７年
度（独情）答
申第１３号

(2005年度)

平成１７年
度（行情）答
申第１２９
号，第１３０
号及び第１
３３号

(2005年度)

平成１７年
度（行情）答
申第１５８号

対象の試
験

防衛庁職員
採用Ⅰ種試
験及び同Ⅱ
種試験

防衛省職員
採用Ⅰ種試
験

キャリア・コ
ンサルタント
能力評価試
験

労働基準監
督官採用試
験（面接試
験）

労働基準監
督官採用試
験

労働基準監
督官採用試
験

国家公務員
採用Ⅲ種試
験

ポリテクセン
ターにおい
て行われた
筆記試験

東京大学大
学院総合文
化研究科・
教養学部の
試験

東京大学法
科大学院に
おける定期
試験

医師国家試
験

千葉地方法
務局におけ
る司法書士
資格認定試
験

(d)試験問

題開発の
労力増加
の受容度

・同等の
能力評価
試験の構
築を容易
にする
・試験問
題や試験
の実施計
画の作成
に当たっ
ては，多
大な費用
と時間を
要する

・内容・レ
ベルの標
準化を図
るととも
に，問題
作成に係
る事務を
効率化す
るため，問
題を組み
合わせて
作成して
いる

・試験委
員の心理
的負担
は，その
職責から
受忍すべ
き

・作成等
の負担が
増えるとし
ても，当然
の負担とし
て甘受す
べきもの

・（回避するために）当
該業者に人的負担が
生じる

がなされていて，試験問題は公開しないことを前提としている．また，前述の事例⑤，⑩

においても，民間業者が開発した試験問題について公開しないことが前提となっている場

合は，やはり公開した場合の想定外の人的負担の増加を回避するべく，不開示との判断が

なされている．さらに事例⑫においては，試験問題等の開発における労力を認めて，公開

した場合，同等の能力評価試験の構築を容易にする等，事業への影響が多大である点を考

慮した判断がなされている． 

つまり，対象の試験問題を公開することにより生じる労力の増加を受容するかという価

値判断がなされていると考えられる． 

 

表 2.3(d) 各事例の検討経緯における価値判断 

(d)試験問題開発の労力増加の受容度 

 

 

(e) 過去の試験問題や実施した結果の情報を管理しているかどうか（試験問題の情報管理

度）（表 2.3(e)） 

情報公開制度を利用した開示請求の場合，実際に公開されていないものが対象であり，本

来，試験問題の持ち帰りを認めず公開しない運用をしているはずである（事例⑤，⑩，⑪）．

従って，事例③のように事実上明らかにされてしまっている場合，それは公開すべきもの

と判断されている．一方，事例⑫においては，特に能力評価試験においては，試験問題は

ノウハウ（営業秘密）に該当する情報であり，試験問題を管理すべき知的資産とみなす一

層踏み込んだ判断をしているといえる．ノウハウとするならば，試験問題は秘密情報とし

て管理されていることが要件になる[23]．つまり，単に試験問題を公開しない運用のみなら

ず，過去の試験問題の情報をどのように管理するかいう観点から価値判断がなされている

と考えられる． 
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事例 ⑤ ⑩ ⑫ ⑦ ⑧ ⑨ ⑪ ⑬ ⑭ ⑮ ③ ④

答申名

(2007年度)

平成１９年
度（行情）答
申第２２８号
ないし第２３
１号

(2010年度)

平成２２年
度（行情）答
申第１８４号

(2012年度)

平成２４年
度（行情）答
申第３７２号

(2009年度)

平成２１年
度（行情）答
申第６５１号

(2009年度)

平成２１年
度（行情）答
申第６５２号

(2009年度)

平成２１年
度（行情）答
申第６５３号

(2012年度)

平成２４年
度（行情）答
申第２８５号

(2012年度)

平成２４年
度（独情）答
申第３８号

(2013年度)

平成２５年
度（独情）答
申第４１号

(2015年度)

平成２７年
度（独情）答
申第１３号

(2005年度)

平成１７年
度（行情）答
申第１２９
号，第１３０
号及び第１
３３号

(2005年度)

平成１７年
度（行情）答
申第１５８号

対象の試
験

防衛庁職員
採用Ⅰ種試
験及び同Ⅱ
種試験

防衛省職員
採用Ⅰ種試
験

キャリア・コ
ンサルタント
能力評価試
験

労働基準監
督官採用試
験（面接試
験）

労働基準監
督官採用試
験

労働基準監
督官採用試
験

国家公務員
採用Ⅲ種試
験

ポリテクセン
ターにおい
て行われた
筆記試験

東京大学大
学院総合文
化研究科・
教養学部の
試験

東京大学法
科大学院に
おける定期
試験

医師国家試
験

千葉地方法
務局におけ
る司法書士
資格認定試
験

(e)試験問

題の情報
管理度

・試験問題は

能力評価試験

に係るノウハ

ウに該当する

情報

・試験問題は

回収されてい

る

・慣行として公

にされている

情報とは言え

ない

・プール化
・持ち帰り
を認めず
不開示

・試験問
題の持ち
帰りを認め
ず，事後
にも公開し
ない

・相当程
度復元さ
れて，事
実上明ら
かにされ
ている

・法務省
のウェブ
ページ等
において
も公開して
いない

・一切公表しないこと
を条件

表 2.3(e) 各事例の検討経緯における価値判断 

(e)試験問題の情報管理度 

 

以上のように，試験問題公開の決定に至る検討経緯を複数の事例について俯瞰して対比

させることにより分析を行ったところ， 

(a) 過去の試験問題の公開を透明性確保の必要条件とするかどうか（試験問題公開によ

る透明性確保の必要度） 

(b) 試験の難易度調整や得点の比較のために，過去の試験問題を再利用するかどうか（試

験問題の再利用度） 

(c) 過去の試験問題を活用した試験対策を許容するかどうか（試験問題を活用した試験

対策の許容度） 

(d) 新しい試験問題を開発するための労力やコストが増加することを受容するかどうか

（試験問題開発の労力増加の受容度） 

(e) 過去の試験問題や実施した結果の情報を管理しているかどうか（試験問題の情報管

理度） 

の 5 つの試験問題公開に関する価値判断が明らかになった． 

 

(ii) 結果 2：情報公開制度における試験問題公開の判断の変遷 

表 2.1 において，対象文書が存在していない事例 3 件を除いた 12 件の答申を時系列順に

比較すると，興味深い結果が得られた． 

12 件の中で最初になされた答申は，事例③（2005（平成 17）年度）である．この事例は

医師国家試験の試験問題についてのものであったが，答申を受けて，医師国家試験のみな

らず，同じ厚生労働省所管の保健医療系の国家試験である，歯科医師国家試験，看護師国

家試験，保健師国家試験，助産師国家試験の試験問題についてもあわせて公開された[24]．

医師国家試験においてなされた「開示すべき」との判断は，他の国家試験へも影響を及ぼ

したことがわかる．また，事例④（2005（平成 17）年度），事例⑤（2007（平成 19）年度）
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においては，最終的に「相応な透明性」が求められているとの理由により，公開すべきも

のとの判断に至っている．情報公開制度が導入された初期においては，その制度趣旨から

も「透明性」を重要視している傾向がうかがえた． 

一方で，比較的近年の事例（事例⑦，⑧，⑨，⑪，⑬，⑭，⑮）においては，試験問題

を公開することによる正確な事実の把握を困難にする懸念を指摘するものが多い．さらに

は，事例⑫（2012（平成 24）年度）のように，試験問題等の開発の労力を認めた上で，「本

来秘匿すべきもの」との考えも示されるようになってきていた． 

当初は，「透明性」を重視するあまり，試験の目的や制度運営等の内部負担についてはあ

まり考慮されていなかったものが，近年では，試験制度本来の目的に立ち返った判断がな

されている傾向にあると考えられた． 
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2.5 考察 

 

2.4 節で述べたように，わが国の公的制度の 1 つである情報公開制度を具体的事例として，

試験問題公開の決定に至る検討経緯やその理由を俯瞰し，2.2 節で述べた試験システム設計

上の問題点や 2.3 節で述べた社会の要請をふまえて，試験問題公開に関する価値判断の分析

を行ったところ，試験問題公開に関わる価値判断として「試験問題公開による透明性確保

の必要度」「試験問題の再利用度」「試験問題を活用した試験対策の許容度」「試験問題開発

の労力増加の受容度」「試験問題の情報管理度」の 5 つが見出された．そこで，2.4 節の結

果から得られた 5 つの試験問題公開に関する価値判断について，試験問題公開に影響する

要因としての妥当性について検討した． 

まず「試験問題公開による透明性確保の必要度」については，それぞれの答申において

も，閣議決定（内閣府，1999）に端を発した，国家試験に対し試験問題公開を要請する勧

告（総務庁（当時），2000; 総務省，2011b）と類似の表現をしていることから，勧告の影響

が大きいといえる．勧告の対象は本来国家試験であり，荒井 他（2005）も公的な大規模試

験への影響は指摘しているが，今回の調査結果から，国家試験や大規模な公的試験のみな

らず，他の公的試験にも影響が及んでいることが明らかになった．そうした場合，本来は

試験問題公開が透明性確保のために適切な手段であるかどうか検討されることが必要であ

る．よって「試験問題公開による透明性確保の必要度」は，試験問題公開に影響する要因

として妥当と考えられる． 

次に，「試験問題の再利用度」については，「テスト・スタンダード」（日本テスト学会，

2007）に合致するものである．試験問題を再利用する目的の 1 つとしては，複数の試験の

レベル（難易度）を揃えることが挙げられ，これは公平性の点では重要な問題である，し

かし，必ずしもすべての試験において，重視されているわけではなく，「年にただ 1 度実施

され，試験得点の利用もその年に限られる」試験（石塚，2003）や，「定員を墨守せざるを

得ない日本の大学入試」（村上，2003）では，年をまたいで複数の試験のレベルを揃えるこ

とについてはあまり必要とされない可能性もある．複数の試験のレベルを揃えることを意

識しない場合，試験問題を再利用する必要性は低くなると考えられる．よって「試験問題

の再利用度」は試験システムの設計に密接に関係することから，試験問題公開に影響する

要因として重要といえる． 

試験問題を再利用する場合，「試験問題を活用した試験対策の許容度」の価値判断とも関

係する．試験問題を再利用する場合，実施後であっても試験問題を公開するとは，すなわ

ち，将来の試験問題を事前公開することになる．「テスト・スタンダード」（日本テスト学

会，2007）では，試験の品質を著しく低下させ，試験の目的とは異なる準備行動を促進す

る懸念から適切ではないとしている．しかし，今回調査した答申においても，公開された

試験問題を用いた学習を許容している事例もあるように，判断が分かれている． 
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また，「試験問題を活用した試験対策の許容度」は「試験問題の情報管理度」とも，関わ

ってくる．試験問題は能力を評価測定するための技術情報であると考えるならば，試験問

題及び試験問題に関する情報はノウハウ（営業秘密）になり得る．しかし一方で，試験問

題を習得すべき知識そのものであると考え，学習するための資料と考えるならば，秘密に

はできないことになる．従って，「試験問題を活用した試験対策の許容度」，「試験問題の情

報管理度」は，本来の目的である試験問題で何を問うのかという点に大きく影響されるも

のであり，試験問題公開に影響する要因と考えられる． 

そして，「試験問題開発の労力増加の受容度」については，試験の実施運営という事業に

影響する観点といえる．複数の試験のレベル（難易度）を揃えたり，試験のための準備行

動などに影響されない試験問題を開発したりするためには，労力が増加すると考えられる

が，これまでは試験を実施運営する側の当然の負担と受け止められることが多かった．し

かし，2.2 節で述べたように，試験問題開発の労力の増加は看過できないとの見方もある．

よって，「試験問題開発の労力増加の受容度」は事業に影響を及ぼす価値判断として，試験

問題公開に影響する要因といえよう． 

さらに，「試験問題公開による透明性確保の必要度」は，2.3 節で述べたように内閣府の

閣議決定や総務省の勧告にも記載されている通り，受験者への配慮のためとされており，

受験者や受験予定者の立場を特に考慮した価値判断といえる．一方で，「試験問題の再利用

度」「試験問題を活用した試験対策の許容度」「試験問題開発の労力増加の受容度」「試験問

題の情報管理度」は，受験者ではなく試験問題の開発者又は試験の実施者の立場だけに関

わる価値判断のように思える．しかし実際には，「試験問題の再利用度」の目的が公平性確

保のために試験のレベルを揃えることであったり，「試験問題を活用した試験対策の許容度」

や「試験問題の情報管理度」が何を測るのかという試験の本質に関わっているように，判

断を誤れば受験者のみならず試験の利用者や管理者の立場における不利益にもつながる可

能性がある価値判断といえる．さらに「試験問題開発の労力増加の受容度」についても，

試験問題開発における労力やコストの増加は，受験料の増加や，国が実施運営している場

合には税金の使途の増加にもつながる可能性がある．またその他サービスの低下などに影

響がある可能性も否めず，試験問題の開発者や試験の実施者の立場のみならず，受験者や

受験予定者の負担にも影響し得る価値判断である．また，「試験問題公開による透明性確保

の必要度」，「試験問題を活用した試験対策の許容度」，「試験問題開発の労力増加の受容度」

のように「テスト・スタンダード」と国の要請とでは異なる考え方をしているものや，「試

験問題の再利用度」のように国の要請では言及されていなかったが「テスト・スタンダー

ド」では重要とされているもの，さらには，「試験問題の情報管理度」のように試験問題の

本質は何であるかに踏み込んだ判断をしているものなど，試験制度において重要視するも

の違いによって判断が異なっているものが含まれている． 

従って，これまで述べてきた通り，上記 5 つの価値判断は，試験問題の開発者や試験の

実施者，受験者や受験予定者，さらには試験の利用者や管理者などの立場（試験に関わる
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立場）や試験制度において重要視するもの（試験に対する価値観）の違いを考慮している

といえることから，試験問題公開に影響する要因になると考えられる． 

2.6 結言 

 

本章では，試験システム設計上の試験問題公開に影響する要因となり得るものを明確に

することを目的とした． 

まず，教育評価や心理測定の研究者によってなされた試験問題公開に関する報告に基づ

いて，試験システム設計と試験問題公開に関する指摘を系統立てて整理し，試験システム

設計上の試験問題公開に関する問題点を明確にした．また，内閣府の閣議決定や総務省の

勧告など国が提示している指針や公的制度が掲げる方針に基づいて，試験問題公開に関す

る国の動向や社会の要請を明確にした．そして，わが国の公的制度の 1 つである情報公開

制度を具体的事例として，開示決定等に対して不服申立てがなされた事案，「情報公開・個

人情報保護関係 答申・判決データベース」の答申 11,183 件のうち試験問題を対象とする

全ての事例 15 件について，試験問題公開の決定に至る検討経緯や判断した理由を俯瞰して

対比させることにより，2.2 節の問題点や 2.3 節の社会の要請をふまえて，試験問題公開に

関する価値判断の分析を行った． 

その結果， 

(a) 過去の試験問題の公開を透明性確保の必要条件とするかどうか（試験問題公開によ

る透明性確保の必要度）， 

(b) 試験の難易度調整や得点の比較のために，過去の試験問題を再利用するかどうか（試

験問題の再利用度）， 

(c) 過去の試験問題を活用した試験対策を許容するかどうか（試験問題を活用した試験

対策の許容度）， 

(d) 新しい試験問題を開発するための労力やコストが増加することを受容するかどうか

（試験問題開発の労力増加の受容度）， 

(e) 過去の試験問題や実施した結果の情報を管理しているかどうか（試験問題の情報管

理度） 

の 5 つの試験問題公開に関する価値判断が明らかになった． 

そして，これらの価値判断は，試験問題の開発者や試験の実施者，受験者や受験予定者，

さらには試験の利用者や管理者などの立場（試験に関わる立場）や試験制度において重要

視するもの（試験に対する価値観）の違いを考慮しているといえることから，試験システ

ム設計上の試験問題公開に影響する要因となり得ることが示唆された． 
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第 3 章 試験問題公開と試験システムの 

設計 

 

3.1 緒言 

 

本章では，試験問題公開の状況について網羅的な調査を行い，調査によって得られた実

証データに基づいて定量的な分析を行い，試験問題公開と，試験問題公開に影響する要因

の関係性について明らかにすること（試験問題公開に影響する要因の構造化）を目的とし

た． 

試験問題公開を決定する際には，様々な要因について，価値観の違いによって，試験問

題公開は適切であるか不適切であるかなどの価値判断がなされた結果，最終的に決定に至

ると考えられる（図 3.1）．従って，試験問題公開の決定の際に，どのような要因について

価値判断がなされたかなど，試験問題公開と，試験問題公開に影響する要因の関係性が明

らかになれば，試験問題公開の決定が妥当かどうか検討することが可能になり，ひいては，

例えば新しく試験を設計する場合にも，より適切な試験設計に貢献し得ると考えた． 

しかし現状では，本論文の第 2 章において，ようやく試験問題公開に影響する要因が示

された段階であり，試験問題公開と，試験問題公開に影響する要因の関係性について明ら

かになることはほとんどなかった．試験問題公開は，試験システムの設計に大きな影響を

与えるとされながらも，試験問題公開と，試験問題公開に影響する要因の関係性を明らか

にした報告がほとんどない理由の 1 つとしては，実際に調査を行う場合においても適切な

回答を得ることの担保が難しいことも考えられる． 

そこで，試験問題公開に影響する要因についての調査報告がほとんどなされていない現

状に鑑み，本来は試験問題公開に影響する要因そのものについての調査結果を用いて，試

験問題公開との関係性を明らかにするところであるが，その予備段階として，試験問題公

開に影響する要因の代理指標として，年間実施回数や受験資格，受検手数料など，試験シ

ステムの設計仕様を用いることを考えた． 

具体的には，まず試験システムの設計仕様において考え得る試験問題公開に影響する要

因を検討することにより，その背後にある，試験問題公開と，試験問題公開に影響する要

因の関係性を明らかにすること，つまり「試験問題公開に影響する要因の構造化」を検討

した（図 3.2）． 

例えば，国家試験には，「業務独占資格」のように試験に合格し資格を取得した者のみが

特定の業務に従事できるようになる試験と，「必置資格」や「名称独占資格」のように職業  
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図 3.1 「試験問題公開の決定」の概念図 

 

 

 

図 3.2 試験システムの設計仕様を代理指標とする 

「試験問題公開に影響する要因の構造化」の概念図 
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に就くこととには直結せず，業務の遂行上必要とされる資格を取得したり，能力の証明を

したりするための試験がある[25]．「業務独占資格」のように試験に合格し資格を取得した

者のみが特定の業務に従事できるようになる試験では，試験のより詳細まで透明性が求め

られる可能性があると考えられるため，「過去の試験問題の公開を透明性確保の必要条件と

するかどうか（試験問題公開による透明性確保の必要度）」の要因との関係性が推測できる．

従って，もしこれらの試験問題公開に影響する要因と試験問題公開との関係を定量的に分

析することができれば，要因の優先順位付けができると考えられた． 

具体的には，わが国で社会的影響力の大きい試験といえる国家試験について，第 2 章に

おいて示された試験問題公開に影響する要因を考慮し，まず試験問題公開の状況と試験シ

ステムの設計仕様について網羅的に調査し，そして調査によって得られた実証データにつ

いて定量的な分析を行うことにより，試験問題公開と，試験問題公開に影響する要因の関

係性について明らかすること（試験問題公開に影響する要因の構造化）を行った． 

3.2.1 項では，具体的事例として対象とする，わが国で社会的影響力の大きい試験といえ

る国家試験及び試験問題公開に影響する要因の代理指標として試験システムの設計仕様に

ついて論じた． 

3.2.2 項では，国家試験について，試験問題公開の状況を網羅的に調査した． 

3.2.3 項では，国家試験について，年間実施回数や受験資格のように，試験システムの基

本に関わると考えられる設計仕様を調査した． 

3.2.4 項では，得られた実証データに基づいて，試験システムの設計仕様を用いたロジス

ティック回帰モデルを適用して分析することにより，試験問題公開と試験システムの設計

仕様の関連を明らかにした． 

さらに，3.3 節では，試験問題公開と試験システムの設計仕様の関連から，試験問題公開

と，試験問題公開に影響する要因の関係性を明らかにすること，つまり「試験問題公開に

影響する要因の構造化」を行った． 
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3.2 試験問題公開と試験システムの設計仕様 

 

3.2.1 対象 

 

国家試験の事例を対象とする．総務省（2011a）が行った調査では，「国が法令等に基づき

設けている資格制度」は，2010 年 7 月時点で 313 制度である[26]．313 制度のうち，資格取

得のために（講習や養成施設だけでなく）試験を実施しているものは 158 制度である．こ

こでは，「国が法令等に基づき設けている資格制度」のうち試験を実施しているものを国家

試験としてとらえ，この 158 制度に対して調査を行うこととした．ただし次の(a)から(c)の

いずれか 1 つ以上に該当する試験については，今回の調査においては対象外とした． 

(a) 総務省（2011a）の調査にある「資格制度概況調査結果」において，「試験内容」に，

「身体検査」「適性試験」，「受験資格」に「年齢」を含んでいるもの 

(b) 総務省（2011a）の調査にある「資格制度概況調査結果」において，1 年間の「受験

者数」が 5000 人未満のもの 

(c) 総務省（2011a）の調査にある「資格制度概況調査結果」において，「試験内容」「受

験資格」「受験者数」がいずれかが 1 つ以上「不詳」になっているもの 

 

(a)については，「身体検査」「適性試験」「年齢」を含んでいる試験は，資格取得に際し，

受験者の学習や技能によらない要因が必要になるため，試験問題について学習することの

必要性が，他の試験とは異なると考えられた．そのため対象外とした． 

(b)については，荒井・前川（2005）の報告によると，試験問題公開を特徴の 1 つとする

「日本的試験文化」は，わが国の公的な大規模試験に存在しているものであるとしている．

具体的には 9 つの試験について調査をしており，9 つの試験のうち最も受験者数が少ないも

のは弁理士試験であった．そして，弁理士試験の受験者数が過去 10 年間（2002 年度～2011

年度）で，最も少なかった年は，2002 年度の 7176 人であった（特許庁，2002; 特許庁，2011）．

そこで今回の調査においては，1 つの目安として 5000 人未満の試験については，「大規模試

験」の対象外とした． 

(c)については，総務省（2011a）の調査において「不詳」となっているものは，実態の把

握が困難と考えられたため，対象外とした． 

 

よって今回の調査対象となったものは 71制度であった．詳細については表 3.1に示した． 
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表 3.1 調査対象 

 

  

「資格制度概況調査結果」における記載 制度数 該当する試験制度

（ｉ）～(iii)のいずれにも該当しないもの

【調査対象】
71

貸金業務取扱主任者，行政書士，弁護士，司法書士，土地家
屋調査士，通関士，精神保健福祉士，医師，はり師，保健師，
看護師，理学療法士，作業療法士，管理栄養士，建築物環境
衛生管理技術者，マンション管理士，気象予報士，給水装置
工事主任技術者，エネルギー管理士，宅地建物取引主任者，
美容師，管理業務主任者，中小企業診断士，通訳案内士，保
育士，社会福祉士，介護福祉士，エックス線作業主任者，柔道
整復師，運行管理者(旅客自動車)，運行管理者(貨物自動

車)，税理士，歯科衛生士，きゅう師，准看護師，調理師，製菓

衛生師，登録販売者，毒物劇物取扱責任者，介護支援専門
員，公認会計士，無線従事者，電気通信主任技術者，工事担
任者，技術士，社会保険労務士，弁理士，電気主任技術者，
電気工事士，公害防止管理者，旅行業務取扱管理者，自動
車整備士，土木施工管理技士，管工事施工管理技士，建築
施工管理技士，電気工事施工管理技士，建築士，情報処理
技術者，ボイラー技士，クレーン・デリック運転士，衛生管理
者，危険物取扱者，消防設備士，高圧ガス製造保安責任者，
高圧ガス販売主任者，測量士・測量士補，補放射線取扱主任
者，計量士，ガス主任技術者，造園施工管理技士，技能士

(i)　「試験内容」に，「身体検査」「適性試

験」，「受験資格」に「年齢」を含んでいるもの
※（ｉｉ），（ｉｉｉ）に該当しているものを含む

25

運転免許，技能検定員，教習指導員，教育職員，調教師（中
央競馬），調教師（地方競馬），騎手（中央競馬），騎手（地方
競馬），競輪選手，競輪審判員，小型自動車競走選手，小型
自動車競走審判員，水先人，船舶料理士，救命艇手，衛生管
理者，海技士（航海），海技士（機関），海技士（通信），海技士
（電子通信），小型船舶操縦士，航空従事者，動力車操縦者，
狩猟免許，臭気測定業務従事者

(ii)　「受験者数」が5000人未満もの

※（ｉｉｉ）に該当しているものを含む
56

警備員又は警備員になろうとする者の知識及び能力に関する
検定に係る合格証明書の交付を受けた者，駐車監視員資格
者，原子炉主任技術者，学芸員，臨床検査技師，診療放射線
技師，歯科医師，歯科技工士，義肢装具士，臨床工学技士，
あん摩マッサージ指圧師，助産師，視能訓練士，救急救命
士，言語聴覚士，専門調理師，理容師，ボイラー溶接士，ボイ
ラー整備士，移動式クレーン運転士，揚貨装置運転士，発破
技士，潜水士，林業架線作業主任者，ガス溶接作業主任者，
高圧室内作業主任者，ガンマ線透過写真撮影作業主任者，
労働安全コンサルタント，労働衛生コンサルタント，作業環境
測定士，農業協同組合監査士，水産業協同組合監査士，森
林組合監査士，獣医師，土地改良換地士，普及指導員，林業
普及指導員，水産業普及指導員，砂利採取業務主任者，採
石業務管理者，航空工場検査員，液化石油ガス設備士，火薬
類取扱保安責任者，火薬類製造保安責任者，公害防止主任
管理者，核燃料取扱主任者，溶接工，海事代理士，不動産鑑
定士，建設機械施工技士，解体工事施工技士，浄化槽設備
士，管理主任技術者(ダム)，建築設備士，土地区画整理士，

浄化槽管理士

(iii)　「試験内容」「受験資格」「受検者数」が１

つ以上「不詳」になっているもの
6

消費生活専門相談員，クリーニング師，地域限定通訳案内
士，技術管理者，薬剤師，職業訓練指導員

合計 158
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3.2.2 試験問題公開の状況の調査及び結果 

 

調査対象となった 71 制度について，それぞれの試験の実施団体及び所轄官庁等のウェブ

サイトを参照し，実施した試験問題を掲載しているかどうかについて調査した．ここでは，

試験の内容が短答式であるものについて調査した．（調査期間： 2013.2.9 - 11 ）． 

その結果，試験問題公開の状況を調査した試験は 57 制度 94 試験であった．このうち，

実施した試験問題をウェブサイトに掲載していない試験は 7 制度 19 試験であり，一方，掲

載している試験は 66 試験であった．調査した結果をまとめたものが，表 3.2 である． 

調査した 71 制度のうち，同一制度に試験が 1 種類のみであるものは 40 制度あり，一方

で，同一制度に試験が複数種類あるものは 31 制度あった．ただし，31 制度のうち 1 制度に

ついては，同一制度に 100 種類を超える試験があり，さらにそれぞれの試験に複数種類の

試験があり，試験全体の実施状況の把握が困難だったため，対象外とした．よって同一制

度に試験が複数種類である 30制度については，試験の種類毎に調査したため試験の数は 151

試験となり，最終的に調査した試験の数としては 70 制度 191 試験となった． 

また，さらに調査を進めると，191 試験のうち，同一制度に試験が 1 種類のみであるもの

と同一制度に試験が複数種類あるものを合わせて，2011 年度の受験者数が 5000 人未満のも

のが 89 試験，試験が短答式以外のものが 2 試験，試験が都道府県単位で実施され，全体の

実施状況の把握が困難だったものが 6 試験あったため，これら計 97 試験については，これ

以上の調査を行わなかった． 

従って，試験問題公開の状況を把握した試験の数としては，57 制度 94 試験であった．そ

の結果，公開の状況を把握した 57 制度 94 試験について，必ずしもすべての試験で，実施

した試験問題そのものをウェブサイトに掲載していなかった． 

さらに，試験問題公開の状況は，いくつかのパタンに分けられた．試験問題公開のパタ

ンをまとめたものが表 3.3 である．なお，同一制度内に複数の試験があって各々の試験問題

公開のパタンが異なっているものが 1 制度あり，公開のパタン別の制度数の合計は，全体

の制度数とは異なるため，表 3.3 には記載していない． 

まず，実施団体のウェブサイトで，実施した試験問題そのものをすべて掲載しているも

のは，期間を限定しているものも含めて 45 制度 66 試験であった．これらは実施した試験

問題を公開しているといえる．それに対し，実施した試験問題そのものは掲載せずに，1 回

分のみを公表問題として掲載していたものは 4 制度 6 試験，以前に実施した問題を公表問

題として掲載していたものは，3 制度 13 試験であった．これら 19 試験は実施した試験問題

について非公開にしているといえる． 

一方で，実施団体のウェブサイトで試験問題の掲載が確認できなかったものは 6 制度 9

試験であった．しかしこのうち 3 制度 6 試験については，実施団体又は関連団体が過去問

題集を販売していた．また，他の 3 制度 3 試験については，実施団体ではなく第三者のウ

ェブサイトで容易に問題を確認することができた．従って，これら 9 試験については，実  
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表 3.2 国家試験における試験問題公開の状況の調査結果 

 

 

表 3.3 国家試験の試験問題公開の状況（公開のパタン別） 

 

 

  

試験の種類 制度数 調査 実施団体のウェブサイトでの掲載

27 実施した試験問題そのものを掲載

1 １回分のみを公表問題として掲載

0 過去に実施した問題を公表問題として掲載

3 確認できず

【これ以上の調査をせず】
 平成23年度の受験者数が5000人未満　2

 試験内容が短答式以外のもの　1

 試験全体の実施状況の把握が困難なもの　6

39 実施した試験問題そのものを全て掲載

5 １回分のみを公表問題として掲載

13 過去に実施した問題を公表問題として掲載

6 確認できず

【これ以上の調査をせず】
 種類別の平成23年度の受験者数が5000人未満　87

 種類別の試験内容が短答式以外のもの　1

計

同一制度に
100種類

以上
1

合計

同一制度に
１種類

40
該当試験を
調査

　　【調査せず】
 　　試験全体の実態把握が困難なもの

同一制度に
複数種類

30
試験の種類
ごとに調査

71

70 191

試験数

31

9

151

63

88

40

実施団体のウェブサイトでの掲載 実施した試験問題

実施した試験問題そのものを掲載 公開

１回分のみを公表問題として掲載 6

過去に実施した問題を公表問題として掲載 13

非公開とはいえない
（実施団体または関連団体が過去問題集を発売）

6

非公開とはいえない
（第三者ウェブサイトで容易に確認可能）

3

試験問題公開の状況
試験数

94合計

19

66

非公開

確認できず 9
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施団体のウェブサイトには掲載していないものの，実施した試験問題について非公開にし

ているとはいい難い． 

よって，調査した 57 制度 94 試験のうち，7 制度 19 試験が試験問題を非公開にしている

といえる． 

 

以上のように，国家試験においても，総務省による勧告にもかかわらず，必ずしもすべ

ての試験が実施した試験問題を公開しているわけではなく，最終的に 57 制度 94 試験中 7

制度 19 試験については，実施した試験問題そのものをウェブサイトに掲載していておらず，

試験問題を非公開にしていることが明らかになった． 

 

なお，個別の試験における，試験問題の公開状況の詳細については，3.2.3 項の結果とあ

わせて表 3.12-1～7 にまとめた． 
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3.2.3 試験システムの設計仕様の調査及び結果 

 

(1) 調査対象 

3.2.2 項の調査結果から，試験問題公開の状況を把握した 57 制度 94 試験について調査し

た． 

 

(2) 調査方法 

調査は，各々の試験の実施団体及び所轄官庁等のウェブサイトで掲載，公表されている

情報・資料等から情報を得て行った．ただし，(3)①については，総務省（2011a）の調査に

ある「資格制度概況調査結果」を参照した．（調査期間： 2013.2.9 - 11 ）． 

 

(3) 調査項目 

試験システムの基本に関わると考えられる設計仕様について調査した． 

これらの設計仕様を決める際には，試験問題公開に関する価値判断が影響すると考えら

れる．従って国家試験における試験問題公開に影響する要因となることが期待される． 

① 試験の性格 

試験の性格は，国家試験としての分類（業務独占資格，必置資格，名称独占等資

格[25]）を示すものである．「業務独占資格」，「必置資格」，「名称独占等資格」のい

ずれに該当するかを確認した． 

「業務独占資格」のように試験に合格し資格を取得した者のみが特定の業務に従

事できるようになる試験では，試験のより詳細まで透明性が求められると考え得る

として，試験問題公開に関する価値判断をすることが想定される． 

② 実施形態 

実施形態は，試験を実施する主体の違い（国が直轄か委託か[27]）を示すものであ

る．試験を国が直轄して実施しているか，試験実施機関へ委託等をして実施してい

るかのいずれに該当するかを確認した． 

国が直轄して実施している試験では，試験問題は，国が国民に説明する責務を全

うするための資料や政策評価の対象になると考え得るとして，試験問題公開に関す

る価値判断をすることが想定される． 

③ 年間実施回数 

年間実施回数は，1 年間に試験を実施する回数を示すものである．1 年間に試験を

実施する回数を調査した．ただし実施地区は考慮していない．  

1 年間に 1 回限り実施している試験では，試験問題はその 1 回限りの試験のための

情報であると考え得る．一方，1 年間に複数回実施している試験では，1 回の試験の

試験問題であっても他の試験と関係し得る情報として，試験問題公開に関して異な

った価値判断をすることが想定される． 
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④ 受験資格 

受験資格は，受験申込の際に必要とする学歴や実務経験等の要件の有無を示すも

のである．受験申込の際に必要とする学歴や実務経験等の要件があるかないかを調

査した．  

要件がある試験，すなわち試験の受験者が限定される試験では，受験者層の変動

は小さいと考えられるため，新規の試験問題についても過去の傾向に基づいて開発

をすればよく，試験問題は，必ずしも繰り返し使用される必要はないと考え得ると

して，試験問題公開に関する価値判断をすることが想定される． 

⑤ 合格最低基準点公表の時期 

合格最低基準点公表の時期は，各試験の実施回毎の合格最低基準点の公表時期を

示すものである．ここで，合格最低基準点は合格するための最低ラインである得点

や得点率など具体的な数値を意味する．試験毎の合格最低基準点を試験実施前に公

表しているか，試験実施後公表しているかを調査した． 

試験によっては，試験実施前におおよその合格最低基準点の目安があったとして

も，試験の実施結果を受けて実施後に具体的な数値を決定する場合がある．「試験実

施後に公表しているもの」のように試験毎の合格最低基準点の数値を実施後に実施

結果を参照して調整でき得る試験では，試験のレベルを合わせる場合，同じ試験問

題を使用して試験のレベルを比較しなくても実施結果を受けて合格最低基準点を調

整すればよく，試験問題は，必ずしも試験のレベルを合わせるために必要な情報で

はないと考え得るとして，試験問題公開に関する価値判断をすることが想定される．  

⑥ 受験手数料 

受験手数料は，試験を受験するための費用を示すものである．試験を受験するた

めの費用の総計を調査した．ただし願書請求料や郵送費等は含めていない． 

試験を受験するための費用が比較的高額である試験では，試験問題は，試験問題

開発の費用を負担したものに提供すべきと考え得る．また，試験問題を開発するた

めの費用も高額になると考えられる．一方，試験を受験するための費用が比較的低

額である試験は，試験問題を開発するための費用を低く抑える必要があるため，試

験問題を 1 回の試験のみならず，繰り返し有効活用する必要があると考え得るとし

て，試験問題公開に関する価値判断をすることが想定される． 

 

(4) 調査結果 

94試験について，試験システムの設計仕様を調査した結果は次のとおりであった． 

① 試験の性格 

試験の性格は，国家試験としての分類（業務独占資格，必置資格，名称独占等資

格[25]）を示すものである．業務独占資格が 32 試験（34.0％），必置資格が 37 試験

（39.4％），名称独占等資格が 25 試験（26.6％）であった． 
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② 実施形態（試験実施団体） 

実施形態は，試験を実施する主体の違い（国が直轄か委託か[27]）を示すものであ

る． 

国が直轄して実施しているものが 13 試験（13.8％），試験実施機関へ委託等をして

実施しているものが 81 試験（86.2％）であった． 

③ 年間実施回数 

年間実施回数は，1 年間に試験を実施する回数を示すものである．年間実施回数別

の度数分布表は表 3.4 のとおりであった．年間実施回数が 1 回であるものが最も多く

56 試験（59.6％）であった．そして 2～3 回のものは 19 試験（20.2％），6 回以上実

施のものは 19 試験（20.2％）であった．6 回以上実施している試験については，年

度によって実施回数が変動しているものが多く，2 カ月に 1 回程度実施しているもの

から，ほとんどの土日に実施しているもの，CBT（Computer Based Testing）を利用し

て随時実施しているものがあった．また，必ずしも全国一斉の実施ではなく，実施

地区によって日程が異なっているものも多かった． 

 

表 3.4 年間実施回数の度数分布表 

 

 

なお今回の調査では，「実施形式」（試験に回答する方式（PBT（Paper Based Testing）

又は CBT）を示す）が CBT 形式の試験が 1 試験あった．この場合は，受験者は任意

の日時に受験できるため年間実施回数が「6 回以上」として分類した． 

 

④ 受験資格 

受験資格は，受験申込の際に必要とする学歴や実務経験等の要件の有無を示すも

のである．受験資格があるものは 38 試験（40.4％），ないものは 56 試験（59.6％）

であった．受験資格の要件としては，学歴や実務経験の他，下位資格の合格，他の

国家試験の合格，養成施設等の修了，さらには，学歴に加えて実務経験を要する場

合のように複数の要件を必要とするものなどがあった． 

⑤ 合格最低基準点公表の時期 

合格最低基準点公表の時期は，各試験の実施回毎の合格最低基準点の公表時期を

示すものである．ここで，合格最低基準点は合格するための最低ラインである得点

度数 相対度数 度数 相対度数 度数 相対度数 度数 相対度数

1 49 0.74 0 0.00 7 0.78 56 0.60

2 15 0.23 0 0.00 2 0.22 17 0.18

3 2 0.03 0 0.00 0 0.00 2 0.02

4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

6回以上 0 0.00 19 1.00 0 0.00 19 0.20

計 66 - 19 - 9 - 94 -

公開 非公開 全体非公開とはいえない
年間実施回数
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や得点率など具体的な数値を意味する．試験によっては，試験実施前におおよその

合格最低基準点の目安があったとしても，試験の実施結果を受けて実施後に具体的

な数値を決定する場合がある．合格最低基準点を，実施後に公表しているものが 67

試験（71.3％），実施前に公表しているものが 27 試験（28.7％）であった．実施後に

公表しているものとしては，試験毎に合格最低基準点を設定し，試験実施後に公表

しているものの他に，実施前に合格最低基準点を定めていても，採点結果や試験委

員会等の意見を元に調整する可能性があるものがあった．その多くは，合格発表時

に，試験実施毎の確定した合格最低基準点を公表していた．また，合格最低基準点

についての情報が明記されておらず詳細が不明なものについては，「実施前に公表さ

れていない」と解釈できることから，実施後に公表，とした．一方，実施前に合格

最低基準点を公表していて，試験毎に新たに公表していないものについては，試験

実施前に公表，とした． 

⑥ 受験手数料 

受験手数料は，試験を受験するための費用を示すものである．最高額は弁護士（司

法試験）の 27200 円[28]，最低額は危険物取扱者（丙種）の 2700 円，調査した 94 試

験全体の平均額は 8240 円であった．郵送申込とインターネット申込で金額が異なる

場合には，インターネット申込の金額とした． 

 

なお，試験の仕様の詳細については，3.2.2項の試験問題公開の状況と合わせて，表3.12-1

～7にまとめた． 

 

3.2.4 試験問題公開と試験システムの設計仕様の関係性の分析及び結果 

 

(1) 分析対象 

3.2.2 項の結果に基づき，実施した試験問題公開の状況が明らかである試験を対象とした．

ここでは，94 試験のうち，実施した試験問題を公開している 66 試験と非公開にしている

19 試験の計 85 試験を分析対象とし，試験問題公開の状況との関係を試験の設計仕様毎に分

析した． 

 

(2) 試験問題公開の状況 

実施した試験問題公開の状況が明らかである 85 試験について，実施した試験問題を公開

している試験は 66 試験，非公開にしている試験は 19 試験であった．ここでは，「実施団体

のウェブサイトで，実施した試験問題そのものを全て掲載」している試験（66 試験）を「公

開しているもの」として 1，「実施した試験問題そのものは掲載せずに，1 回分のみを公表

問題として掲載」及び「以前に実施した問題を公表問題として掲載」している試験（19 試

験）を「非公開にしているもの」として 0 とした． 
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(3) 試験システムの設計仕様 

本論文では，試験問題公開に影響する要因の候補として，3.2.3 項で提示した次の 6 つの

試験システムの設計仕様について検討した． 

① 試験の性格 

試験の性格は，国家試験としての分類（業務独占資格，必置資格，名称独占等資

格[25]）を示すものである． 

ここで，「業務独占資格」のように試験に合格し資格を取得した者のみが特定の業

務に従事できるようになる試験では，試験のより詳細まで透明性が求められると考

え得るとして，試験問題公開に関する価値判断をすることが想定された． 

よって 2 値化するに際しては，「業務独占資格に該当するもの」（28 試験）を 1，「業

務独占資格に該当しないもの」（57 試験）を 0 とした． 

② 実施形態 

実施形態は，試験を実施する主体の違い（国が直轄か委託か[27]）を示すものであ

る． 

ここで，国が直轄して実施している試験では，試験問題は，国が国民に説明する

責務を全うするための資料や政策評価の対象になると考え得るとして，試験問題公

開に関する価値判断をすることが想定された． 

よって 2 値化するに際しては，「国が直轄して実施しているもの」（12 試験）を 1，

「委託等して実施しているもの」（73 試験）を 0 とした． 

③ 年間実施回数 

年間実施回数は，1 年間に試験を実施する回数を示すものである．今回分析対象と

する 85 試験について集計したところ，年間実施回数別の試験数は表 3.5 のとおりで

あった． 

ここで，1 年間に 1 回限り実施している試験では，試験問題はその 1 回限りの試験

のための情報であると考え得る．一方，1 年間に複数回実施している試験では，1 回

の試験の試験問題であっても他の試験と関係し得るとして，試験問題公開に関する

価値判断をすることが想定された． 

よって 2 値化するに際しては，「1 回実施しているもの」（49 試験）を 1，「複数回

実施しているもの」（36 試験）を 0 とした． 

④ 受験資格 

受験資格は，受験申込の際に必要とする学歴や実務経験等の要件の有無を示すも

のである． 

ここで，要件がある試験，すなわち試験の受験者が限定される試験では，受験者

層の変動は小さいと考えられるため，新規の試験問題についても過去の傾向に基づ

いて開発をすればよく，試験問題は，必ずしも繰り返し使用される必要はないと考

え得るとして，試験問題公開に関する価値判断をすることが想定された． 
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表 3.5 年間実施回数別の試験数 

 

 

 

よって 2 値化するに際しては，「要件があるもの」（35 試験）を 1，「要件がないも

の」（50 試験）を 0 とした． 

⑤ 合格最低基準点公表の時期 

合格最低基準点公表の時期は，各試験の実施回毎の合格最低基準点の公表時期を

示すものである． 

ここで，合格最低基準点は合格するための最低ラインである得点や得点率など具

体的な数値を意味する．試験によっては，試験実施前におおよその合格最低基準点

の目安があったとしても，試験の実施結果を受けて実施後に具体的な数値を決定す

る場合がある．「試験実施後に公表しているもの」のように試験毎の合格最低基準点

の数値を実施後に実施結果を参照して調整でき得る試験では，試験のレベルを合わ

せる場合，同じ試験問題を使用して試験のレベルを比較しなくても実施結果を受け

て合格最低基準点を調整すればよく，試験問題は，必ずしも試験のレベルを合わせ

るために必要な情報ではないと考え得るとして，試験問題公開に関する価値判断を

することが想定された． 

よって 2 値化するに際しては，合格最低基準点を「試験実施後に公表しているも

の」（58 試験）を 1，「試験実施前に公表しているもの（27 試験）」を 0 とした． 

⑥ 受験手数料 

試験を受験するための費用を示すものである．今回分析対象とする 85 試験につい

て集計したところ，基本統計量は表 3.6，分布は図 3.3 のとおりであった（データ区

間は 500 円）． 

ここで，試験を受験するための費用が比較的低額である試験は，試験問題を開発

するための費用を低く抑える必要があるため，試験問題を 1 回の試験のみならず，

1回 2回 3回 4回 5回 6回以上 計

公開 49 15 2 0 0 0 66

非公開 0 0 0 0 0 19 19

計 49 15 2 0 0 19 85

年間実施回数
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公開 非公開 全体

試験数 66 19 85

平均値 9304 4779 8293

標準偏差 4729 1569 4629

最小値 27200 6800 2700

最大値 3000 2700 27200

中央値 8600 5000 6800

最頻値 5100 3400 6800

繰り返し有効活用する必要があると考え得るとして，試験問題公開に関する価値判

断をすることが想定された．そこで受験手数料について，比較的高額か，比較的低

額かの 2 群に分ける閾値を検討した．中央値は最頻値と一致している（ともに 6800

円である）ため適切ではないと考えた．一方，平均値は 8293 円であり，受験手数料

が 8293 円以上の試験は 35 試験，8293 円未満の試験は 50 試験であった．また，図

3.3 の分布においても，8293 円の値は比較的谷間といえた．従って，今回の分析にお

ける閾値を平均額とすることは妥当であると考えた． 

よって 2 値化するに際しては，「対象とする試験の平均額以上のもの」（35 試験）

を 1，「対象とする試験の平均額未満のもの」（50 試験）を 0 とした． 

 

以上，試験システムの設計仕様を説明変数とする場合の対応について表 3.7 にまとめた． 

 

表 3.6 受験手数料の基本統計量 
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図 3.3 受験手数料の分布 

 

 

 

表 3.7 試験システムの設計仕様を説明変数とする場合の対応 

           

①試験の性格：   「業務独占資格に該当するもの」（28 試験）を 1 

    「業務独占資格に該当しないもの」（57 試験）を 0   

②実施形態：   「直轄して実施しているもの」（12 試験）を 1 

    「試験実施機関へ委託等しているもの」（73 試験）を 0 

③年間実施回数：  「1 回実施しているもの」（49 試験）を 1   

    「複数回実施しているもの」（36 試験）を 0   

④受験資格：   「要件があるもの」（35 試験）を 1    

    「要件がないもの」（50 試験）を 0    

⑤合格最低基準点公表の時期： 「試験実施後に公表しているもの」（58 試験）を 1  

    「試験実施前に公表しているもの（27 試験）」を 0  

⑥受験手数料：   「調査対象全体の平均額以上のもの」（35 試験）を 1  

    「調査対象全体の平均額未満のもの」（50 試験）を 0  
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(4) 分析方法 

(a) クロス集計による分析 

まず試験問題公開との関連性を定性的に明らかにするために，クロス集計を行い，χ2乗検

定を行った． 

(b) ロジスティック回帰モデルによる分析 

次に試験問題公開との関連性を定量的に明らかにするために，ロジスティック回帰モデ

ルを適用した． 

ロジスティック回帰モデルは，目的変数が 2 値変数である場合に，ある事象が発生する

確率（割合）を予測するものである（柳井・緒方，2006; 長沢・中山，2009; 井上，2010; 丹

後・山岡・高木，2013）．従来より疫学研究において用いられている手法であり，近年では，

製品の普及率や災害の発生率等の予測のみならず，中小企業における倒産リスクの評価に

も適用している報告（安西，2014）がある．これは，目的変数に対してどの説明変数が大

きな影響を与えているか推定することができるためである（柳井・緒方，2006）．ロジステ

ィック回帰モデルは次の式であらわされる． 

 

 

…(1) 

 

 

 

このとき，p は目的変数，xi は説明変数，ai は係数，b は定数項である． 

 

ここで，試験問題公開は，結論としては公開するか公開しないか（非公開にするか）の

二者択一の事象である．しかし，結論に至るまでの過程においては，3.1 節及び図 3.1 に示

したように，複数の要因が影響して，様々な価値判断がなされた結果，最終的に決定に至

ると考えられる．そこで，(1)式においては，p は「試験問題を公開する可能性」，xi は「試

験問題公開に影響する要因」，ai は「試験問題公開に影響する要因の重みづけ」とそれぞれ

定義でき，試験問題を公開する可能性は，試験問題公開に影響する要因とその重みづけの

積の総和によって決まり得ると説明できる（図 3.4）． 

また，モデルの適合度を評価する指標としては，寄与率，誤判別率，P 値，そしてＡＩＣ

（丹後・山岡・高木，2013）を求めた． 
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図 3.4 ロジスティック回帰モデルによる 

試験問題公開に影響する要因と試験問題を公開する可能性 
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(5) 分析結果 

(i) 結果 1：試験問題公開と，単独の試験システムの設計仕様との関係性 

試験問題公開について，まず 3.2.3 項に挙げた試験システムの設計仕様の単独の項目との

関係性の分析を行った． 

(a) クロス集計による分析 

① 試験の性格 

図 3.5(a)は，試験の性格について，業務独占資格と，必置資格及び名称独占等資格別の割

合をあらわしたものである． 

試験の性格については，試験問題を公開している試験と試験問題を非公開にしている試

験とでは，顕著な違いはみられなかった．また，χ
2検定を行った結果，χ

2
(1)=0.17, n.s. とな

り P 値は有意にはならなかった． 

② 実施形態 

図 3.5(b)は，実施形態について，国が直轄して実施している試験と，試験実施機関へ委託

等をして実施している試験別の割合をあらわしたものである． 

実施形態については，試験問題を公開している試験と試験問題を非公開にしている試験

とでは，顕著な違いはみられなかった．また，χ
2検定を行った結果，χ

2
(1)=4.02, n.s. となり

P 値は有意にはならなかった． 

③年間実施回数 

図 3.5(c)は，年間実施回数について，1 回のみ実施している試験と 2 回以上の複数回実施

している試験別の割合としてあらわしたものである．試験問題を公開している試験では，

66 試験中 49 試験（74.2%）が年 1 回の実施であるのに対し，試験問題を非公開にしている

試験は，すべてが複数回実施していることがわかる．また，χ2検定を行った結果，χ2
(1)=33.31, 

P <.001. となり P 値は有意となった． 

このことから，試験問題を公開するか非公開にするかと，年間実施回数は関連があると

考えられる． 

なお年間実施回数の度数分布表は表 3.5 のとおりであった． 

④ 受験資格 

図 3.5(d)は，受験資格がある試験と，受験資格がない試験別の割合をあらわしたものであ

る．受験資格については，試験問題を公開している試験と試験問題を非公開にしている試

験とでは，顕著な違いはみられなかった．また，χ
2検定を行った結果，χ

2
(1)=0.93, n.s. とな

り P 値は有意にはならなかった． 

⑤ 合格最低基準点公表の時期 

図 3.5(e)は，合格最低基準点公表の時期について，実施後に公表している試験と，実施前

に公表している試験別の割合をあらわしたものである．試験問題を公開している試験では，

66 試験中 58 試験（87.9%）が実施後に公表しているに対し，試験問題を非公開にしている 

試験は，すべてが実施前に公表していることがわかる．また，χ2検定を行った結果，χ2
(1)=52.6, 
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P <.001 となり P 値は有意となった． 

このことから，試験問題を公開するか非公開にするかと，合格最低基準点の時期は関連

があると考えられる． 

⑥ 受験手数料 

図 3.5(f)は，受験手数料について，全体の平均額以上の試験と，全体の平均額未満の試験

の割合をあらわしたものである．試験問題を公開している試験では，66試験中35試験（53.0%）

が全体の平均額以上であるのに対し，試験問題を非公開にしている試験では，すべてが全

体の平均額未満であった．また，χ2検定を行った結果，χ2
(1)=17.13, P <.001 となり P 値は有

意となった．なお，調査した 85 試験全体の平均額は 8293 円であった． 

つまり，受験手数料について，試験問題を公開している試験では比較的高額であるのに

対し，非公開にしている試験では比較的低額なものであることがわかる． 

 

以上から，試験問題を公開するか非公開にするかと，年間実施回数，合格最低基準点公

表の時期，受験手数料の額は関連があることが示唆された． 

 

ここで，試験問題公開の状況と試験システムの設計仕様の特徴をまとめたものが表 3.8 で

ある．試験問題を公開している試験については，年間実施回数は少なく，多数が年 1 回の

実施であった．そして合格最低基準点については試験毎に，実施後に公表していることが

多い．一方，試験問題を非公開にしている試験については，年間実施回数は多く，すべて

が年 6 回以上の実施であった．そして合格最低基準点については実施前に公表していて実

施後に変更しない試験が多い傾向があった． 
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図 3.5 試験問題公開の状況と試験システムの設計仕様の関連  

χ
2
(1)=0.17, n.s. χ

2
(1)=4.02, n.s. 

χ
2
(1)=33.31, p<.001. χ

2
(1)=0.93, n.s. 

χ
2
(1)=52.6, p<.001 χ

2
(1)=17.13, p<.001 
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表 3.8 試験問題公開の状況と試験システムの設計仕様の特徴 

 

 

さらに，受験手数料については，試験問題を公開している試験は比較的高額なのに対し，

試験問題を非公開にしている試験については比較的低額であることも示唆された． 

一方，試験の性格や実施形態，受験資格については，試験問題を公開している試験と非

公開にしている試験との間に明確な差異があるとはいえず，試験問題を公開するか非公開

にするかと，関連があるということはできなかった． 

 

(b) ロジスティック回帰モデルによる分析 

表 3.9 は，単独の試験システムの設計仕様を説明変数としてロジスティック回帰モデルを

適用して分析を行った結果である．モデルの適合度としては，合格最低基準点公表の時期

を説明変数としたモデルが，寄与率は最大（64％），誤判別率は最少（9％），ＡＩＣも最小

（34.8）であり，最もあてはまりがよかった．続いて，寄与率，誤判別率，ＡＩＣいずれの

指標を基準としても，年間実施回数，受験手数料，実施形態，受験資格，試験の性格のそ

れぞれを単独の説明変数としたモデルの順番のあてはまりになった．また χ2検定を行った

結果，P 値が有意になったのは，年間実施回数，合格最低基準点公表の時期，受験手数料の

額であった． 

以上から，試験問題を公開するか非公開にするかと，年間実施回数，合格最低基準点公

表の時期，受験手数料の額は関連があることが示唆された．これは(5) (i)結果 1 (a)の分析結

果とも傾向が一致していた． 

 

 

  

年間
実施回数

合格最低基準点
公表の時期

受験手数料
性格・

実施形態・
受験資格

公開
１回の実施が

多い
実施後の公表が

多い
全体の平均額
以上が多い

非公開
複数回

実施している

実施前に公表し，
実施後には公表
していない

全体の平均額
未満

明確な特徴が
あるとはいえない

試験システムの設計仕様

試験問題公開の
状況
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項目
試験の
性格

実施
形態

年間実施
回数

受験
資格

合格最低
基準点公
表の時期

受験
手数料

ａi -0.2 15.0 21.5 0.5 15.4 16.9

ｂ 1.3 1.0 -0.1 1.0 -0.9 0.5

寄与率 0% 7% 45% 1% 64% 26%

誤判別率 22% 22% 20% 22% 9% 22%

P 値 0.683 0.010 0.000 0.329 0.000 0.000

ＡＩＣ 92.2 85.7 51.8 91.4 34.8 68.4

表 3.9 単独の設計仕様を説明変数とした分析結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) 結果 2：試験問題公開と，複数の試験システムの設計仕様との関係性 

試験問題公開について，次に 3.2.3 項に挙げた試験システムの設計仕様の複数の項目との

関係性の分析を行った．試験問題公開との関連性を定量的に明らかにするために，ロジス

ティック回帰モデルを適用し，表 3.9 の結果に基づいて，変数減少法により変数選択（長沢・

中山，2009）をし分析を行った．ここでは，6 つ全ての設計仕様を説明変数としたモデル（モ

デル番号Ａ）を基準として，順番に変数を除外したモデルについて，尤度比検定を行って

比較をした．変数選択に際しては，(5) (i)結果 1 を参照した．その結果を表 3.10 に示した．

ただし，モデル番号Ｅ，Ｆ，Ｇについては，いずれも 2 つの項目を説明変数とした場合の

結果である． 

表 3.10 に示したモデルのうち，まず「試験の性格」を説明変数から除外した場合（モデ

ル番号Ｂ），さらに「受験資格」も説明変数から除外した場合（モデル番号Ｃ），さらに「実

施形態」も説明変数から除外した場合（モデル番号Ｄ）については，いずれも尤度比検定

の結果，有意差は認められなかった．従って，「試験の性格」，「受験資格」，「実施形態」は

説明変数から除外できることがわかった．また，モデル番号Ｄからさらに続けて「年間実

施回数」も除外して，「合格最低基準点公表の時期」と「受験手数料」の 2 つのみを説明変

数とした場合（モデル番号Ｆ）についても有意差は認められなかった．一方，モデル番号

Ｄから「受験手数料」を除外して「年間実施回数」と「合格最低基準点公表の時期」の 2

つのみを説明変数とした場合（モデル番号Ｅ），モデル番号Ｄから「合格最低基準点公表の

時期」を除外して「年間実施回数」と「受験手数料」の 2 つのみを説明変数とした場合（モ

デル番号Ｇ）については，尤度比検定の結果，P 値が 0.05 以下で有意となった．従って，「年
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ

試験の
性格

-14.8

実施形態 9.3 2.5 3.2

年間実施
回数

-13.0 -6.2 -10.9 -11.7 15.4 19.0

受験資格 -18.6 -13.1

合格最低基
準点公表の

時期
51.0 36.7 49.6 47.3 15.8 21.9

受験
手数料

41.8 21.4 30.4 28.9 15.3 14.9

ｂ -1.5 -1.9 -2.3 -2.3 -1.0 -2.3 -0.9

88% 87% 85% 85% 66% 85% 64%

2% 2% 2% 2% 8% 2% 9%

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

22.4 21.8 21.2 19.2 34.3 17.2 36.8

- 0.245 0.096 0.096 0.000 0.096 0.000

ＡＩＣ

尤度比検定
Ｐ値

モデル番号

ａi

寄与率

誤判別率

P 値

間実施回数」については説明変数として除外できる一方，「合格最低基準点公表の時期」と

「受験手数料」は除外せずに説明変数とすることが適切であることがわかった．最終的に

は，「合格最低基準点公表の時期」と「受験手数料」を説明変数として含むモデルのうち，

「合格最低基準点公表の時期」と「受験手数料」の 2 つのみを説明変数としたモデル（モ

デル番号Ｆ）が，寄与率は最大（85％），誤判別率は最少（2％），ＡＩＣも最小（17.2）と

なり，最もあてはまりがよいという結果が得られた． 

 

表 3.10 複数の設計仕様を説明変数とした分析結果 
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3.3 考察 

 

3.2.4 項で述べたように，国家試験について，試験問題公開と，試験問題公開に影響する

要因の関係性を明らかにするために，試験問題公開に影響する要因の代理指標として，試

験システムの設計仕様を用いたロジスティック回帰モデルを適用して分析したところ，合

格最低基準点公表の時期，受験手数料の 2 つのみを説明変数とするモデル（モデル番号Ｆ）

の適合度が最も高かったという結果が得られた． 

そこで，合格最低基準点公表の時期と受験手数料の 2 つを説明変数としたモデル（モデ

ル番号Ｆ）を用いて，国家試験の試験問題公開の状況を説明したものが表 3.11 である．表

3.11 によれば，試験毎の合格最低基準点を試験実施前に公表していて（設計仕様「合格最低

基準点公表の時期」が「0」に該当），受験手数料が全体の平均額（8293 円）未満である（設

計仕様「受験手数料」の項目が「0」に該当）試験については，試験問題を公開する判断が

なされる可能性は低いと説明される．これは実際の国家試験における試験問題公開の状況

と一致していることがわかる． 

表 3.11 国家試験における試験問題公開の状況 

 

 

従って，本論文においては，国家試験における試験問題公開の状況は，試験システムの

設計仕様として「合格最低基準点公表の時期」と「受験手数料」の 2 つのみを説明変数と

したモデルが最もよく説明できるという結果が得られた．すなわち，本論文の国家試験の

事例においては，試験システムの設計仕様として，「合格最低基準点公表の時期」と「受験

手数料」の 2 つが，試験問題公開と特に関連があることが示された．具体的には「試験毎

の合格最低基準点を試験実施前に公表」していて，「受験手数料が全体の平均額（8293 円）

未満である試験」場合，試験問題公開の可能性は低いと考えられた．一方，「合格最低基準

合格最低基
準点公表の

時期
受験手数料

公開する
確率

事象
非公開

(0)

公開
(1)

平均額未満(0) 9.5% 非公開 19 2

平均額以上(1) 100.0% 公開 0 6

平均額未満(0) 100.0% 公開 0 29

平均額以上(1) 100.0% 公開 0 29

実施後
(1)

試験の設計仕様 モデルによる説明
試験問題の公開

の状況

実施前
(0)
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点公表の時期」と「受験手数料」の 2 つに比べると，他の 4 つの設計仕様「実施形態」「受

験資格」「試験の性格」「年間実施回数」については，今回の事例においては，試験問題公

開と関連は低いと考えられた． 

そこで上記の試験システムの設計仕様において，考え得る試験問題公開に影響する要因

を検討することにより，その背後にある，試験問題公開と試験問題公開に影響する要因の

関係性を明らかにすること（試験問題公開に影響する要因の構造化）を検討した． 

まず「合格最低基準点公表の時期」は，3.2.3 項(3)⑤で述べたように，試験毎の合格最低基

準点を試験実施前に公表しているか，試験実施後に公表しているかを示す項目であり，合

格最低基準点を実施前に公表している試験と合格最低基準点を実施後に公表している試験

とがある．試験毎の合格最低基準点を事前に公表した上で試験を実施する場合，合格最低

基準点を実施後に公表している試験とは異なり，実施結果をふまえて合格最低基準点を調

整することは難しい．なぜなら，試験問題の難易度が変動すると実質の合否基準が変動し

てしまうからである．そこで，このような場合，試験のレベルが変動すると実質の合格最

低基準点も変動してしまうので，試験問題の難易度調整を労力と時間をかけて慎重に行う

必要がある．試験問題の難易度調整の 1 つの方法としては，実施して結果がわかっている

試験問題を繰り返し使用する方法がある．しかし試験問題を繰り返し使用し，公開された

試験問題と同じ問題を出した場合，試験問題の範囲の正解を暗記するなどして，本質的な

内容の理解がなくても解答できてしまうことになり，本来の試験の目的を達成できない懸

念が生じてしまう．そのため，試験問題を公開することは適切ではないとの判断がなされ

ると説明できる．よって，試験問題公開に影響する要因としては，特に「将来の試験のた

めに，過去の試験問題を再利用するかどうか（過去の試験問題の再利用度）」と密接に関わ

りがあると考えられた． 

次に「受験手数料」は，3.2.3 項(3)⑥で述べたように，試験を受験するための費用が分析

対象とする試験の平均額未満か，平均額以上かを示す項目であり，受験手数料が平均額未

満の試験と受験手数料が平均額以上の試験とがある．受験手数料が平均額未満の試験では，

比較的低い費用で実施運営するために試験問題開発の効率化を図っていると考えられる．

その場合，受験対策をされないような問題を毎回一から開発することは効率的ではなく，

適切な問題を出題し続ける 1 つの方法として，実施した結果がわかっている試験問題を繰

り返し使用する場合がある．試験問題を繰り返し使用する場合に試験問題を公開してしま

うと，上述のように本質的な内容の理解がなくても解答できてしまうことになり，本来の

試験の目的を達成できない懸念が生じてしまうため，試験問題を公開にすることは適切で

はないとの判断がなされると説明できる．一方，受験手数料が平均額以上の試験では，試

験問題を公開することにより毎回新しく試験問題を開発するため負担が増加することにな

ったとしても，負担を受容する余地があると考えられる．そのため，試験問題を公開する

ことが適切であるとの判断がなされると説明できる．よって，試験問題公開に影響する要

因としては，特に「新しい試験問題を開発するための労力増加を受容するかどうか（試験
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試験問
題の再
利用度 

試験問題公開
の 

決定 

試験問
題開発
の労力
増加の
受容度 

問題開発の労力増加の受容度）」と密接に関わっており，また「将来の試験のために，過去

の試験問題を再利用するかどうか（過去の試験問題の再利用度）」とも関わりがあると考え

られた． 

 

以上のように，本論文の国家試験の事例において，第 2 章の結果をふまえて試験問題公

開に影響する要因の構造を推定したところ，第 2 章で示した 5 要因のうち，特に「試験問

題の再利用度」及び「試験問題開発の労力増加の受容度」が影響していることが示唆され

た（図 3.6）． 

 

 

図 3.6 国家試験における試験問題公開に影響する要因の構造化 
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3.4 結言 

 

本章では，試験問題公開の状況について網羅的な調査を行い，調査によって得られた実

証データに基づいて定量的な分析を行い，試験問題公開と，試験問題公開に影響する要因

の関係性について明らかにすること（試験問題公開に影響する要因の構造化）を目的とし

た． 

まず具体的事例として，わが国で社会的影響力の大きい試験といえる国家試験，すなわ

ち「国が法令等に基づき設けている資格制度」313 制度のうち，試験を実施しているもの

158 制度について，試験問題公開の状況を網羅的に調査した． 

その結果，国家試験においても，総務省による勧告にもかかわらず，必ずしもすべての

試験が実施した試験問題を公開しているわけではなく，最終的に 57 制度 94 試験中 7 制度

19 試験については，実施した試験問題そのものをウェブサイトに掲載していておらず，試

験問題を非公開にしていることが明らかになった． 

次に，試験問題公開に影響する要因の代理指標として，年間実施回数や受験資格のよう

に，試験システムの基本に関わると考えられる設計仕様 6 因子について，試験システムの

設計仕様を用いたロジスティック回帰分析を適用して分析することにより，試験問題公開

と試験システムの設計仕様の関係性を明らかにした． 

その結果，尤度比検定の結果，P 値が 0.05 以下で有意となったモデルのうち，特に試験

システムの設計仕様として「合格最低基準点公表の時期」と「受験手数料」の 2 因子のみ

を説明変数としたモデルについては，寄与率は最大（85％），誤判別率は最少（2％），ＡＩ

Ｃも最小（17.2）となり，最もあてはまりがよいとことを示した． 

すなわち，国家試験における試験問題公開の状況は，試験システムの設計仕様として「合

格最低基準点公表の時期」と「受験手数料」の 2 つのみを説明変数としたモデルが最もよ

く説明できるという結果が得られた． 

この結果に基づいて，第 2 章の結果をふまえて試験問題公開に影響する要因の構造を推

定したところ，第 2 章で示した 5 要因のうち，特に「試験問題の再利用度」及び「試験問

題開発の労力増加の受容度」が影響していることが示唆された． 
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第 4 章 結論 

 

4.1 全体のまとめ 

 

本論文では，試験システムを設計する際の 1 つの視点として，試験実施後に使用した試

験問題を広く一般に公開するか公開しないか（試験問題公開），例えば，誰でも見られるよ

うウェブサイトに掲載するどうか，に着目した．試験問題公開は，特にわが国では情報公

開という意味を持ちながらも，試験問題は厳重な管理のもとで様々なリソースを投入して

得た重要な「知的資産」であるため，試験問題を一般に公開することは，その資産として

の価値や測定ツールとしての精度に大きな影響を与えると考えられた．しかし，試験シス

テムの設計と複雑に関わっていることについては教育評価や心理測定の研究者以外にはあ

まり知られていなかった． 

本論文では，試験を実施する目的に合わせて試験システムを設計すること（試験システ

ムの適切な設計）を目指し，試験システムの設計に携わる者が，わが国における社会の要

請を考慮し，かつ，試験システムの設計への影響を見極めた上で試験実施後に使用した試

験問題を公開するか公開しないか（試験問題公開）を適切に決定することができるよう，

試験問題公開を決定するための判断モデルを提示することを目的とした． 

 

本論文では，以下の枠組みで研究を行った． 

第 1 章では，研究の背景として，社会において試験が果たす役割や試験システムの適切

な設計の重要性を示した．そして本論文において，試験システムの設計に関わる視点の 1

つとして試験問題公開に着目することの意義と先行研究及びその課題を示し，本論文の意

義と目的を明確にした． 

第 2 章では，試験システム設計上の試験問題公開に影響する要因となり得るものを明確

にすることを目的とした．試験問題公開が試験システムの設計と複雑に関わっていること

について教育評価や心理測定の研究者以外にはあまり知られていない現状に鑑み，まずこ

れまで教育評価や心理測定の研究者によってなされた試験問題公開に関する報告に基づい

て，試験システム設計と試験問題公開に関する指摘を系統立てて整理し，試験システム設

計上の試験問題公開に関する問題点を明確にした．また，内閣府の閣議決定や総務省の勧

告など国が提示している指針や公的制度が掲げる方針に基づいて，試験問題公開に関する

国の動向や社会の要請を明確にした．さらに，わが国の公的制度の 1 つである情報公開制

度を具体的事例として，開示決定等に対して不服申立てがなされた事案，「情報公開・個人

情報保護関係 答申・判決データベース」の答申 11,183 件のうち試験問題を対象とする全
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ての事例 15 件について，試験問題公開の決定に至る検討経緯等を俯瞰して対比させること

により，試験システム設計上の試験問題公開に関する問題点や社会の要請をふまえて，試

験問題公開に関する価値判断の分析を行った．その結果， 

(a) 過去の試験問題の公開を透明性確保の必要条件とするかどうか（試験問題公開によ

る透明性確保の必要度） 

(b) 試験の難易度調整や得点の比較のために，過去の試験問題を再利用するかどうか（試

験問題の再利用度） 

(c) 過去の試験問題を活用した試験対策を許容するかどうか（試験問題を活用した試験

対策の許容度） 

(d) 新しい試験問題を開発するための労力やコストが増加することを受容するかどうか

（試験問題開発の労力増加の受容度） 

(e) 過去の試験問題や実施した結果の情報を管理しているかどうか（試験問題の情報管

理度） 

の 5 つが試験システム設計上の試験問題公開に影響する要因となり得ることが示唆された． 

第 3 章では，試験問題公開の状況について網羅的な調査を行い，調査によって得られた

実証データに基づいて定量的な分析を行い，試験問題公開と，試験問題公開に影響する要

因の関係性について明らかにすること（試験問題公開に影響する要因の構造化）を目的と

した．試験問題公開に影響する要因についての調査報告がほとんどなされていない現状に

鑑み，まず具体的事例として，わが国で社会的影響力の大きい試験といえる国家試験，す

なわち「国が法令等に基づき設けている資格制度」313 制度のうち，試験を実施しているも

の 158 制度について，試験問題公開の状況を網羅的に調査した．その結果，国家試験にお

いても，総務省による勧告にもかかわらず，必ずしもすべての試験が実施した試験問題を

公開しているわけではなく，最終的に 57 制度 94 試験中 7 制度 19 試験については，実施し

た試験問題そのものをウェブサイトに掲載していておらず，試験問題を非公開にしている

ことが明らかになった．次に，国家試験について，試験問題公開に影響する要因の代理指

標として，年間実施回数や受験資格のように，試験システムの基本に関わると考えられる

設計仕様 6 因子について，試験問題公開と試験の設計仕様との関係について分析した．さ

らに，本実証データに基づいて，試験システムの設計仕様を用いたロジスティック回帰分

析を適用して分析することにより，試験問題公開と試験システムの設計仕様の関係性を明

らかにした．その結果，尤度比検定の結果，P 値が 0.05 以下で有意となったモデルのうち，

特に試験システムの設計仕様として「合格最低基準点公表の時期」と「受験手数料」の 2

因子のみを説明変数としたモデルについては，寄与率は最大（85％），誤判別率は最少（2％），

ＡＩＣも最小（17.2）となり，最もあてはまりがよいとことを示した．すなわち，国家試験

における試験問題公開の状況は，試験システムの設計仕様として「合格最低基準点公表の

時期」と「受験手数料」の 2 つのみを説明変数としたモデルが最もよく説明できるという

結果が得られた．この結果に基づいて，第 2 章の結果をふまえて試験問題公開に影響する
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要因の構造を推定したところ，第 2 章で示した 5 要因のうち，特に「試験問題の再利用度」

及び「試験問題開発の労力増加の受容度」が影響していることが示唆された． 

結論として，第 2 章の結果からは，試験問題公開に影響する要因として，(a)試験問題公

開による透明性確保の必要度，(b)試験問題の再利用度，(c)試験問題を活用した試験対策の

許容度，(d)試験問題開発の労力増加の受容度，(e)試験問題の情報管理度の 5 つが得られた．

さらに第 3 章の結果からは，国家試験の試験問題公開においては，上記 5 要因のうち，特

に「試験問題の再利用度」及び「試験問題開発の労力増加の受容度」が影響していること

が示唆された．そしてこれらの要因は，試験問題公開を決定する際の判断基準になると考

えられた． 

 

よって，本論文の研究成果として，わが国の公的試験における試験問題公開について，「試

験問題の再利用度」及び「試験問題開発の労力増加の受容度」を優先項目とする上記 5 要

因を判断基準とする，試験問題公開を決定するための判断モデルを提示することができた

（図 4.1）． 
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図 4.1 試験問題公開を決定するための判断モデル 
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4.2 社会に与えるインパクト 

 

試験問題は厳重な管理のもとで様々なリソースを投入して得た重要な「知的資産」であ

る．そして実施後に試験問題を広く一般に公開すること（試験問題公開）は，試験システ

ムの設計に関わる重要な視点である．なぜなら試験問題公開は，特にわが国では情報公開

という意味を持ちながらも，その資産としての価値や測定ツールとしての精度に大きな影

響を与えるからである． 

しかしわが国においては，試験問題公開は当たり前と認識されることが多い．試験シス

テム設計の観点からは試験の公平性や品質保証の観点からは懸案があることや社会の要請

である透明性確保のためには必ずしも唯一の手段とは限らないことなど，教育評価や心理

測定の研究者からは試験システム設計に密接に関係するとして懸案が指摘されていながら

も，理解が得られてないと考えられる．またこれまでの研究や報告においても，状況の記

述や懸案の指摘にとどまっていて，実証的な調査や分析についての報告はほとんどなかっ

た．これまでは試験問題公開については，研究者から社会に対する情報発信が充分とはい

えなかった． 

今回本論文の研究成果として得られた判断モデルは，試験システム設計の指針である「テ

スト・スタンダード」（日本テスト学会，2007）について，社会の要請もふまえて補完し得

るものと考える．それは，本判断モデルは，試験システム設計上の問題点のみならず，社

会の要請をふまえた上で構築した点で，より社会に貢献するものであると考えるからであ

る．本判断モデルを提示することにより，例えば新しく試験システムを構築する際に，社

会の理解と試験システムの設計への影響の双方を考慮して試験問題公開を決定することが

できるようになることが期待される． 

わが国ではこれまで試験問題公開は，「日本的試験文化」の特徴の 1 つとして実務上当然

のこととされてきた．それは，試験の公平性を担保するための手段として，年 1 回一斉実

施にみられるような受験者全員に一斉に競争させることが可能な状況が前提だったと考え

られる．そしてまさに今，大学入試をはじめとする各種試験において，「個人の能力と可

能性を開花させ，全員参加による課題解決社会を実現するための教育の多様化と質保証の

在り方について（答申）」（文部科学省，2016）が公表されたり，「新しい時代にふさわ

しい高大接続の実現に向けた高等学校教育，大学教育，大学入学者選抜の一体的改革につ

いて」（文部科学省，2014）が公表されたりするなど，試験システムも含めた教育制度全

般の改革に関する政策の検討が進んでいるところである．しかし答申などによれば，試験

問題公開については，単独の検討事項には挙げられていない．そのため，従来の試験シス

テム設計と同様に，試験問題公開について特段の考慮をすることなく，試験システムの設

計がなされる可能性もある． 

本論文の研究成果である判断モデルを提示することにより，試験問題公開について検討
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の俎上に載せることができれば，競争原理のみに依存せずに試験の公平性や品質を担保す

ることが可能になると考えられる．それは，これらわが国の試験の在り方についての政策

検討においても有益な知見を与えるものになると考える． 

 

4.3 今後の課題 

 

試験問題公開については，近年になって検討され始めたところであり，現時点では実証

的な調査や分析についての報告も少ない．そして本論文においても以下のような点につて

限界がある．試験問題公開に影響する要因の分析においては，本論文では第三者による複

数の事例を対象としたものであるため一定の妥当性はあると考えているが，より一層精度

をあげるためには，量的研究が必要と考える．また国家試験の事例においても，要因の候

補となる試験の設計仕様について，本論文では試験問題公開との関係を明らかにできたも

のを候補とした．従って試験問題公開の決定のためには，他の設計仕様についても検討す

る余地が残ると考える．また，優先順位付けのための分析の手法についても説明し得る一

例を示したに過ぎない．さらには，判断モデルの提示においても本論文では試験システム

の設計仕様を代理指標として用いた分析であるため，将来的には試験問題公開に影響する

要因そのものについて調査し，分析を行う必要があると考える． 

今後は，上記残された課題をふまえた上で，例えば，試験問題公開に影響し得る要因に

関する調査データを得るなどして，より精査された試験問題公開の判断モデルを提示する

ことを試みる．最終的には，試験システムを設計する際に適切に試験問題公開について決

定するための知見を社会に発信できるよう，社会的責任を果たすべく研究を進めていく所

存である． 

 

  



 

74 

 

謝辞 

 

本論文の執筆を終えて，これまでの研究活動を振り返ってみますと，大変多くの方々の

ご指導ご協力をいただきましたことが改めて思い起こされます． 

 

金沢工業大学大学院工学研究科システム設計工学専攻の杉光一成教授には，本研究を進

める全ての過程において，指導教員として厳しい指導と叱咤激励を賜りました．本論文を

纏めるに際しては，多忙を極める中快く時間を割いてくださり，深い思慮の下にご指導を

賜りました．また至らない学生であったため，遅々として研究活動が進まず，時に迷走し

がちなところを，辛抱強く適切な方向に導いてくださいました．心より感謝申し上げます． 

金沢工業大学副学長である神宮英夫教授には，本研究活動を遂行するに際し，研究内容

について構想段階から工学研究としてのあるべき姿としてのご指導を賜りました．さらに

は審査委員として本論文の審査を通じ，本論文の社会的な意義までも見据えたご指導を賜

りました．深く感謝申し上げます． 

金沢工業大学大学院イノベーションマネジメント専攻主任である加藤浩一郎教授には，

本研究活動を遂行するに際し，長きに亘り，時に厳しく時に温かくご指導と叱咤激励を賜

りました．さらには審査委員として本論文の審査を通じ，特に博士課程の研究として求め

られる質についてのご指導を賜りました．深く感謝申し上げます． 

金沢工業大学情報フロンティア学部の田中吉史教授には，審査委員として本論文の審査

を通じ，特に本研究の枠組みや研究成果の今後の展望についてご指導及び示唆に富むご助

言を賜りました．深く感謝申し上げます． 

金沢工業大学大学院工学研究科システム設計工学専攻主任である出原立子教授には，本

論文の審査を通じ，幅広い視野からのご指導を賜りました．深く感謝申し上げます． 

金沢工業大学名誉学長である石川憲一教授には，本論文の審査を通じ，本論文を纏める

に際しての基本的な事項についてご指導賜りましたことを感謝申し上げます． 

金沢工業大学教務部長である森本喜隆教授には，本論文を纏めるに際しての基礎的な部

分についてのご指導を賜りましたことを感謝申し上げます． 

 

東北大学大学院教育学研究科教育設計評価専攻の柴山直教授には，研究活動を遂行する

に際し，本研究の原点となる数多くの知見や有意義なご助言を賜りました．さらには審査

委員として本論文の審査を通じ，研究が至らない点についてより精査されるよう的確なご

指導を賜りました．深く感謝申し上げます． 

 

東京大学先端科学技術研究センターの渡部俊也教授，東京大学総括プロジェクト機構知

的資産経営総括寄付講座の犬塚篤特任准教授（当時．現名古屋大学大学院経済学研究科産
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業経営システム専攻教授）には，博士後期課程の研究を始めたばかりの時期に，特に研究

を進める際の心構えや研究者としての姿勢についてご指導を賜りましたことを深く感謝申

し上げます． 

 

本論文の主要部分である論文を採択，掲載していただいた日本テスト学会，日本感性工

学会の論文査読者の方には，査読を通じて，それぞれのご専門の立場から本論文へ有意義

な指摘をいただき，より精査されたものとすることができましたことを感謝いたします． 

特に日本テスト学会の皆様には，本論文のテーマについて社会的学術的意義を認め，ご

支援いただきましたことを感謝申し上げます． 

株式会社ベネッセコーポレーション東京本部の旧アセスメント開発室の皆様には，在職

中に，本論文に関わる研究のバックグランドとなる知見をご教示いただきましたことを感

謝いたします．  

そして，研究活動を遂行するにあたり，本研究内容に直接かかわらずとも多様な観点か

ら様々な助言をいただいた研究者の皆様には，お名前を全て挙げることはできませんが，

皆様からいただいた全てが，本研究を遂行し，本論文の纏める際の糧となっていますこと

をこの場をお借りして御礼申し上げます．  

 

佐藤駿介様をはじめとする金沢工業大学大学事務局教務課の皆様，高田理尋様，安孫子

真紀様をはじめとする金沢工業大学大学院虎ノ門事務室の皆様には，常に時間に余裕がな

く慌ただしく事務手続や会議やに向けた準備をする中で，柔軟かつ迅速にご対応ください

ましたことを御礼申し上げます． 

勤務先である一般財団法人知的財産研究教育財団（旧一般社団法人知的財産教育協会）

の皆様には，研究活動に勤しむため休みがちであった期間には，特に日々の業務において

ご迷惑をかけることも多く，直接的間接的なサポートをいただきました．改めて御礼申し

上げます． 

 

最後に，いつも私の体調を気遣ってくれていながら，ちょうど論文執筆している期間に

闘病生活を続け，2017年 1月 18日に他界した義理の母，人生の師として本日に至るまで様々

なことを教わり，社会人として自立するための心身の全ての基礎を育んでくれた両親，そ

して，多くの負担をかけながらも嫌な顔一つせず，変わることなく最大限の理解を示し，

惜しみない支援と精神的な支えをしてくれた夫に，深く感謝いたします． 
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注釈 

 

[1] 例えば以下のウェブサイトで誰でも容易に確認することができる． 

 【大学入試センター 過去 3 年分の試験問題】

（ http://www.dnc.ac.jp/data/kakomondai.html ） （ 最終参照日：2017.2.19 ） 

 【東京大学 学部入学 過去問題】 （ http://www.u-tokyo.ac.jp/stu03/e01_04_j.html ）

（ 最終参照日：2017.2.19 ） 

 【厚生労働省 第 110 回医師国家試験の問題および正答について】 

  （http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp160411-01.html ） 

  （ 最終参照日：2017.2.19 ） 

[2] 試験問題に関係するものとしては，情報公開制度などがある． 

 【総務省 情報公開制度】

( http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/jyohokokai/index.html ) （ 最終参照

日：2017.2.19 ） 

[3] 日本の医師国家試験にあたるものである．以下のように記載されている． 

 "The United States Medical Licensing Examination  

 Examination Day and Testing 

 Rules of Conduct 

 7.You will not remove test content from the test center by any means. 

 8.You will maintain the confidentiality of the materials, including, but not limited to, the 

 multiple-choice items and the case content for Step 2 CS and Primum CCS. You will not 

 reproduce or attempt to reproduce examination materials through recording, memorization, 

 or by any other means. Also, you will not provide information relating to examination 

 content to anyone who may be taking or preparing others to take the examination. This 

 includes postings regarding examination content and/or answers on the Internet. " 

  （ http://www.usmle.org/bulletin/testing/ ） （ 最終参照日：2017.2.19 ） 

[4] 日本の司法試験にあたるものである．以下のように記載されている． 

 "The New York bar examination  

 NEW YORK STATE BOARD OF LAW EXAMINERS  

 33. FRAUD, DISHONESTY AND OTHER MISCONDUCT  

 B. Specific Misconduct  

 " The Following Conduct is Prohibited  

 Removing or attempting to remove any examination material (question booklet, answer 

 booklet, notes, instructions, etc.) from the exam room. " 

 （ http://www.nybarexam.org/TheBar/NYBarExamInformationGuide.pdf ） （ 最終参照
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日：2017.2.19 ） 

[5] New York Education Section 342 - Disclosure Of Test Contents. 

( http://law.onecle.com/new-york/education/EDN0342_342.html ) （最終参照日：2017.2.19 ） 

[6] 例えば医師国家試験（厚生労働省 医師国家試験改善検討部会），弁理士試験（特許庁 

産業構造審議会知的財産分科会弁理士制度小委員会），司法試験（法務省 法曹養成

制度改革連絡協議会），大学入試（文部科学省 中央教育審議会）等，それぞれの専

門部会等で，該当の試験についてのみ検討されている．例として，医師国家試験の

場合，議論の経緯や論点は明らかにされているが，他の国家試験（例えば司法試験

など）とあわせて検討されているわけではない． 

 【厚生労働省 医師国家試験改善検討委員会】医師国家試験改善検討委員会報告書

（2003 年 4 月 17 日付）参照 

（ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=127288 ） （ 最終参照日：

2017.2.19 ） 

 【厚生労働省 医道審議会 （医師分科会医師国家試験改善検討部会）】 報告書（2007

年 3 月 16 日付，2011 年 6 月 9 日付），議事録（2006 年 8 月 11 日付，2010 年 12 月 24

日付）等参照（ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-idou.html?tid=127792 ） （ 最

終参照日：2017.2.19 ） 

[7] 【入試過去問題活用宣言】（ http://www.nyushikakomon.jp/ ） （ 最終参照日：2017.2.19 ） 

[8] 「入試過去問題活用宣言」には国公私立大学 109 大学が参加している（2016 年 2 月 5

日現在）．一方文部科学省が実施した平成 27 年度学校基本調査によれば，国公私立

大学は 779 大学である（2015 年 5 月 1 日現在）． 

 【文部科学省 学校基本調査－平成 27 年度（確定値）結果の概要－】

（ http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/kekka/k_detail/1365622.htm ） 

（ 最終参照日：2017.2.19 ） 

[9] この点についてはシンポジウムでも議論されている． 

 【日本テスト学会 第 8 回研究会（公開シンポジウム） 『テスト実践場面における

重要課題の解決策を探る－テスト項目の再利用と項目内容の開示の是非－』2007 年

12 月 22 日】（ http://www.jartest.jp/study8.html ） （ 最終参照日：2017.2.19 ） 

[10] 行政手続法によれば，「勧告」は，「指導」「助言」と同様に，「行政指導」の 1 つであ

って，公権力の行使に当たる行為である「処分」には該当しない（行政手続法 第 2

条）．また，「行政指導」はあくまでも任意の協力によってのみ実現されるものであ

る（行政手続法 第 32 条）．しかしながら，試験問題の開示に関わる勧告（総務庁（当

時）;2000; 総務省，2011b）に関していえば，「勧告」後に，改善措置状況への回答

が求められ，その結果は公開されることから，「勧告」は一定程度の強制力を持ち，

従わない場合には，理由が必要であると考えられる． 

 行政手続法 （http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO088.html） （ 最終参照日：
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2017.2.19 ） 

[11] 国家試験の 1 つである情報処理技術者試験（ＩＴパスポート試験）においては，受験

要領に試験問題は非公開であることを明示しており，さらには受験者に対して受験

にあたり「試験問題の非開示（漏洩しないこと）への同意」を求めている． 

 【ＩＴパスポート試験 受験案内 受験要領 5．試験問題の非開示（漏洩しないこ

と）への同意】

（ https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/examination/exam_summary.html ）（ 最終参

照日：2017.2.19 ） 

[12] 行政機関の保有する情報の公開に関する法律  

（ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO042.html ） 

[13] 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 

（ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO140.html ） 

[14] 情報公開制度の目的は，「行政機関・独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を

図り，もって政府・独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務が全

うされるようにすること」である． 

 【総務省 情報公開制度 公開法制の概要 1 目的】

（ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/jyohokokai/gaiyo.html ）（ 最終参

照日：2017.2.19 ） 

[15] 医師国家試験においては，医師国家試験改善検討委員会報告書での指摘をふまえ，試

験問題のプール制を導入するため実施後に試験問題を回収していた．これに対し，

情報公開制度を利用した開示請求がなされることとなり，情報公開・個人情報審査

会は，最終的に試験問題を開示すべきと判断した．これを受けて，回収していた期

間の問題とあわせて，試験問題は公開されるようになった（なお下記「情報公開・

個人情報保護審査会」は，2016 年 4 月 1 日に内閣府から総務省に移管されている）． 

 【情報公開・個人情報保護審査会：医師国家試験の問題用紙及び正答値表の一部開

示決定に関する件（平成 17 年度（行情）答申第 129 号，第 130 号及び第 133 号）】 

（ http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9929094/www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/h17-03/1

29-133.pdf ）（ 最終参照日：2017.2.19 ） 

[16] 不服申立ての際には，従来の行政不服審査法では，「異議申立て」又は「審査請求」

をすることができたが，法改正により，2016 年 4 月 1 日以降は「異議申立て」は廃

止され，「審査請求」に一元化された． 

 【行政不服審査法】 （ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H26/H26HO068.html） （最終参

照日：2017.2.19 ） 

[17] 「情報公開・個人情報保護審査会」を構成する委員は，優れた識見を有する者のうち

から，両議院の同意を得て，内閣総理大臣が任命すると規定されている（情報公開・

個人情報保護審査会設置法 第 4 条）．例えば，2014 年 10 月 1 日現在では，「情報公

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9929094/www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/h17-03/129-133.pdf
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9929094/www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/h17-03/129-133.pdf
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H26/H26HO068.html
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開・個人情報保護審査会」における委員 15 名のうち，弁護士 3 名，大学教授 6 名，

公認会計士 1 名，元裁判官 2 名，元検事 2 名，元内閣府 1 名となっており，大学教

授は全員法学研究科・法務研究科・法学部の所属である．それぞれの審査会はこの

うち 3 名から構成され，担当した委員の氏名は答申に記載される．但し，個々の答

申においてはそれぞれの委員の専門性についての記述はない．なお「情報公開・個

人情報保護審査会」は，2016 年 4 月 1 日に内閣府から総務省に移管された． 

 【内閣府 情報公開・個人情報保護審査会 情報公開・個人情報保護審査会委員名

簿】

（ http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9929094/www8.cao.go.jp/jyouhou/yoshiki/meibo.

html ） （ 最終参照日：2017.2.19 ） 

[18] 以下の資料を参照した（なお下記「情報公開・個人情報保護審査会」は，2016 年 4

月 1 日に内閣府から総務省に移管されている）． 

 【総務省 開示決定・不開示決定に対する不服申立て】

（ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/jyohokokai/huhuku.pdf ） （ 最終

参照日：2017.2.19 ） 

 【内閣府 情報公開・個人情報保護審査会 情報公開・個人情報保護審査会におけ

る調査審議の流れ】 

  （ http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9929094/www8.cao.go.jp/jyouhou/gaiyou/nagare.pdf ） 

（ 最終参照日：2017.2.19 ） 

[19] 総務省 情報公開・個人情報保護関係 答申・判決データベース

（ http://koukai-hogo-db.soumu.go.jp/ ） （ 最終参照日：2017.2.19 ） 

[20] 情報公開制度においては，開示請求があった情報は，不開示情報が記録されている場

合を除き，開示しなければならないとされていることから，開示すべきとされる事

例が多い．総務省によれば，2013 年度（平成 25 年度）において行政機関及び独立行

政法人等が受け付けた情報公開についての請求件数は 110,662 件であり，そのうち

101,417 件について開示決定等がなされ，内訳としては，全部を開示する決定が 42,022

件（41.4%），一部を開示する決定が 56,464 件（55.7%）であるのに対し，不開示決定

は 2,931 件（2.9%）であった．そして，2013 年度（平成 25 年度）にされた不服申立

ての件数は 1167 件であった．但し，対象となる文書が試験問題である事例がどの程

度含まれているかについては，把握していない． 

 【総務省 開示請求できる文書】

（ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/jyohokokai/kaiji.html ） （ 最終参

照日：2017.2.19 ） 

 【総務省 （2013）. 平成 25 年度施行状況調査結果】 

（ http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyokaku/02gyokan06_03000046.html ） （ 最

終参照日：2017.2.19 ） 

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9929094/www8.cao.go.jp/jyouhou/yoshiki/meibo.html
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9929094/www8.cao.go.jp/jyouhou/yoshiki/meibo.html
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9929094/www8.cao.go.jp/jyouhou/gaiyou/nagare.pdf
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[21] 項目名は「異議申立人の主張の要旨」であるが，「審査請求人の主張の要旨」も対象

に含まれている． 

[22] 法（行）は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」を，法（独）は「独立行

政法人等の保有する情報の公開に関する法律」を，それぞれ意味する． 

[23] 不正競争防止法では，①秘密管理性，②有用性，③非公知性の 3 要件をすべて満たし

ているものを「営業秘密」としている（不正競争防止法第 2 条第 6 項）． 

 （ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO047.html ） （ 最終参照日：2017.2.19 ） 

[24] 以下の通り公開されている． 

 【厚生労働省 医師等国家試験問題および正答について】

（ http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/10/tp1028-3/ ） （ 最終参照日：2017.2.19 ） 

[25] 総務省の報告書（2011a）によれば，「『業務独占』は，その資格を有する者でなけれ

ば一定の業務活動に従事することができないもの（弁護士，医師等）．『必置』は，『業

務独占』資格以外のもので，一定の事業場等において，その資格を有する者のうち

から管理監督者等として配置することが義務付けられているもの（高圧ガス製造保

安責任者，旅行業務取扱管理者等）．『名称独占等』は，『業務独占』及び『必置』資

格以外のもので，その資格を有するものでなければ一定の名称を用いることができ

ないもの又は単に専門的知識・技能を有する旨を公証等するもの（技術士，栄養士

等）．」とされている． 

[26] 総務省の報告書（2011a）によれば，「国が法令等に基づき設けている資格制度」は，

国家公安委員会（警察庁），金融庁，消費者庁，総務省，法務省，財務省，文部科学

省，厚生労働省，農林水産省，経済産業省，国土交通省及び環境省の 12 府省が所管

しており，一部に，複数の府省で共管している制度があるため，延べでは 317 制度

である（2010 年 7 月時点）． 

[27] 総務省の報告書（2011a）によれば，国家試験の実施形態には，「直轄（当該事業を国

や都道府県が直接実施しているもの）」と「委託等（事務の内容等を法令等で定め，

国又は都道府県が当該事務を国及び都道府県以外の特定の法人に制度的に行わせて

いるもの及びこれらに類する事業として，当省において整理したもの）」がある． 

[28] 司法試験の受験手数料は，インターネット申込で 27200 円であったが，平成 25 年度

の試験から郵送申込の 28000 円のみとなった．（司法試験受験手数料令） 

 司法試験受験手数料令 （http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17SE325.html ） （最終

参照日：2017.2.19 ） 
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技

術
者

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

ス
ペ

シ
ャ

リ
ス

ト
試

験
名

称
独

占
等

情
報

処
理

推
進

機
構

委
託

等
2

な
し

実
施

前
（
「
基

準
点

の
変

更
を

行
う

こ
と

が
あ

る
」
）

5
1
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.jp
o
.g

o
.jp

/
c
gi

/
lin

k.
c
g

i?
u
rl
=
/
to

ri
ku

m
i/

be
n
ri
sh

i/
be

n
ri
s

h
i2

/
h
2
4
be

n
ri
si

_t
an

.h
tm

弁
理

士
弁

理
士

業
務

独
占

特
許

庁
（
工

業
所

有
権

審
議

会
）

直
轄

1
な

し
実

施
後

（
変

動
）

1
2
0
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.j-
fs

a.
o
r.
jp

/
c
h
ie

f/
qu

al
ify

in
g_

e
xa

m
/
e
xa

m
_e

xa
m

pl
e
/
qu

e
st

io
n
.h

tm
l

貸
金

業
務

取
扱

主
任

者
―

必
置

日
本

貸
金

業
協

会
委

託
等

1
な

し
実

施
後

（
変

動
）

8
5
0
0

●
h
tt

p:
/
/
gy

o
se

i-
sh

ik
e
n
.o

r.
jp

/
m

o
n
da

i/
in

de
x.

h
tm

l
行

政
書

士
―

業
務

独
占

行
政

書
士

試
験

研
究

セ
ン

タ
ー

委
託

等
1

な
し

実
施

後
7
0
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.m
o
j.g

o
.jp

/
jin

ji/
sh

ih
o
u
sh

ik
e
n
/
jin

ji0
8
_0

0
0
6
7
.h

tm
l

弁
護

士
司

法
試

験
業

務
独

占
法

務
省

（
司

法
試

験
委

員
会

）
直

轄
1

あ
り

実
施

後
（
変

動
）

2
7
2
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.m
o
j.g

o
.jp

/
M

IN
J
I/

m
i

n
ji0

5
_0

0
1
2
3
.h

tm
l

司
法

書
士

―
業

務
独

占
法

務
省

直
轄

1
な

し
実

施
後

（
変

動
）

6
6
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.m
o
j.g

o
.jp

/
M

IN
J
I/

m
i

n
ji0

5
_0

0
1
3
0
.h

tm
l

土
地

家
屋

調
査

士
―

業
務

独
占

法
務

省
直

轄
1

な
し

実
施

後
（
変

動
）

7
2
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.c
u
st

o
m

s.
go

.jp
/
ts

u
k

an
sh

i/
4
5
_s

h
ik

e
n
/
4
5
sh

ik
e
n
_m

o
n

da
i.h

tm

通
関

士
―

必
置

財
務

省
（
税

関
）

直
轄

1
な

し
実

施
後

（
変

動
）

3
0
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.s
ss

c
.o

r.
jp

/
se

is
h
in

/
pa

st
_e

xa
m

/
in

de
x.

h
tm

l
精

神
保

健
福

祉
士

―
名

称
独

占
等

社
会

福
祉

振
興

・
試

験
セ

ン
タ

ー
委

託
等

1
あ

り
実

施
後

（
変

動
）

1
3
2
5
0

試
験

問
題

公
開

の
状

況
試

験
試

験
の

仕
様

資料 

表 3.12.1～7 国家試験の試験問題公開の状況と設計仕様(1)～(7) 

表 3.12.1 国家試験の試験問題公開の状況と設計仕様(1) 
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実
施

団
体

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
で

実
施

し
た

試
験

問
題

そ
の

も
の

を
掲

載

実
施

団
体

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
で

１
回

分
の

み
を

公
表

問
題

と
し

て
掲

載

実
施

団
体

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
で

以
前

に
実

施
し

た
問

題
を

公
表

問
題

と
し

て
掲

載

実
施

団
体

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
で

は
確

認
で

き
ず

掲
載

U
R

L
(最

終
参

照
日

：
 2

0
1
3
.5

.2
2
 )

制
度

名
称

試
験

名
称

試
験

の
性

格

試
験

実
施

団
体

実
施

形
態

年
間

実
施

回
数

受
験

資
格

合
否

基
準

公
表

の
時

期
受

験
手

数
料

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.m
h
lw

.g
o
.jp

/
to

pi
c
s/

2
0
1
2
/
0
4
/
tp

0
4
2
0
-
0
1
.h

tm
l

医
師

―
業

務
独

占
厚

生
労

働
省

直
轄

1
あ

り
実

施
後

（
変

動
）

1
5
3
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.a
h
ak

i.o
r.
jp

/
e
xa

m
in

a
ti
o
n
/
ar

c
h
iv

e
s.

h
tm

l
は

り
師

―
業

務
独

占
東

洋
療

法
研

修
試

験
財

団
委

託
等

1
あ

り
実

施
後

1
1
6
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.m
h
lw

.g
o
.jp

/
to

pi
c
s/

2
0
1
2
/
0
4
/
tp

0
4
2
0
-
0
3
.h

tm
l

保
健

師
―

名
称

独
占

等

厚
生

労
働

省
直

轄
1

あ
り

実
施

後
（
変

動
）

5
4
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.m
h
lw

.g
o
.jp

/
to

pi
c
s/

2
0
1
2
/
0
4
/
tp

0
4
2
0
-
0
3
.h

tm
l

看
護

師
―

業
務

独
占

厚
生

労
働

省
直

轄
1

あ
り

実
施

後
（
変

動
）

5
4
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.m
h
lw

.g
o
.jp

/
to

pi
c
s/

2
0
1
2
/
0
4
/
tp

0
4
2
0
-
0
6
.h

tm
l

理
学

療
法

士
―

業
務

独
占

厚
生

労
働

省
直

轄
1

あ
り

実
施

後
1
0
1
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.m
h
lw

.g
o
.jp

/
to

pi
c
s/

2
0
1
2
/
0
4
/
tp

0
4
2
0
-
0
6
.h

tm
l

作
業

療
法

士
―

業
務

独
占

厚
生

労
働

省
直

轄
1

あ
り

実
施

後
1
0
1
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.m
h
lw

.g
o
.jp

/
bu

n
ya

/
ke

n
ko

u
/
ka

n
ri
e
iy

o
u
sh

i/
2
6
/
in

de
x.

h
tm

l

管
理

栄
養

士
―

名
称

独
占

等

厚
生

労
働

省
直

轄
1

あ
り

実
施

後
6
8
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.b
m

e
c
.o

r.
jp

/
ko

kk
a/

建
築

物
環

境
衛

生
管

理
技

術
者

―
必

置
ビ

ル
管

理
教

育
セ

ン
タ

ー
委

託
等

1
あ

り
実

施
後

1
3
9
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.m
an

ka
n
.o

rg
/
ka

ko
m

o
n
da

i.h
tm

l
マ

ン
シ

ョ
ン

管
理

士
―

名
称

独
占

等

マ
ン

シ
ョ

ン
管

理
セ

ン
タ

ー
委

託
等

1
な

し
実

施
後

（
変

動
）

9
4
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.jm
bs

c
.o

r.
jp

/
h
p/

c
w

f
e
/
p0

1
2
0
.p

h
p

気
象

予
報

士
―

必
置

気
象

業
務

支
援

セ
ン

タ
ー

委
託

等
2

な
し

実
施

前
（
た

だ
し

，
「
平

均
点

に
よ

り
調

整
す

る
場

合
が

あ
り

」
）

1
1
4
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.k
yu

u
ko

u
.o

r.
jp

/
sh

ik
e

n
/
ky

u
u
su

is
o
u
c
h
i_s

h
ik

e
n
.h

tm
l

給
水

装
置

工
事

主
任

技
術

者
―

必
置

給
水

工
事

技
術

振
興

財
団

委
託

等
1

あ
り

実
施

後
1
6
8
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.e
c
c
j.o

r.
jp

/
m

gr
1
/
te

st
_p

as
t/

in
de

x.
h
tm

l
エ

ネ
ル

ギ
ー

管
理

士
―

必
置

省
エ

ネ
ル

ギ
ー

セ
ン

タ
ー

委
託

等
1

な
し

実
施

前
1
7
0
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.r
e
ti
o
.o

r.
jp

/
pa

st
/
pa

st
_q

u
e
s_

an
s.

h
tm

l
宅

地
建

物
取

引
主

任
者

―
必

置
不

動
産

適
正

取
引

推
進

機
構

委
託

等
1

な
し

実
施

後
7
0
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.s
b.

rb
c
.o

r.
jp

/
2
0
0
6
/
1

1
/
po

st
.h

tm
l

美
容

師
―

業
務

独
占

理
容

師
美

容
師

試
験

研
修

セ
ン

タ
ー

委
託

等
2

あ
り

実
施

後
1
3
8
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.k
an

ri
ky

o
.o

r.
jp

/
ka

n
ri

/
si

ke
n
_h

2
4
/
do

w
n
lo

ad
.h

tm
l

管
理

業
務

主
任

者
―

必
置

高
層

住
宅

管
理

業
協

会
委

託
等

1
な

し
実

施
後

8
9
0
0

試
験

問
題

公
開

の
状

況
試

験
試

験
の

仕
様

表 3.12.2 国家試験の試験問題公開の状況と設計仕様(2)（続き） 
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実
施

団
体

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
で

実
施

し
た

試
験

問
題

そ
の

も
の

を
掲

載

実
施

団
体

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
で

１
回

分
の

み
を

公
表

問
題

と
し

て
掲

載

実
施

団
体

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
で

以
前

に
実

施
し

た
問

題
を

公
表

問
題

と
し

て
掲

載

実
施

団
体

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
で

は
確

認
で

き
ず

掲
載

U
R

L
(最

終
参

照
日

：
 2

0
1
3
.5

.2
2
 )

制
度

名
称

試
験

名
称

試
験

の
性

格

試
験

実
施

団
体

実
施

形
態

年
間

実
施

回
数

受
験

資
格

合
否

基
準

公
表

の
時

期
受

験
手

数
料

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.j-
sm

e
c
a.

jp
/
c
o
n
te

n
ts

/
0
1
0
_c

_/
sh

ik
e
n
m

o
n
da

i.h
tm

l

中
小

企
業

診
断

士
―

名
称

独
占

等

中
小

企
業

診
断

協
会

委
託

等
1

な
し

実
施

前
（
た

だ
し

，
「
試

験
委

員
会

が
相

当
と

認
め

た
得

点
比

率
」
）

1
3
0
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.jn
to

.g
o
.jp

/
jp

n
/
in

te
r

pr
e
te

r_
gu

id
e
_e

xa
m

s/
qu

e
st

io
n
_a

rc
h
iv

e
.h

tm
l

通
訳

案
内

士
―

業
務

独
占

国
際

観
光

振
興

機
構

委
託

等
1

な
し

実
施

前
（
た

だ
し

，
「
実

際
の

平
均

点
に

よ
っ

て
合

格
基

準
点

は
調

整
」
）

8
7
0
0

●
h
tt

p:
/
/
h
o
yo

ky
o
.o

r.
jp

/
e
xa

m
/
pa

s
tt

e
st

/
保

育
士

―
名

称
独

占
等

全
国

保
育

士
養

成
協

議
会

委
託

等
1

あ
り

不
詳

1
2
7
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.s
ss

c
.o

r.
jp

/
sh

ak
ai

/
p

as
t_

e
xa

m
/
in

de
x.

h
tm

l
社

会
福

祉
士

―
名

称
独

占
等

社
会

福
祉

振
興

・
試

験
セ

ン
タ

ー
委

託
等

1
あ

り
実

施
後

（
変

動
）

7
5
4
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.s
ss

c
.o

r.
jp

/
ka

ig
o
/
pa

st
_e

xa
m

/
in

de
x.

h
tm

l
介

護
福

祉
士

―
名

称
独

占
等

社
会

福
祉

振
興

・
試

験
セ

ン
タ

ー
委

託
等

1
あ

り
実

施
後

（
変

動
）

1
0
6
5
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.fs
a.

go
.jp

/
c
pa

ao
b/

k
o
u
n
in

ka
ik

e
is

h
i-

sh
ik

e
n
/
ta

n
to

u
_m

o
n
da

i2
5
a.

h
tm

l

公
認

会
計

士
公

認
会

計
士

業
務

独
占

金
融

庁
（
公

認
会

計
士

・
監

査
審

査
会

）
直

轄
2

な
し

実
施

前
（
た

だ
し

，
「
公

認
会

計
士

・
監

査
審

査
会

が
相

当
と

認
め

た
得

点
比

率
」
）

1
9
5
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.n
ic

h
im

u
.o

r.
jp

/
ks

h
ik

e
n
/
si

ke
n
.h

tm
l

無
線

従
事

者
陸

上
無

線
技

術
士

(第
一

級
)

必
置

日
本

無
線

協
会

委
託

等
2

記
載

な
し

実
施

前
1
3
9
5
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.n
ic

h
im

u
.o

r.
jp

/
ks

h
ik

e
n
/
si

ke
n
.h

tm
l

無
線

従
事

者
陸

上
特

殊
無

線
技

士
(第

一
級

)
必

置
日

本
無

線
協

会
委

託
等

3
記

載
な

し
実

施
前

5
3
5
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.n
ic

h
im

u
.o

r.
jp

/
ks

h
ik

e
n
/
si

ke
n
.h

tm
l

無
線

従
事

者
陸

上
特

殊
無

線
技

士
(第

二
級

)
必

置
日

本
無

線
協

会
委

託
等

3
記

載
な

し
実

施
前

5
1
5
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.s
h
ik

e
n
.d

e
ky

o
.o

r.
jp

/
c
h
ie

f/
e
xa

m
/
in

de
x.

h
tm

l
電

気
通

信
主

任
技

術
者

伝
送

交
換

主
任

技
術

者
試

験
必

置
日

本
デ

ー
タ

通
信

協
会

委
託

等
2

記
載

な
し

実
施

前
1
8
7
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.s
h
ik

e
n
.d

e
ky

o
.o

r.
jp

/
c
h
ar

ge
/
e
xa

m
/
in

de
x.

h
tm

l
工

事
担

任
者

Ｄ
Ｄ

第
一

種
業

務
独

占
日

本
デ

ー
タ

通
信

協
会

委
託

等
2

記
載

な
し

実
施

前
8
7
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.s
h
ik

e
n
.d

e
ky

o
.o

r.
jp

/
c
h
ar

ge
/
e
xa

m
/
in

de
x.

h
tm

l
工

事
担

任
者

Ｄ
Ｄ

第
三

種
業

務
独

占
日

本
デ

ー
タ

通
信

協
会

委
託

等
2

記
載

な
し

実
施

前
8
7
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.s
h
ik

e
n
.d

e
ky

o
.o

r.
jp

/
c
h
ar

ge
/
e
xa

m
/
in

de
x.

h
tm

l
工

事
担

任
者

Ａ
Ｉ・

Ｄ
Ｄ

総
合

種
業

務
独

占
日

本
デ

ー
タ

通
信

協
会

委
託

等
2

記
載

な
し

実
施

前
8
7
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.e
n
gi

n
e
e
r.
o
r.
jp

/
c
_c

a
te

go
ri
e
s/

in
de

x0
2
0
2
1
.h

tm
l

技
術

士
技

術
士

補
名

称
独

占
等

日
本

技
術

士
会

委
託

等
1

な
し

実
施

前
（
た

だ
し

，
H

2
4
ま

で
は

「
平

均
点

」
が

基
準

）
1
1
0
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.s
h
ar

o
si

-
si

ke
n
.o

r.
jp

/
4
4
m

o
n
da

i.h
tm

社
会

保
険

労
務

士
社

会
保

険
労

務
士

業
務

独
占

全
国

社
会

保
険

労
務

士
会

連
合

会
委

託
等

1
あ

り
実

施
後

（
変

動
）

9
0
0
0

試
験

問
題

公
開

の
状

況
試

験
試

験
の

仕
様

表 3.12.3 国家試験の試験問題公開の状況と設計仕様(3)（続き） 
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実
施

団
体

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
で

実
施

し
た

試
験

問
題

そ
の

も
の

を
掲

載

実
施

団
体

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
で

１
回

分
の

み
を

公
表

問
題

と
し

て
掲

載

実
施

団
体

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
で

以
前

に
実

施
し

た
問

題
を

公
表

問
題

と
し

て
掲

載

実
施

団
体

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
で

は
確

認
で

き
ず

掲
載

U
R

L
(最

終
参

照
日

：
 2

0
1
3
.5

.2
2
 )

制
度

名
称

試
験

名
称

試
験

の
性

格

試
験

実
施

団
体

実
施

形
態

年
間

実
施

回
数

受
験

資
格

合
否

基
準

公
表

の
時

期
受

験
手

数
料

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.s
h
ik

e
n
.o

r.
jp

/
an

sw
e
r

/
in

de
x_

lis
t.
ph

p?
e
xa

m
_t

yp
e
=
2
0

電
気

主
任

技
術

者
第

二
種

必
置

電
気

技
術

者
試

験
セ

ン
タ

ー
委

託
等

1
な

し
実

施
後

1
2
4
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.s
h
ik

e
n
.o

r.
jp

/
an

sw
e
r

/
in

de
x_

lis
t.
ph

p?
e
xa

m
_t

yp
e
=
3
0

電
気

主
任

技
術

者
第

三
種

必
置

電
気

技
術

者
試

験
セ

ン
タ

ー
委

託
等

1
な

し
実

施
後

4
8
5
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.s
h
ik

e
n
.o

r.
jp

/
an

sw
e
r

/
in

de
x_

lis
t.
ph

p?
e
xa

m
_t

yp
e
=
4
0

電
気

工
事

士
第

一
種

業
務

独
占

電
気

技
術

者
試

験
セ

ン
タ

ー
委

託
等

1
な

し
実

施
後

1
0
9
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.s
h
ik

e
n
.o

r.
jp

/
an

sw
e
r

/
in

de
x_

lis
t.
ph

p?
e
xa

m
_t

yp
e
=
5
0

電
気

工
事

士
第

二
種

業
務

独
占

電
気

技
術

者
試

験
セ

ン
タ

ー
委

託
等

2
（
受

験
は

1
回

）

な
し

実
施

後
9
3
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.je
m

ai
.o

r.
jp

/
ja

pa
n
e
s

e
/
qu

al
ifi

c
at

io
n
/
po

lc
o
n
m

an
/
e
xa

m
.h

tm
l

公
害

防
止

管
理

者
大

気
関

係
第

１
種

必
置

産
業

環
境

管
理

協
会

委
託

等
1

な
し

実
施

後
（
「
試

験
委

員
会

で
決

定
」
）

6
8
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.je
m

ai
.o

r.
jp

/
ja

pa
n
e
s

e
/
qu

al
ifi

c
at

io
n
/
po

lc
o
n
m

an
/
e
xa

m
.h

tm
l

公
害

防
止

管
理

者
水

質
関

係
第

１
種

必
置

産
業

環
境

管
理

協
会

委
託

等
1

な
し

実
施

後
（
「
試

験
委

員
会

で
決

定
」
）

6
8
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.ja
ta

-
n
e
t.
o
r.
jp

/
se

m
in

ar
/
e
xa

m
/
gu

id
e
/

pa
st

-
te

st
/
h
2
4
_e

xa
m

te
xt

.h
tm

l

旅
行

業
務

取
扱

管
理

者
総

合
必

置
日

本
旅

行
業

協
会

委
託

等
1

な
し

実
施

後
6
5
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.a
n
ta

.o
r.
jp

/
e
xa

m
/
sh

ik
e
n
/
ka

ko
m

o
n
.h

tm
l

旅
行

業
務

取
扱

管
理

者
国

内
必

置
全

国
旅

行
業

協
会

委
託

等
1

な
し

実
施

後
5
8
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

4
.ja

sp
a.

o
r.
jp

/
ja

sp
ah

p/
u
se

r/
m

e
c
h
an

ic
/
pa

st
/
pa

st
_t

e
st

.h
tm

l

自
動

車
整

備
技

能
登

録
試

験
二

級
ガ

ソ
リ

ン
自

動
車

整
備

士
必

置
日

本
自

動
車

整
備

振
興

会
連

合
会

委
託

等
2

あ
り

実
施

後
4
2
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

4
.ja

sp
a.

o
r.
jp

/
ja

sp
ah

p/
u
se

r/
m

e
c
h
an

ic
/
pa

st
/
pa

st
_t

e
st

.h
tm

l

自
動

車
整

備
技

能
登

録
試

験
二

級
ジ

ー
ゼ

ル
自

動
車

整
備

士
必

置
日

本
自

動
車

整
備

振
興

会
連

合
会

委
託

等
2

あ
り

実
施

後
4
2
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

4
.ja

sp
a.

o
r.
jp

/
ja

sp
ah

p/
u
se

r/
m

e
c
h
an

ic
/
pa

st
/
pa

st
_t

e
st

.h
tm

l

自
動

車
整

備
技

能
登

録
試

験
三

級
ガ

ソ
リ

ン
・
エ

ン
ジ

ン
整

備
士

必
置

日
本

自
動

車
整

備
振

興
会

連
合

会
委

託
等

2
あ

り
実

施
後

4
2
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.ja
e
ic

.o
r.
jp

/
1
k-

m
o
n
da

i.h
tm

建
築

士
１

級
業

務
独

占
建

築
技

術
教

育
普

及
セ

ン
タ

ー
委

託
等

1
あ

り
実

施
後

（
変

動
）

1
9
7
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.ja
e
ic

.o
r.
jp

/
2
k-

m
o
n
da

i.h
tm

建
築

士
２

級
業

務
独

占
建

築
技

術
教

育
普

及
セ

ン
タ

ー
委

託
等

1
あ

り
実

施
後

（
変

動
）

1
6
9
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.jc
tc

.jp
/
e
xa

m
/
fa

q#
t

1
1

土
木

施
工

管
理

技
士

１
級

名
称

独
占

等

全
国

建
設

研
修

セ
ン

タ
ー

委
託

等
1

あ
り

不
詳

8
2
0
0

試
験

問
題

公
開

の
状

況
試

験
試

験
の

仕
様

表 3.12.4 国家試験の試験問題公開の状況と設計仕様(4)（続き） 
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実
施

団
体

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
で

実
施

し
た

試
験

問
題

そ
の

も
の

を
掲

載

実
施

団
体

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
で

１
回

分
の

み
を

公
表

問
題

と
し

て
掲

載

実
施

団
体

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
で

以
前

に
実

施
し

た
問

題
を

公
表

問
題

と
し

て
掲

載

実
施

団
体

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
で

は
確

認
で

き
ず

掲
載

U
R

L
(最

終
参

照
日

：
 2

0
1
3
.5

.2
2
 )

制
度

名
称

試
験

名
称

試
験

の
性

格

試
験

実
施

団
体

実
施

形
態

年
間

実
施

回
数

受
験

資
格

合
否

基
準

公
表

の
時

期
受

験
手

数
料

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.jc
tc

.jp
/
e
xa

m
/
fa

q#
t

1
1

土
木

施
工

管
理

技
士

２
級

名
称

独
占

等

全
国

建
設

研
修

セ
ン

タ
ー

委
託

等
1

あ
り

実
施

後
4
1
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.jc
tc

.jp
/
e
xa

m
/
fa

q#
t

1
1

管
工

事
施

工
管

理
技

士
１

級
名

称
独

占
等

全
国

建
設

研
修

セ
ン

タ
ー

委
託

等
1

あ
り

不
詳

8
5
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.jc
tc

.jp
/
e
xa

m
/
fa

q#
t

1
1

管
工

事
施

工
管

理
技

士
２

級
名

称
独

占
等

全
国

建
設

研
修

セ
ン

タ
ー

委
託

等
1

あ
り

不
詳

4
2
5
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.fc
ip

-
sh

ik
e
n
.jp

/
m

o
du

le
s/

sh
it
u
m

o
n
/
in

de
x.

ph
p?

c
o
n
te

n
t_

id
=
1

建
築

施
工

管
理

技
士

１
級

名
称

独
占

等

建
設

業
振

興
基

金
委

託
等

1
あ

り
不

詳
9
4
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.fc
ip

-
sh

ik
e
n
.jp

/
m

o
du

le
s/

sh
it
u
m

o
n
/
in

de
x.

ph
p?

c
o
n
te

n
t_

id
=
1

建
築

施
工

管
理

技
士

２
級

名
称

独
占

等

建
設

業
振

興
基

金
委

託
等

1
あ

り
実

施
後

4
7
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.fc
ip

-
sh

ik
e
n
.jp

/
m

o
du

le
s/

sh
it
u
m

o
n
/
in

de
x.

ph
p?

c
o
n
te

n
t_

id
=
1

電
気

工
事

施
工

管
理

技
士

１
級

名
称

独
占

等

建
設

業
振

興
基

金
委

託
等

1
あ

り
不

詳
1
1
8
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.fc
ip

-
sh

ik
e
n
.jp

/
m

o
du

le
s/

sh
it
u
m

o
n
/
in

de
x.

ph
p?

c
o
n
te

n
t_

id
=
1

電
気

工
事

施
工

管
理

技
士

２
級

名
称

独
占

等

建
設

業
振

興
基

金
委

託
等

1
あ

り
実

施
後

5
9
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.e
xa

m
.o

r.
jp

/
e
xm

n
/
H

_k
o
h
yo

m
e
n
ky

o
.h

tm
エ

ッ
ク

ス
線

作
業

主
任

者
―

必
置

安
全

衛
生

技
術

試
験

協
会

委
託

等
年

6
回

以
上

な
し

実
施

前
6
8
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.e
xa

m
.o

r.
jp

/
e
xm

n
/
H

_k
o
h
yo

m
e
n
ky

o
.h

tm
ボ

イ
ラ

ー
技

士
一

級
ボ

イ
ラ

ー
技

士
業

務
独

占
安

全
衛

生
技

術
試

験
協

会
委

託
等

年
6
回

以
上

あ
り

実
施

前
6
8
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.e
xa

m
.o

r.
jp

/
e
xm

n
/
H

_k
o
h
yo

m
e
n
ky

o
.h

tm
ボ

イ
ラ

ー
技

士
二

級
ボ

イ
ラ

ー
技

士
業

務
独

占
安

全
衛

生
技

術
試

験
協

会
委

託
等

年
6
回

以
上

な
し

実
施

前
6
8
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.e
xa

m
.o

r.
jp

/
e
xm

n
/
H

_k
o
h
yo

m
e
n
ky

o
.h

tm
ク

レ
ー

ン
・
デ

リ
ッ

ク
運

転
士

ク
レ

ー
ン

・
デ

リ
ッ

ク
運

転
士

（
ク

レ
ー

ン
限

定
）

業
務

独
占

安
全

衛
生

技
術

試
験

協
会

委
託

等
年

6
回

以
上

な
し

実
施

前
6
8
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.e
xa

m
.o

r.
jp

/
e
xm

n
/
H

_k
o
h
yo

m
e
n
ky

o
.h

tm
衛

生
管

理
者

第
一

種
衛

生
管

理
者

必
置

安
全

衛
生

技
術

試
験

協
会

委
託

等
年

6
回

以
上

あ
り

実
施

前
6
8
0
0

●
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.e
xa

m
.o

r.
jp

/
e
xm

n
/
H

_k
o
h
yo

m
e
n
ky

o
.h

tm
衛

生
管

理
者

第
二

種
衛

生
管

理
者

必
置

安
全

衛
生

技
術

試
験

協
会

委
託

等
年

6
回

以
上

あ
り

実
施

前
6
8
0
0

試
験

問
題

公
開

の
状

況
試

験
試

験
の

仕
様

表 3.12.5 国家試験の試験問題公開の状況と設計仕様(5)（続き） 
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実
施

団
体

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
で

実
施

し
た

試
験

問
題

そ
の

も
の

を
掲

載

実
施

団
体

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
で

１
回

分
の

み
を

公
表

問
題

と
し

て
掲

載

実
施

団
体

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
で

以
前

に
実

施
し

た
問

題
を

公
表

問
題

と
し

て
掲

載

実
施

団
体

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
で

は
確

認
で

き
ず

掲
載

U
R

L
(最

終
参

照
日

： 
20

13
.5

.2
2 

)
制

度
名

称
試

験
名

称
試

験 の 性
格

試
験

実
施

団
体

実
施

形
態

年
間

実
施

回
数

受
験

資
格

合
否

基
準

公
表

の
時

期
受

験
手

数
料

●
ht

tp
:/

/w
w

w
.s

ho
ub

o-
sh

ik
en

.o
r.
jp

/k
ik

en
bu

ts
u/

ex
er

ci
s

e.
ht

m
l

危
険

物
取

扱
者

甲
種

必
置

消
防

試
験

研
究

セ
ン

タ
ー

委
託

等
年

6
回

以
上

あ
り

実
施

前
5
0
0
0

●
ht

tp
:/

/w
w

w
.s

ho
ub

o-
sh

ik
en

.o
r.
jp

/k
ik

en
bu

ts
u/

ex
er

ci
s

e.
ht

m
l

危
険

物
取

扱
者

乙
種

第
１

類
必

置
消

防
試

験
研

究
セ

ン
タ

ー
委

託
等

年
6
回

以
上

な
し

実
施

前
3
4
0
0

●
ht

tp
:/

/w
w

w
.s

ho
ub

o-
sh

ik
en

.o
r.
jp

/k
ik

en
bu

ts
u/

ex
er

ci
s

e.
ht

m
l

危
険

物
取

扱
者

乙
種

第
２

類
必

置
消

防
試

験
研

究
セ

ン
タ

ー
委

託
等

年
6
回

以
上

な
し

実
施

前
3
4
0
0

●
ht

tp
:/

/w
w

w
.s

ho
ub

o-
sh

ik
en

.o
r.
jp

/k
ik

en
bu

ts
u/

ex
er

ci
s

e.
ht

m
l

危
険

物
取

扱
者

乙
種

第
３

類
必

置
消

防
試

験
研

究
セ

ン
タ

ー
委

託
等

年
6
回

以
上

な
し

実
施

前
3
4
0
0

●
ht

tp
:/

/w
w

w
.s

ho
ub

o-
sh

ik
en

.o
r.
jp

/k
ik

en
bu

ts
u/

ex
er

ci
s

e.
ht

m
l

危
険

物
取

扱
者

乙
種

第
４

類
必

置
消

防
試

験
研

究
セ

ン
タ

ー
委

託
等

年
6
回

以
上

な
し

実
施

前
3
4
0
0

●
ht

tp
:/

/w
w

w
.s

ho
ub

o-
sh

ik
en

.o
r.
jp

/k
ik

en
bu

ts
u/

ex
er

ci
s

e.
ht

m
l

危
険

物
取

扱
者

乙
種

第
５

類
必

置
消

防
試

験
研

究
セ

ン
タ

ー
委

託
等

年
6
回

以
上

な
し

実
施

前
3
4
0
0

●
ht

tp
:/

/w
w

w
.s

ho
ub

o-
sh

ik
en

.o
r.
jp

/k
ik

en
bu

ts
u/

ex
er

ci
s

e.
ht

m
l

危
険

物
取

扱
者

乙
種

第
６

類
必

置
消

防
試

験
研

究
セ

ン
タ

ー
委

託
等

年
6
回

以
上

な
し

実
施

前
3
4
0
0

●
ht

tp
:/

/w
w

w
.s

ho
ub

o-
sh

ik
en

.o
r.
jp

/k
ik

en
bu

ts
u/

ex
er

ci
s

e.
ht

m
l

危
険

物
取

扱
者

丙
種

必
置

消
防

試
験

研
究

セ
ン

タ
ー

委
託

等
年

6
回

以
上

な
し

実
施

前
2
7
0
0

●
ht

tp
:/

/w
w

w
.s

ho
ub

o-
sh

ik
en

.o
r.
jp

/s
ho

ub
ou

/e
xe

rc
is

e.
ht

m
l

消
防

設
備

士
甲

種
第

１
類

業
務

独
占

消
防

試
験

研
究

セ
ン

タ
ー

委
託

等
年

6
回

以
上

あ
り

実
施

前
5
0
0
0

●
ht

tp
:/

/w
w

w
.s

ho
ub

o-
sh

ik
en

.o
r.
jp

/s
ho

ub
ou

/e
xe

rc
is

e.
ht

m
l

消
防

設
備

士
甲

種
第

４
類

業
務

独
占

消
防

試
験

研
究

セ
ン

タ
ー

委
託

等
年

6
回

以
上

あ
り

実
施

前
5
0
0
0

●
ht

tp
:/

/w
w

w
.s

ho
ub

o-
sh

ik
en

.o
r.
jp

/s
ho

ub
ou

/e
xe

rc
is

e.
ht

m
l

消
防

設
備

士
乙

種
第

４
類

業
務

独
占

消
防

試
験

研
究

セ
ン

タ
ー

委
託

等
年

6
回

以
上

な
し

実
施

前
3
4
0
0

●
ht

tp
:/

/w
w

w
.s

ho
ub

o-
sh

ik
en

.o
r.
jp

/s
ho

ub
ou

/e
xe

rc
is

e.
ht

m
l

消
防

設
備

士
乙

種
第

６
類

業
務

独
占

消
防

試
験

研
究

セ
ン

タ
ー

委
託

等
年

6
回

以
上

な
し

実
施

前
3
4
0
0

試
験

問
題

公
開

の
状

況
試

験
試

験
の

仕
様

表 3.12.6 国家試験の試験問題公開の状況と設計仕様(6)（続き） 
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実
施

団
体

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
で

実
施

し
た

試
験

問
題

そ
の

も
の

を
掲

載

実
施

団
体

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
で

１
回

分
の

み
を

公
表

問
題

と
し

て
掲

載

実
施

団
体

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
で

以
前

に
実

施
し

た
問

題
を

公
表

問
題

と
し

て
掲

載

実
施

団
体

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
で

は
確

認
で

き
ず

掲
載

U
R

L
(最

終
参

照
日

：
 2

0
1
3
.5

.2
2
 )

制
度

名
称

試
験

名
称

試
験

の
性

格

試
験

実
施

団
体

実
施

形
態

年
間

実
施

回
数

受
験

資
格

合
否

基
準

公
表

の
時

期
受

験
手

数
料

●
h
tt

ps
:/

/
w

w
w

3
.ji

te
c
.ip

a.
go

.jp
/
J
it

e
sC

bt
/
h
tm

l/
o
pe

n
in

fo
/
qu

e
st

io
n

s.
h
tm

l

情
報

処
理

技
術

者
IT

パ
ス

ポ
ー

ト
試

験
名

称
独

占
等

情
報

処
理

推
進

機
構

委
託

等
随

時
な

し
実

施
前

（
「
ＩＲ

Ｔ
に

基
づ

い
て

解
答

結
果

か
ら

評
価

点
を

算
出

」
）

5
1
0
0

※
【
全

国
柔

整
鍼

灸
協

同
組

合
】

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.z
e
n
ju

ky
o
.g

r.
jp

/
ko

ku
sh

i/
0
1
/
0
1
-
1
/

柔
道

整
復

師
―

業
務

独
占

柔
道

整
復

師
研

修
試

験
財

団
委

託
等

1
あ

り
実

施
後

1
6
5
0
0

※
【
自

動
車

公
論

社
】

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.ji
do

u
sy

ak
o
u
ro

n
sy

a.
c
o
m

/
pr

o
du

c
ts

/
pr

o
du

c
ts

0
8
.h

tm
l

運
行

管
理

者
(旅

客
自

動
車

)
―

業
務

独
占

運
行

管
理

者
試

験
セ

ン
タ

ー
委

託
等

2
あ

り
実

施
前

（
た

だ
し

，
「
原

則
と

し
て

」
）

6
0
0
0

※
【
自

動
車

公
論

社
】

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.ji
do

u
sy

ak
o
u
ro

n
sy

a.
c
o
m

/
pr

o
du

c
ts

/
pr

o
du

c
ts

0
8
.h

tm
l

運
行

管
理

者
(貨

物
自

動
車

)
―

業
務

独
占

運
行

管
理

者
試

験
セ

ン
タ

ー
委

託
等

2
あ

り
実

施
前

（
た

だ
し

，
「
原

則
と

し
て

」
）

6
0
0
0

※
【
日

本
測

量
協

会
】
関

連
団

体
が

問
題

集
販

売
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.js
u
rv

e
y.

jp
/
2
-

1
b.

h
tm

測
量

士
・
測

量
士

補
測

量
士

補
業

務
独

占
国

土
交

通
省

（
国

土
地

理
院

）
直

轄
1

な
し

実
施

後
2
8
5
0

※
実

施
団

体
が

過
去

問
題

集
販

売
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.k
h
k.

o
r.
jp

/
pu

bl
ic

at
io

n
s_

lib
ra

ry
/
pu

bl
ic

at
io

n
s/

高
圧

ガ
ス

製
造

保
安

責
任

者
乙

種
機

械
必

置
高

圧
ガ

ス
保

安
協

会
委

託
等

1
な

し
実

施
前

（
た

だ
し

，
「
～

程
度

」
）

8
5
0
0

※
実

施
団

体
が

過
去

問
題

集
販

売
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.k
h
k.

o
r.
jp

/
pu

bl
ic

at
io

n
s_

lib
ra

ry
/
pu

bl
ic

at
io

n
s/

高
圧

ガ
ス

製
造

保
安

責
任

者
丙

種
化

学
（
特

別
試

験
科

目
）

必
置

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

委
託

等
1

な
し

実
施

前
（
た

だ
し

，
「
～

程
度

」
）

7
9
0
0

※
【
日

本
冷

凍
空

調
学

会
】
関

連
団

体
が

問
題

集
販

売
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.js
ra

e
.o

r.
jp

/
bo

o
ks

/
b

o
o
ks

_j
yu

ke
n
.p

h
p

高
圧

ガ
ス

製
造

保
安

責
任

者
第

二
種

冷
凍

機
械

必
置

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

委
託

等
1

な
し

実
施

前
（
た

だ
し

，
「
～

程
度

」
）

8
5
0
0

※
【
東

京
都

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

】
関

連
団

体
が

問
題

集
販

売
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.t
o
ky

o
-

kh
k.

o
r.
jp

/
0
8
_b

o
o
ks

/
0
8
-
1
-

1
.h

tm
l

高
圧

ガ
ス

製
造

保
安

責
任

者
第

三
種

冷
凍

機
械

必
置

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

委
託

等
1

な
し

実
施

前
（
た

だ
し

，
「
～

程
度

」
）

7
9
0
0

※
【
全

国
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
協

会
】
関

連
団

体
が

問
題

集
販

売
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.ja
pa

n
lp

g.
o
r.
jp

/
bi

z/
p

u
bl

is
h
.h

tm
l

高
圧

ガ
ス

販
売

主
任

者
第

二
種

販
売

必
置

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

委
託

等
1

な
し

実
施

前
（
た

だ
し

，
「
～

程
度

」
）

5
5
0
0

試
験

問
題

公
開

の
状

況
試

験
試

験
の

仕
様

表 3.12.7 国家試験の試験問題公開の状況と設計仕様(7)（続き） 

 

 

 

 

 


